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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 自主防災組織補助金交付用 Access データ 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市長公室危機管理課 

個人情報ファイルの利用目的 補助金の交付の通知及び名簿作成を行うため 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４自主防災組織名 

記録範囲 自主防災組織申請を提出したもの 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 防災指導申請状況把握ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市長公室危機管理課 

個人情報ファイルの利用目的 防災指導の申請確認を行うため 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号 

記録範囲 防災指導の申請を行ったもの 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

□法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） ☑法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 防災フェア参加者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市長公室危機管理課 

個人情報ファイルの利用目的 「防災フェアふなばし」における参加者把握のため 

記録項目 １氏名、２電話番号 

記録範囲 防災フェアへの参加申込があった者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 土砂災害警戒区域住民ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市長公室危機管理課 

個人情報ファイルの利用目的 
土砂災害警戒区域（指定予定箇所含む）内の住民への避

難体制及び連絡体制の整備を行うため 

記録項目 １氏名、２住所 

記録範囲 土砂災害警戒区域内に住む者 

記録情報の収集方法 市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 
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組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 船橋市総合防災訓練参加者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市長公室危機管理課 

個人情報ファイルの利用目的 船橋市総合防災訓練への参加者把握のため 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号 

記録範囲 船橋市総合防災訓練への参加申込があった者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 被災者台帳ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市長公室危機管理課 

個人情報ファイルの利用目的 
被害調査票作成、被災者台帳作成及び罹災証明書交付の

ため 

記録項目 

１識別番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、

６電話番号、７本籍・国籍、８障害、９世帯人員の罹災状

況、１０死亡・重傷等の健康状況、１１親族関係、１２家

庭状況 

記録範囲 全市民 

記録情報の収集方法 市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 



 

12 

 

要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 市民の声等対応処理ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市長公室市民の声を聞く課 

個人情報ファイルの利用目的 
市政への提案、陳情要望その他相談といった市民の声の

受付及び処理を行うため 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４メールアドレス、５年代、

６要望、相談等の内容 

記録範囲 意見を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申告 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 市民意識調査実施ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市長公室市民の声を聞く課 

個人情報ファイルの利用目的 
広く市民の意識を把握し市政に反映させるためのアンケ

ート調査を実施するため。 

記録項目 １氏名、２住所、３年齢、４性別 

記録範囲 住民基本台帳から抽出された者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳から抽出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 
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組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 市政モニター実施ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市長公室市民の声を聞く課 

個人情報ファイルの利用目的 
市政モニターの意見を聞き市民のニーズを把握するた

め。 

記録項目 
１氏名、２住所、３年齢、４性別、５電話番号、６メール

アドレス 

記録範囲 住民基本台帳から抽出された者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳から抽出、本人からの申告 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 市民相談利用者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市長公室市民の声を聞く課 

個人情報ファイルの利用目的 
市民相談を受ける人の目的及び条件に一致するかを把握

するため。 

記録項目 １氏名、２住所（町名まで）、３性別、４相談種別 

記録範囲 相談を受けた者 

記録情報の収集方法 本人からの申告 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 
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組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 市政功労全体リスト 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市長公室秘書課 

個人情報ファイルの利用目的 
船橋市表彰条例第 10 条に基づき、表彰者の氏名、事績そ

の他必要な事項を記録するため。 

記録項目 

１条例種別、２功労の種別、３氏名、４氏名（ふりがな）、

５生年月日、６住所、７役職、８代表者名（団体の場合）、

９担当課 

記録範囲 市政有功者、市政功労者、善行表彰者 

記録情報の収集方法 各課から提出された功績調書 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 感謝状一覧 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市長公室秘書課 

個人情報ファイルの利用目的 
感謝状贈呈基準に基づき、贈呈者の氏名、事績、その他必

要な事項を記録するため。 

記録項目 

１番号、２年度、３Ｎｏ、４賞状日、５交付者（市長また

は担当課）、６対象者、７所在地（対象者の所在地）、８功

績内容、９贈呈基準、１０担当課、１１備考 

記録範囲 感謝状受賞者 

記録情報の収集方法 各課から提出された功績調書 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

25 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 名刺データ 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市長公室秘書課 

個人情報ファイルの利用目的 
特別職が面会した方の名刺に記載された事項を記録する

ため。 

記録項目 

１会社名、２部署、３役職、４氏名、５フリガナ（氏名）、

６郵便番号、７住所、８電話番号、９携帯電話、１０内線

番号、１１メールアドレス、１２メモ、１３データ受取日 

記録範囲 市長への面会者 

記録情報の収集方法 受領した名刺 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 外国人総合相談窓口データベース 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市長公室 国際交流課 

個人情報ファイルの利用目的 
船橋市外国人総合相談窓口にて受け付けた相談内容を管

理するため。 

記録項目 

１対応日、２記録者、３姓名、４フリガナ、５電話番号、

６ＦＡＸ番号、７住所、８国籍、９性別、１０年齢、１１

相談形態、１２在留資格、１３使用言語、１４相談の分

類、１５相談内容、１６回答 

記録範囲 相談を行った者 

記録情報の収集方法 相談窓口業務の委託業者から 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 
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要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 外国人住民統計データ 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市長公室 国際交流課 

個人情報ファイルの利用目的 外国人在住状況を把握するため。 

記録項目 

１識別番号等、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５国

籍、６住民となった日、７住所を定めた日、８在留資格・

期間 

記録範囲 住民基本台帳に記載されている者 

記録情報の収集方法 市に登録されている住民基本台帳情報から 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 公文書開示請求等の実施状況把握ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

総務部総務法制課 

個人情報ファイルの利用目的 
船橋市情報公開条例に基づく実施機関の公文書の開示等

の実施状況を把握するため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３電話番号、４請求内容、５受付日、６

受付方法、７決定日、８開示の実施の方法、９実施日、１

０実施場所、１１処分内容、１２処分件数、１３不開示項

目、１４不開示事由、１５担当部課 

記録範囲 公文書開示請求書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請、市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 
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要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 保有個人情報開示請求等の実施状況把握ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

総務部総務法制課 

個人情報ファイルの利用目的 
個人情報保護法等に基づく実施機関の保有個人情報の開

示等の実施状況を把握するため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３電話番号、４請求内容、５受付日、６

決定日、７開示の実施の方法（希望する方法含む）、８実

施日（実施希望日含む）、９実施場所、１０処分内容、１

１処分件数、１２不開示項目、１３不開示事由、１４担当

部課、１５写しの作成費用等、１６本人確認書類の種別、

１７代理人区分、１８請求資格確認書類の種別、１９開

示請求対象者の氏名、２０開示請求対象者の住所、２１

開示請求対象者の電話番号、２２生年月日（未成年者の

み） 

※１７～２２は代理人による請求の場合のみ記録 

記録範囲 保有個人情報開示請求書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請、市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 非該当 
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案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 附属機関等の委員一覧ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

総務部総務法制課 

個人情報ファイルの利用目的 

地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づき設置す

る附属機関と、これに準ずる機関について、委員構成等

を把握するため。 

記録項目 

１氏名、２性別、３年齢、４附属機関等の名称、５委嘱期

間、６会議での役職、７通算在職年数、８所属・出身団体、

肩書等、９職種区分、１０選任経緯、１１選出区分、１２

報酬等日額、１３所管課 

記録範囲 附属機関等の委員 

記録情報の収集方法 本人からの収集、市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 市の他機関 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 
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行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 行政情報メール配信 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

総務部デジタル行政推進課 

個人情報ファイルの利用目的 登録者に情報配信を行うため。 

記録項目 １電話番号、２メールアドレス 

記録範囲 情報メールの配信を希望する者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 静脈認証システム及びＩＣカードのＩＤ管理 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

総務部デジタル行政推進課 

個人情報ファイルの利用目的 

情報系及び基幹系ネットワーク資源を使用するためのア

クセス権を静脈データとＩＣカードを用いて設定するた

め。 

管理区域への入室許可権をＩＣカードを用いて設定する

ため。 

記録項目 １氏名 

記録範囲 職員等 

記録情報の収集方法 本人及び同一機関内部からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 
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要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 登録調査員一覧ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

総務部デジタル行政推進課 

個人情報ファイルの利用目的 
各種統計調査の指導員調査員選任、表彰者推薦に利用す

るため 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号、６職

業、７調査経歴 

記録範囲 
統計調査員となる意思を有する者、統計調査員として従

事した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 各種統計調査の調査員一覧ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

総務部デジタル行政推進課 

個人情報ファイルの利用目的 
各種統計調査実施に際して調査員の指導、監督、報償金

支払いに利用するため 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号、６職

業、７口座番号 

記録範囲 統計調査員として従事した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 自動車臨時運行許可申請者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

税務部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 自動車臨時運行許可を申請した者を把握するため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４車名、５車体番号 

記録範囲 自動車臨時運行許可申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 軽自動車税ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

税務部市民税課、税務課、市民生活部各出張所、船橋駅前

総合窓口センター 

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税に関する事務 

記録項目 

１個人番号、２宛名情報（住所、氏名、生年月日、電話番

号、性別等）、３車両情報（所有者、使用者、納税義務者、

車台番号、車両番号、総排気量等）、４調定情報（調定額、

年度、通知書番号等）、５その他住民票関係情報（世帯主、

続柄、本籍、国籍、住民日等）、６収納管理情報（収納日、

収納額、納付方法等）、７口座情報（金融機関、口座種別、

口座番号等）   

記録範囲 
本市において、軽自動車税の課税対象となる車両を所有

または使用する者（履歴を含む） 

記録情報の収集方法 

・納税義務者からの申告 

・事業所または官公署への調査協力依頼 

・個人番号を使用した調査 

・軽自動車検査情報市区町村提供システム 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 

システム運用保守受託者、納税通知書印刷・封入・封緘処

理業務受託者、各警察署長、都道府県公安委員会、地方税

共同機構 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 
政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 
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☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 個人住民税ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

税務部市民税課、税務課、市民生活部各出張所、船橋駅前

総合窓口センター 

個人情報ファイルの利用目的 個人住民税に関する事務 

記録項目 

１個人番号、２宛名情報（氏名、性別、生年月日、住所、

電話番号等）、３その他住民票関係情報（本籍地、住民種

別、続柄、世帯番号等）、４国税関係情報（所得税額、収

入、所得、控除、勤務先等）、５地方税関係情報（市民税

額、県民税額、収入、所得、控除、勤務先等）、６医療保

険関係情報、７障害者福祉関係情報、８生活保護・社会福

祉関係情報、９介護・高齢者福祉関係情報、１０年金関係

情報、１１口座情報（口座種別、口座番号、金融機関コー

ド等）、１２収納管理情報（収納日、納付方法、領収日等） 

記録範囲 本市において、個人市民税・県民税の納税義務がある者 

記録情報の収集方法 

納税義務者からの申告、給与支払者・年金支払者から提

出される支払報告、他市町村等から提供される申告書情

報・支払報告書情報、他課から提供される賦課に必要な

情報（生活保護、障害者等） 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 

厚生労働大臣、文部科学大臣、国税庁長官、都道府県知

事、市町村長、都道府県教育委員会、市町村教育委員会、

全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組合、後

期高齢者医療広域連合、国家公務員共済組合、国家公務

員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職

員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、独立

行政法人農業者年金基金、独立行政法人日本学生支援機

構、平成八年法律第八十二号附則第三十二条第二項に規

定する存続組合又は平成八年法律第八十二号附則第四十

八条第一項に規定する指定基金、平成二十三年法律第五

十六号附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済

会、個人住民税システム運用保守業務受託者、給与所得
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等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書印刷

委託業務受託者、市民税・県民税税額決定・納税通知書印

刷委託業務受託者、課税資料エントリー業務受託者、納

税義務者、給与支払者、日本年金機構その他年金支払者,

都道府県公安委員会、日本放送協会 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 法人市民税ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

税務部市民税課 

個人情報ファイルの利用目的 法人市民税に関する事務 

記録項目 １氏名 

記録範囲 本市に本店や支店を置く法人の代表者（履歴を含む） 

記録情報の収集方法 
・法人からの届け出 

・登記簿の調査 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 
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組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 固定資産税・都市計画税ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

税務部資産税課、税務課、市民生活部各出張所、船橋駅前

総合窓口センター 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税・都市計画税に関する事務 

記録項目 

１氏名、２住所、３整理番号、４通知書番号、５個人番号、

６法人番号、７課税年度、８固定資産評価額、９課税標準

額（固定資産税・都市計画税）、１０税額（固定資産税・

都市計画税）、１１軽減・減額・減免等税額、１２年税額、

１３納期限、１４資産区分（土地・家屋・償却資産の別）、

１５物件所在地（土地・家屋）、１６地目、１７地積（㎡）、

１８家屋番号、１９家屋種類、２０家屋構造、２１家屋床

面積（㎡）、２２家屋建築年、２３敷地権の表示、２４償

却資産の名称等、２５償却資産取得年月、２６償却資産

取得価額、２７償却資産耐用年数、２８償却資産減価残

存率、２９口座情報（金融機関、口座種別、口座番号等）、

３０収納管理情報（収納日、納付方法、領収日等） 

記録範囲 船橋市内に固定資産を所有する者 

記録情報の収集方法 
登記所からの通知、県知事・総務大臣からの通知、本人か

らの申告や申請、税務調査 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 

固定資産税システム運用保守受託者、固定資産税・都市

計画税納税通知書等の印刷業務受託者、償却資産申告書

等印刷業務受託者、償却資産申告書等パンチ業務受託者、

電子帳票システム運用支援業務受託者、家屋評価システ

ムソフトウェア保守業務受託者、土地家屋現況図システ

ム保守業務受託者、航空写真撮影土地家屋現況調査業務

受託者、固定資産鑑定評価業務受託者、法務局、県税事務

所、国税庁長官、市町村長 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   
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訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 
市税及び強制徴収公債権の滞納整理に係る電算処理ファ

イル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

税務部債権管理課、税務課 

個人情報ファイルの利用目的 市の債権の滞納整理のために利用する。 

記録項目 

１氏名・法人名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番

号、６職業・職歴、７公的扶助、８健康状況、９資産状況、

１０収入状況、１１勤務先、１２取引先、１３戸籍、１４

親族関係、１５家庭状況、１６賦課情報、１７延滞金、１

８収納情報、１９滞納情報、２０滞納処分情報、２１文書

発送歴、２２折衝歴 

記録範囲 市税及び強制徴収公債権の納付義務者及び関係者 

記録情報の収集方法 

本人聞き取り 

庁内システム連携 

関係機関への照会 

調査 

処分入力 

 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 

国または他の地方公共団体 

その他（記録情報の提供が必要と認められる機関） 

システム運用保守受託者 

納税コールセンター受託者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ
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政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

ル） 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 
非強制徴収公債権及び私債権の管理に係る電算処理ファ

イル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

税務部債権管理課 

個人情報ファイルの利用目的 市の債権の滞納整理のために利用する。 

記録項目 

１氏名・法人名、２生年月日、３住所、４電話番号、５資

産状況、６親族関係、７家庭状況、８債権情報、９延滞金・

遅延損害金、１０収納情報、１１法的措置情報、１２文書

発送歴、１３折衝歴等（債権所管課折衝歴を含む）、１４

滞納状況、１５学校名、１６就学援助認定状況、１７最終

時効更新日、１８債権放棄理由 

記録範囲 
非強制徴収公債権及び私債権の納付義務者及び関係者、

債権発生原因者 

記録情報の収集方法 

本人聞き取り 

関係機関及び庁内照会（市の他機関からの収集を含む） 

調査 

処分入力 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 
国または他の地方公共団体 

その他記録情報の提供が必要な機関 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 
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行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 埋火葬及び改葬の許可 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市民生活部戸籍住民課、各出張所、船橋駅前総合窓口セ

ンター 

個人情報ファイルの利用目的 
墓地埋葬等に関する法律第５条に基づく埋葬、又は改葬

許可証の交付を行う。 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、

６本籍・国籍、７親族関係 

記録範囲 
埋火（改）葬許可の申請があった埋火（改）葬者とその親

族等 

記録情報の収集方法 届出人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 戸籍事務関連ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市民生活部戸籍住民課、各出張所、船橋駅前総合窓口セ

ンター 

個人情報ファイルの利用目的 
戸籍法及び戸籍法施行規則、戸籍事務取扱準則に基づく

人の身分を登録公証する。 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４本籍・国籍、５親

族関係等、６電話番号、７識別番号、８住所、９身分証明

書等、１０その他（戸籍法及び戸籍法施行規則に定める

事項） 

記録範囲 
市内に本籍のある者（あった）者、事件本人又は通知対象

者と関係人 

記録情報の収集方法 
事件本人又は届出人からの届出、若しくは他の行政機関

からの通知等 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 法務大臣、厚生労働大臣 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25  

※戸籍法第 129 条により適用除外になる場合あり 

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 
－ 
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在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考 
届出、訂正内容により家庭裁判所の許可、確定判決によ

り訂正 
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 印鑑登録事務関連ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市民生活部戸籍住民課、各出張所、船橋駅前総合窓口セ

ンター 

個人情報ファイルの利用目的 印鑑の登録及び証明を行う。 

記録項目 
１氏名、２生年月日、３住所、４印影、５電話番号、６身

分証明書等 

記録範囲 印鑑登録をしている者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 



 

64 

 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

65 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳事務関連ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市民生活部戸籍住民課、各出張所、船橋駅前総合窓口セ

ンター 

個人情報ファイルの利用目的 住民基本台帳の記録及び管理を行う。 

記録項目 

１識別番号等、２氏名、３性別、４生年月日、５住所、６

本籍・国籍、７支援措置、８電話番号、９身分証明書等、

１０その他（住民基本台帳法第７条に規定する各項目） 

記録範囲 住民登録をしている者 

記録情報の収集方法 本人からの申請、市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 他の地方公共団体 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 



 

66 

 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

67 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 個人番号カード交付事務関連ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市民生活部戸籍住民課、各出張所、船橋駅前総合窓口セ

ンター 

個人情報ファイルの利用目的 個人番号カード・電子証明書の交付（発行）事務を行う。 

記録項目 
１氏名、２生年月日、３住所、４電話番号、５身分証明書

等、６有効期限、７識別番号等 

記録範囲 住民登録をしている者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 



 

68 

 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

69 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 自治会管理システム 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市民生活部自治振興課 

個人情報ファイルの利用目的 
代表者への連絡、通知等や自治会への自治振興課の各種

補助金等の事務処理のため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号等、４就任年月日、５役職 

記録範囲 自治振興課へ代表者届を提出した町会長・自治会長 

記録情報の収集方法 会長から届出等 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 



 

70 

 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

71 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 町会長・自治会長ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市民生活部自治振興課 

個人情報ファイルの利用目的 市政功労表彰の推薦時に確認するため。 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４就任年月日、５在任期間、

６受賞履歴、７在任日数 

記録範囲 自治振興課へ代表者届を提出した町会長・自治会長 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 



 

72 

 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

73 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 住居番号付番・変更・廃止に係るファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市民生活部自治振興課 

個人情報ファイルの利用目的 
住居番号の付番・変更・廃止をし、通知書や証明書を交付

するため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４勤務先、５地番 

記録範囲 
申請した者、送付先となっている者、建物等を所有する

者 

記録情報の収集方法 申請者からの提供 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 住居番号の付番・変更・廃止の申請者、証明書の申請者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 



 

74 

 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

75 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 住居表示新旧旧新対照表に係るファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市民生活部自治振興課 

個人情報ファイルの利用目的 
住居表示実施に伴う住所変更事務、関係行政機関への通

知及び住居表示変更証明書交付のため。 

記録項目 １氏名、２住所、３世帯員の氏名 

記録範囲 住居表示実施時に対象地域に居住していた者 

記録情報の収集方法 
本人からの申告、住民基本台帳からの提供、現地調査、法

務局からの提供 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 
証明書の申請者、関係行政機関（千葉県、国）、住居表示

整備事業委託業務の受託者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 



 

76 

 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

77 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 老人クラブ会長及び交通安全指導員ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市民生活部市民安全推進課 

個人情報ファイルの利用目的 
老人クラブ交通安全指導員の委嘱とお知らせの送付を行

うために利用する。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４所属老人クラブ 

記録範囲 老人クラブ会長・交通安全指導員の承諾書を提出した者 

記録情報の収集方法 
高齢者福祉課・船橋市老人クラブ連合会からの提供と本

人からの申告 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 



 

78 

 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

79 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 自治会等代表者一覧 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市民生活部市民安全推進課 

個人情報ファイルの利用目的 
防犯活動に伴う物資支給の申請案内を送付する際に利用

する。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４町会・団体名 

記録範囲 自治会長、町会長、申請のあった団体代表者 

記録情報の収集方法 自治振興課からの提供、本人からの申告 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 



 

80 

 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

81 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 空家管理台帳システムデータベース 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市民生活部市民安全推進課 

個人情報ファイルの利用目的 

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく業務にお

いて、空家等の位置情報や調査記録、所有者等の情報や

対応記録等を管理する。 

記録項目 

１氏名、２住所、３所有する空家等の所在、４電話番号、

５ファックス番号、６メールアドレス、７行政指導等の

記録 

記録範囲 
所有者等や近隣住民等から相談のあった空家等の所有

者、管理者 

記録情報の収集方法 
登記情報、固定資産税課税台帳情報、住民票、戸籍の附

票、本人からの申告 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 
－ 
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在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 土地・家屋登記情報 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市民生活部市民安全推進課 

個人情報ファイルの利用目的 
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく業務にお

いて、空家等の所有者を調査する。 

記録項目 １氏名、２住所、３所有する家屋番号または地番 

記録範囲 市内土地、家屋の登記名義人 

記録情報の収集方法 千葉地方法務局より、年１回時点データを受領 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 
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組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 電話 de 詐欺対策機器購入補助金申請リスト 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市民生活部市民安全推進課 

個人情報ファイルの利用目的 補助金の申請及び支給決定について管理 

記録項目 １氏名、２住所、３生年月日、４性別、５電話番号 

記録範囲 申請人 

記録情報の収集方法 本人からの申告 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業申請者名簿 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市民生活部市民安全推進課 

個人情報ファイルの利用目的 
自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業審査事務におけ

る本人の交付審査のために利用する。 

記録項目 
１氏名、２住所、３振込先口座情報、４電話番号、５メー

ルアドレス、６生年月日 

記録範囲 自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業申請をした者 

記録情報の収集方法 本人からの申告 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 船橋市住まいの防犯対策補助事業申請者名簿 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

市民生活部市民安全推進課 

個人情報ファイルの利用目的 
船橋市住まいの防犯対策補助事業審査事務における本人

の交付審査のために利用する。 

記録項目 
１氏名、２住所、３振込先口座情報、４電話番号、５メー

ルアドレス、６生年月日 

記録範囲 船橋市住まいの防犯対策補助事業申請をした者 

記録情報の収集方法 本人からの申告 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 
第４次地域福祉計画推進に係る市民アンケート調査実施

ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

福祉政策課 

個人情報ファイルの利用目的 
第４次地域福祉計画の進捗状況を把握するためのアンケ

ートを実施するため。 

記録項目 １氏名、２住所、３年齢、４性別 

記録範囲 住民基本台帳から抽出された者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳から抽出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 
令和６年度第４次船橋市地域福祉計画推進に係るアンケ

ート調査等業務受託者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 避難行動要支援者名簿ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

地域福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
災害対策基本法に基づき、避難行動要支援者の状況を把

握するため。 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号、６親

族等の電話番号、７介護保険制度における要介護度、８

身体障害者手帳の等級、９療育手帳の判定、１０精神保

健福祉手帳の等級、１１指定難病の有無と２４時間人工

呼吸器装着の有無、１２地域への情報提供の同意状況 

記録範囲 
船橋市地域防災計画に基づく避難行動要支援者の基準に

該当する者 

記録情報の収集方法 
「介護保険制度所管課及び各手帳制度所管課、指定難病

に関する事務の所管課からの提供」、「本人からの申告」 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 
船橋市消防団、警察、船橋市社会福祉協議会、同意確認書

の発送業務受託者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 
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行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 住居確保給付事業申請者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

地域福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
住居確保給付金支給に関して、①支給対象となるかの審

査②支給決定後に支給するため。 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３住所、４電話番号、５性別、６年

齢、７世帯数、８離職日、９離職期間、１０受給歴、１１

家賃額、１２収入額、１３資産額、１４支給額、１５支給

日、１６申請番号、１７不動産業者等名、１８不動産業務

等住所、１９不動産業者等代表者役職・氏名 

記録範囲 住居確保給付金の支給希望者 

記録情報の収集方法 
「本人からの申告」 

「物件保有者からの提供」 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 住居確保給付事業業務受託者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 
－ 
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在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 自立相談支援事業相談者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

地域福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
自立相談支援事業で支援するにあたって、相談者の状況

を把握するため。 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号、６メ

ールアドレス、７家族構成、８相談内容、９家族・地域・

住まいの状況、１０健康・障害の状況、１１収入・公的給

付・債務等の状況、１２職業・職歴等、１３アセスメント

結果の整理と支援方針 

記録範囲 自立相談支援事業にかかる相談者 

記録情報の収集方法 
「本人からの申告」 

「家族からの相談」 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 自立相談支援事業業務受託者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 
－ 
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在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 物価高騰対策生活応援事業給付対象者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

地域福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 物価高騰対策生活応援事業対象者 

記録項目 

１管理番号、２住民コード、３世帯コード、４続柄、５宛

名－郵便番号、６宛名－住所、７宛名－方書、８宛名－氏

名、９対象者－カナ氏名、１０対象者－漢字氏名、１１対

象者－生年月日、１２対象者－基準日時点住所＋全角ス

ペース＋方書、１３不備フラグ、１４返戻、１５代理人区

分、１６宛名フラグ、１７辞退フラグ、１８世帯内連番、

１９停止フラグ、２０人数、２１データ作成日 

記録範囲 

基準日（令和 4 年 9 月 1 日）時点で船橋市の住民基本台

帳に記録されている者及び住民票はないが基準日におい

て DV 等により船橋市内へ避難または措置されている者 

記録情報の収集方法 

令和 3 年度及び 4 年度非課税世帯臨時給付金の対象者情

報、住民基本台帳システムからの抽出、特定公的給付の

指定を受けたことによる市民税課からの情報提供、情報

提供ネットワーク（転入者等の他市課税者の課税情報）、

本人からの申告、DV 等支援機関からの情報提供 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 物価高騰対策生活応援事業業務受託者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 
政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 
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□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金対象者

ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

地域福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金対象者 

記録項目 

１管理番号、２宛名番号、３世帯番号、４氏名、５カナ氏

名、６郵便番号、７住所、８方書、９電話番号、１０生年

月日、１１性別、１２続柄、１３電話番号、１４貸付状況、

１５世帯人数、１６世帯収入、１７資産額、１８金融機関

口座情報、１９生活保護受給状況、２０支給額、２１審査

状況 

記録範囲 

船橋市の住民基本台帳に記録があり、社会福祉協議会よ

り特例貸付を受けている者及び市外で貸付を受け、市内

転入後に本人より貸付を受けていると申告があった者 

記録情報の収集方法 千葉県社会福祉協議会からの情報提供、本人からの申告 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 



 

102 

 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金及び電力・

ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金対象者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

地域福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金及び電力・

ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給における

受給資格の有無を確認するため。 

記録項目 

１管理番号、２宛名番号、３世帯番号、４氏名、５カナ氏

名、６続柄、７性別、８基準日時点住所、９基準日時点住

所コード、１０基準日時点方書、１１現住所、１２現住所

コード、１３現方書、１４世帯状況、１５停止フラグ、１

６不備フラグ、１７返戻、１８住民税均等割課税状況、１

９転出日、２０支給区分、２１審査状況 

記録範囲 

基準日（住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金①

令和３年度分：令和３年１２月１０日②令和４年度分：

令和４年６月１日、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支

援給付金：令和４年９月３０日）時点で船橋市の住民基

本台帳に記録されている者及び住民票はないが基準日に

おいて DV 等により船橋市内へ避難または措置されてい

る者、基準日以後に住民基本台帳に記録された者 

記録情報の収集方法 

住民基本台帳システムからの抽出、特定公的給付の指定

を受けたことによる市民税課からの情報提供、情報提供

ネットワーク（転入者等の他市課税者の課税情報）、本人

からの申告、DV 等支援機関からの情報提供 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金及び電力・

ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業業務受託者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 － 
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の法令の規定による特別の手 

続等 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

地域福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金の支給における

受給資格の有無を確認するため。 

記録項目 

１管理番号、２宛名番号、３世帯番号、４氏名、５カナ氏

名、６生年月日、７続柄、８性別、９基準日時点住所、１

０基準日時点住所コード、１１基準日時点方書、１２現

住所、１３現住所コード、１４現方書、１５世帯状況、１

６被扶養者コード、１７停止フラグ、１８不備フラグ、１

９返戻、２０住民税均等割課税状況、２１住民税所得割

課税状況、２２転出日、２３支給区分、２４審査状況 

記録範囲 

基準日（①住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金（３

万円）：令和５年６月１日②住民税非課税世帯等価格高騰

支援給付金（７万円）：令和５年１２月１日③住民税非課

税世帯等価格高騰支援給付金（新たな非課税）：令和６年

６月３日④住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金（令

和６年度３万円）：令和６年１２月１３日)時点で船橋市

の住民基本台帳に記録されている者及び住民票はないが

基準日において DV 等により船橋市内へ避難または措置

されている者、基準日以後に住民基本台帳に記録された

者 

記録情報の収集方法 

住民基本台帳システムからの抽出、特定公的給付の指定

を受けたことによる市民税課からの情報提供、情報提供

ネットワーク（転入者等の他市課税者の課税情報）、本人

からの申告、DV 等支援機関からの情報提供 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金事業業務受託者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   
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訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 定額減税補足給付金（調整給付） 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

地域福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 定額減税補足給付金受給対象者 

記録項目 

１管理番号、２宛名番号、３氏名、４カナ氏名、５生年月

日、６基準日時点住所、７基準日時点方書、８現住所、９

現方書、１０停止フラグ、１１不備フラグ、１２減税対象

人数、１３所得税減税可能額、１４所得税額、１５所得税

控除不足額、１６住民税減税可能額、１７住民税所得割

額、１８住民税控除不足額、１９控除不足額合計、２０調

整給付支給額、２１審査状況 

記録範囲 令和 6 年度船橋市個人住民税の納税義務者 

記録情報の収集方法 市民税課からの情報提供 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 定額減税補足給付金事業業務受託者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 
－ 
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在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 自立支援医療（精神通院）支給認定ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

障害福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
自立支援医療（精神通院）申請者・受給者等の管理のため

に利用する。 

記録項目 

１宛名番号、２資格状態、３氏名、４生年月日、５性別、

６住民区分、７郵便番号、８住所、９送付先情報、１０異

動情報、１１個人番号、１２受給者番号、１３有効期間、

１４申請者情報、１５保護者情報、１６申請日、１７申請

内容情報、１８調査基準日、１９診断日、２０進達情報、

２１結果受理日、２２判定結果、２３交付日、２４変更

日、２５再認定・再交付日、２６返還日、２７所得判定年

度、２８収入・所得・所得割額情報、２９重度かつ継続、

３０医療機関情報、３１薬局情報、３２訪問看護情報、３

３病名、３４備考、３５医返戻日 

記録範囲 自立支援医療（精神通院）申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請、県からの審査結果 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 非該当 



 

110 

 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 精神障害者保健福祉手帳申請ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

障害福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
精神障害者保健福祉手帳申請者等の管理のために利用す

る。 

記録項目 

１宛名番号、２資格状態、３氏名、４生年月日、５性別、

６住民区分、７郵便番号、８住所、９送付先情報、１０異

動情報、１１申請者情報、１２保護者情報、１３旧住所・

新住所、１４異動日、１５申請日、１６申請内容情報、１

７進達情報、１８添付書類、１９結果受理日、２０判定結

果、２１交付日、２２変更日、２３更新・再交付日、２４

返還日、２５手帳番号、２６有効期限、２７等級、２８病

名、２９備考、３０年金証書、３１医返戻日、３２年金照

会先、３３個人番号 

記録範囲 精神障害者保健福祉手帳申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請、県からの審査結果 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 
非該当 
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イルである旨 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 精神障害者入院医療費扶助費支給ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

障害福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
船橋市精神障害者入院医療費扶助費申請者等の管理のた

めに利用する。 

記録項目 

１宛名番号、２氏名、３生年月日、４性別、５住民区分、

６郵便番号、７住所、８送付先情報、９初回申請日、１０

初回申請情報、１１変更申請日、１２変更情報、１３申請

者情報、１４保険情報、１５廃止情報、１６口座情報、１

７支払情報 

記録範囲 船橋市精神障害者入院医療費扶助申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 
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行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 
障害者等日常生活用具給付事業（個人番号利用事務）管

理ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

障害福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
日常生活用具費の支給決定時、利用者負担額の支給決定

のために利用する。 

記録項目 

１氏名、２住所、３電話番号、４生年月日、５性別、６世

帯情報、７個人住民税情報、８生活保護の受給状況、９個

人番号 

記録範囲 
「船橋市障害者等日常生活用具費支給申請書」を提出し

た者 

記録情報の収集方法 本人からの申告 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 
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行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 補装具給付事業（個人番号利用事務）管理ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

障害福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
補装具費の支給決定時、利用者負担額の支給決定のため

に利用する。 

記録項目 
１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５世帯情報、６個

人住民税情報、７生活保護の受給状況、８個人番号 

記録範囲 
「船橋市補装具費（購入・借受け・修理）支給申請書」を

提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申告 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 
重度身体障害者等入浴サービス事業（個人番号利用事務）

管理ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

障害福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 地域生活支援サービスの支給決定のために利用する。 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４年齢、５住所、６電話番

号、７公的扶助、８健康・病歴、９障害、１０収入状況、

１１課税状況、１２親族関係、１３婚姻歴 、１４家庭状

況、１５識別番号、１６職業、１７職歴、１８通院状況、

１９入院状況、２０個人番号 

記録範囲 
「船橋市地域生活支援サービス事業費支給申請書兼利用

者負担額減免申請書兼支給額変更申請書」を提出した者 

記録情報の収集方法 

本人、家族からの申告 

同一実施機関又は他の実施機関、国・他の地方公共団体、

民間団体・私人（医療機関、施設職員） 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 
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行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 介護給付費等認定審査会運営事業管理ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

障害福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 介護給付費等認定審査会の運営を行うために利用する。 

記録項目 

１識別番号等、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住

所、６電話番号、７職業・職歴、８学業・学歴、９公的扶

助、１０健康・病歴、１１障害、１２身体的特徴、１３主

治医状況、１４収入状況、１５親族関係、１６婚姻歴、１

７家庭状況、１８居住環境 

記録範囲 
「介護給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等

変更申請書」を提出した者 

記録情報の収集方法 

本人、家族からの申告 

同一実施機関又は他の実施機関、国・他の地方公共団体、

民間団体・私人（医療機関、施設職員） 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 － 
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案を受ける組織の名称及び所 

在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 介護給付費等の支給に関する支給決定情報ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

障害福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律に基づく、介護給付費等の支給を行うために利用

する。 

記録項目 

１識別番号等、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住

所、６電話番号、７職業・職歴、８学業・学歴、９公的扶

助、１０健康・病歴、１１障害、１２身体的特徴、１３主

治医状況、１４収入状況、１５課税状況、１６親族関係、

１７婚姻歴、１８家庭状況、１９居住環境、２０個人番号 

記録範囲 
「介護給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等

変更申請書」を提出した者 

記録情報の収集方法 

本人、家族からの申告 

同一実施機関又は他の実施機関、国・他の地方公共団体、

民間団体・私人（医療機関、施設職員） 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 
非該当 
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イルである旨 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 ねたきり身体障害者等介護手当ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

障害福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 ねたきり身体障害者等介護手当支給のために利用する。 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、

６振込口座、７障害、８介護認定状況、９入所状況、１０

家庭状況 

記録範囲 障害者本人、受給者 

記録情報の収集方法 本人、本人以外からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

船橋市ねたきり身体障害者及び重度知的障害者介護手当

の支給に関する規則第９条 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 心身障害児福祉手当ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

障害福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
心身障害児福祉手当支給該当者の管理のために利用す

る。 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、

６振込口座、７職業・職歴、８障害、９家庭状況、１０収

入状況 

記録範囲 障害者本人、受給者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

船橋市心身障害児福祉手当の支給に関する規則第８条 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 特別児童扶養手当（個人番号利用事務）ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

障害福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 特別児童扶養手当受給資格者の把握のために利用する。 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、

６本籍・国籍、７振込口座、８職業・職歴、９障害、１０

親族関係、１１婚姻歴、１２家庭状況、１３収入状況、１

４個人番号 

記録範囲 受給者 

記録情報の収集方法 本人、本人以外からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 習志野健康福祉センター 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

（昭和五十年政令第二百七号）特別児童扶養手当等の支

給に関する法律施行令 第 13 条  

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 特別障害者手当（個人番号利用事務）ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

障害福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 特別障害者手当の支給管理のために利用する。 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、

６振込口座、７障害、８入所状況・入院状況、９婚姻歴、

１０家庭状況、１１収入状況、１２個人番号 

記録範囲 受給者 

記録情報の収集方法 
本人、本人以外からの申請 

同一実施機関又は他の実施機関 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 他の実施機関 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和三十九年

法律第百三十四号）第３５条による 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 障害児福祉手当（個人番号利用事務）ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

障害福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 障害児福祉手当の支給管理のために利用する。 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、

６振込口座、７障害、８入所状況、９婚姻歴、１０家庭状

況、１１収入状況、１２個人番号 

記録範囲 受給者 

記録情報の収集方法 
本人、本人以外からの申請 

同一実施機関又は他の実施機関 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 他の実施機関 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令

（昭和五十年厚生省令第三十四号）第７条、８条による 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 知的障害者の援護の実施及び療育手帳交付事務ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

障害福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
知的障害者資格管理及び療育手帳の作成のために利用す

る。 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、

６本籍・国籍、７保護者、８職業・職歴、９学業・学歴、

１０公的扶助、１１障害、１２親族関係、１３婚姻歴、１

４家庭状況、１５行動の特徴、１６収入状況 

記録範囲 療育手帳申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 
本人、本人以外からの申請 

同一実施機関又は他の実施機関 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 児童相談所、障害者相談センター 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

千葉県療育手帳制度実施要綱 第１０条 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 
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行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 ＮＨＫ放送受信料の免除証明書発行業務ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

障害福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

日本放送協会放送受信料免除基準に基づきＮＨＫ放送受

信料の全額・半額免除の要件に該当することを証明する

ために利用する。 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、

６障害、７親族関係、８課税状況 

記録範囲 ＮＨＫ放送受信料免除申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人、本人以外からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 日本放送協会 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

□法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） ☑法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 
身体障害者資格管理及び身体障害者手帳の作成（個人番

号利用事務）ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

障害福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
身体障害者資格管理及び身体障害者手帳の作成をするた

めに利用する。 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、

６本籍・国籍、７障害、８親族関係、９個人番号 

記録範囲 身体障害者手帳交付申請をした者 

記録情報の収集方法 本人、本人以外からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

身体障害者福祉法第 15 条、第 16 条 

身体障害者福祉法施行令第９条 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 更生指導台帳取扱事務ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

障害福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
身体障害、知的障害及び精神障害者の援護を実施するに

あたり必要な事項を記録するために利用する。 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、

６本籍・国籍、７職業・職歴、８学業・学歴、９資格、１

０成績・評価、１１公的扶助、１２健康・病歴、１３障害、

１４身体的特徴、１５親族関係、１６婚姻歴、１７家庭状

況、１８行動の特徴、１９収入状況、２０課税状況 

記録範囲 身体障害者手帳を所持している者 

記録情報の収集方法 本人、本人以外からの申請、他の実施機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

身体障害者福祉法第 15 条、第 16 条 

身体障害者福祉法施行令第９条 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 
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行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 福祉タクシー乗車券の交付ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

障害福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

重度心身障害者（児）、要介護者が通院等のためタクシー

（指定した業者）を利用した場合のその料金の一部の助

成管理のために利用する。 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、

６振込口座、７障害、８介護認定状況 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 金融機関 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 身体障害者有料道路割引申請ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

障害福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 身体障害者有料道路割引証明審査のために利用する。 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、

６自動車・ＥＴＣ関連情報、７障害 

記録範囲 有料道路障害者割引申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 本制度の実施主体（送付先は有料道路 ETC 割引登録係） 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

□法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） ☑法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 
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組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 障害者施設等通所交通費助成事業ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

障害福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
障害者施設等に通所している障害者に対し、交通費の一

部の助成を行うために利用する。 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、

６障害、７親族関係、８振込口座、９通所施設 

記録範囲 申請者（障害者）、介護者 

記録情報の収集方法 
本人からの申請 

通所施設 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 金融機関 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 重度心身障害者医療費助成(個人番号利用事務)ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

障害福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
重度心身障害者が保険診療を受けた場合、その医療費の

一部を助成するために利用する。 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、

６振込口座、７医療保険情報、８障害、９家族関係、１０

婚姻歴、１１課税状況、１２個人番号 

記録範囲 障害者本人 

記録情報の収集方法 
本人、本人以外からの申請 

同一実施機関又は他の実施機関 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 
後期高齢者広域連合、国民健康保険団体連合、社会保険

診療報酬支払基金 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 
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行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 
自立支援医療（更生医療）費給付（個人番号利用事務）フ

ァイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

障害福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 自立支援医療（更生医療）費を給付するために利用する。 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、

６医療保険情報、７健康・病歴、８障害、９受診する医療

機関、１０親族関係、１１婚姻歴、１２収入状況、１３課

税状況、１４個人番号 

記録範囲 受診者 

記録情報の収集方法 本人、本人以外からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 
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要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 生活保護情報ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

生活支援課 

個人情報ファイルの利用目的 生活保護法に基づく生活保護事務の適正な執行のため。 

記録項目 

１識別番号等、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住

所、６電話番号、７本籍・国籍、８印影、９口座情報、１

０健康・病歴、１１障害、１２親族関係、１３婚姻歴、１

４家庭状況、１５職業・職歴、１６学業・学歴、１７資格、

１８資産状況、１９収入状況、２０納税状況、２１人格的

利益を損なうおそれのある個人情報 

記録範囲 
相談受付票を提出した者及びその世帯員又は保護開始申

請書を提出した者及びその世帯員 

記録情報の収集方法 
本人（世帯主）からの申請、同一実施機関又は他の実施機

関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 厚生労働省 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 － 
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案を受ける組織の名称及び所 

在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 要保護世帯緊急援護資金貸付業務ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部 

生活支援課 

個人情報ファイルの利用目的 
船橋市要保護世帯緊急援護資金貸付金要綱に基づく実施

機関の貸付状況等を把握するため。 

記録項目 
１識別番号等、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住

所、６家庭状況、７資産状況、８収入状況 

記録範囲 要保護世帯緊急援護資金貸付申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人（世帯主）からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 障害福祉サービス事業所等指定管理システムファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部指導監査課 

個人情報ファイルの利用目的 障害福祉サービス事業所の指定管理のため利用する 

記録項目 １氏名、２生年月日、３電話番号、４住所、５資格 

記録範囲 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律、身体障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定

を受けている事業者の法人役員及び従業者 

記録情報の収集方法 事業者（所）からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 千葉県 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

各記録項目の内容に変更があった場合には、障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成十七年十一月七日法律第百二十三号）第４６条第１項、

第５１条の２５第１項及び第３項、第７９条第３項、身

体障害者福祉法（昭和二十四年十二月二十六日法律第二

百八十三号）第２６条第２項、児童福祉法（昭和二十二年

十二月十二日(法律第百六十四号）第２１条の５の２０第

３項、第２４条の３２第１項、第３４条の３第３項によ

る。 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 
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行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 施設等における苦情等に関する事務ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部指導監査課 

個人情報ファイルの利用目的 
障害福祉施設等に関する苦情等に関する事実確認及び指

導等の資料とするために利用する 

記録項目 

１識別番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、

６電話番号、７職業・職歴、８学業・学歴、９資格、１０

賞罰、１１公的扶助、１２健康・病歴、１３障害、１４身

体的特徴、１５資産状況、１６収入状況、１７納税状況、

１８親族関係、１９婚姻歴、２０家庭状況、２１人格的利

益を損なうおそれのある個人情報 

記録範囲 障害福祉施設等の職員、利用者及び通報者 

記録情報の収集方法 電話、メール、窓口、実地（運営）指導及び監査 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 
－ 
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在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 介護保険サービス事業所指定管理情報ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部指導監査課 

個人情報ファイルの利用目的 
介護サービス事業者等の指定等及び指導監査に関する業

務を行うため。 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４生年月日、５役職名、６

介護支援専門員番号 

記録範囲 
介護保険法に基づく指定を受けている事業者の法人役員

及び従業者 

記録情報の収集方法 
介護保険法に基づく指定申請を行う法人又は変更届等届

出を提出する法人・事業所及び市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 千葉県 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

１、２及び４から６の各記録項目の内容に変更があった

場合には、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５

条第１項、第７８条の５第 1 項、第８２条第１項、第８

９条、第９９条第１項、第１１３条第１項、第１１５条の

５第１項、第１１５条の１５第１項、第１１５条の２５

第１項による。 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 － 
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案を受ける組織の名称及び所 

在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 事故報告一覧表 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

福祉サービス部指導監査課 

個人情報ファイルの利用目的 
介護保険施設等の事故に関する事実確認及び指導等の資

料とするため 

記録項目 
１氏名、２年齢、３利用事業所名、４事業所所在地、５保

険者名、６事故内容、７入院先病院名 

記録範囲 
介護保険施設等から提出された事故報告書における事故

の対象となった被保険者等 

記録情報の収集方法 事故報告書を提出する介護保険施設等からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 軽度生活援助事業登録者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

高齢者福祉部高齢者福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
ひとり暮らし高齢者等に生活援助員を派遣し、軽度な家

事援助を行うにあたり要件を確認する必要があるため。 

記録項目 
１宛名番号、２氏名、３住所、４電話番号、５世帯課税状

況、６申請日、７申請場所 

記録範囲 
船橋市ひとり暮らし高齢者軽度生活援助員派遣登録申請

書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請、市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 軽度生活援助事業の業務受託者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

167 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 
高齢者はり、きゅう、マッサージ等費用助成券交付者フ

ァイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

高齢者福祉部高齢者福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
高齢者はり、きゅう、マッサージ等費用助成券を交付す

るにあたり要件を確認する必要があるため。 

記録項目 
１交付日、２宛名番号、３氏名、４住所、５生年月日、６

助成券番号、７発行場所 

記録範囲 
船橋市高齢者はり、きゅう、マッサージ等費用助成券交

付申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 
本人又は本人同意による本人以外からの申請、市の他機

関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 
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行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 杖の支給事業申請受付処理ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

高齢者福祉部高齢者福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
杖を支給するにあたり、過去の申請状況を確認する必要

があるため。 

記録項目 
１宛名番号、２氏名、３住所、４生年月日、５電話番号、

６要介護度、７申請場所、８申請日、９障害者手帳の有無 

記録範囲 船橋市黄色い杖支給申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請、市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 高齢者福祉タクシー事業登録者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

高齢者福祉部高齢者福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

要介護者が通院等のためタクシーを利用した場合に、そ

の料金の一部を助成するにあたり、対象者を確認する必

要があるため。 

記録項目 
１宛名番号、２氏名、３住所、４要介護度、５申請日、６

申請場所、７金融機関の振込口座、８利用実績 

記録範囲 福祉タクシー乗車券の交付をした者 

記録情報の収集方法 本人からの申請、市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 緊急通報装置貸与事業ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

高齢者福祉部高齢者福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

65歳以上のひとり暮らし等の高齢者の安否確認のための

緊急通報装置を設置するに当たり、対象者が利用要件に

該当するか確認する必要があるため。 

記録項目 
１宛名番号、２氏名、３生年月日、４住所、５電話番号、

６民生委員の担当地区、７設置年度、８依頼日 

記録範囲 
船橋市高齢者日常生活用具（緊急通報装置）貸与申請書

を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請、市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 緊急通報装置事業の業務受託者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 
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要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 日常生活用具給付事業ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

高齢者福祉部高齢者福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

日常生活を営むのに支障のある高齢者に対し、日常生活

用具を給付するに当たり、過去の申請状況を確認する必

要があるため。 

記録項目 

１品目、２宛名コード、３名前、４住所、５電話番号、６

生計中心者、７業者名、８申請場所、９申請日、１０指令

番号、１１可否決定日、１２品物単価 

記録範囲 

船橋市高齢者日常生活用具（自動消火装置）給付申請書・

船橋市高齢者日常生活用具（シルバーカー）給付申請書・

船橋市高齢者日常生活用具（電気調理器）給付申請書を

提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請、市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 日常生活用具事業の業務委託者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 － 
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案を受ける組織の名称及び所 

在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 介護用品支給事業登録者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

高齢者福祉部高齢者福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
介護用品の支給を行うにあたり要件を確認する必要があ

るため。 

記録項目 

１宛名番号、２氏名、３住所、４生年月日、５介護度、６

電話番号、７介護者、８介護者住所、９申請月、１０申請

場所 

記録範囲 
船橋市在宅重度要介護者介護用品支給申請書を提出した

者 

記録情報の収集方法 本人からの申請、市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 介護用品支給事業の業務受託者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 
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要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 障害者控除対象者認定者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

高齢者福祉部高齢者福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

認知症または身体の障害により日常生活に支障のある

者、およびその者を扶養している者に対して、障害者控

除の対象となる障害者控除対象者認定書を交付するにあ

たり要件を確認する必要があるため。 

記録項目 

１収受日、２申請者住所、３申請者氏名、４申請者の対象

者との関係、５住所、６氏名、７生年月日、８年齢、９障

害者手帳の有無、１０介護保険被保険者番号、１１介護

度、１２申告の対象となる年、１３宛名コード、１４電子

申請かどうか、１５障害自立度、１６認知自立度、１７認

定結果、１８認定基準日 

記録範囲 船橋市障害者控除対象者認定申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 
本人又は本人同意による本人以外からの申請、市の他機

関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 
非該当 
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イルである旨 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 補聴器購入費用助成者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

高齢者福祉部高齢者福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
補聴器購入費用を助成するにあたり、過去の助成状況を

確認する必要があるため。 

記録項目 
１助成年度、２助成額、３宛名番号、４氏名、５住所、６

電話番号 

記録範囲 船橋市高齢者補聴器購入費用助成申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請、市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 老人クラブ助成金交付申請ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

高齢者福祉部高齢者福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

老人クラブ活動を円滑にし、老人福祉の増進に資するた

め,単位老人クラブに対し助成金を支出する際の要件審

査のため。 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、

６金融機関の振込口座 

記録範囲 
船橋市老人クラブ助成金交付申請者及び当該クラブに属

する会員 

記録情報の収集方法 
本人及び当該クラブに属する会員の同意を得たうえで収

集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 船橋市老人クラブ連合会 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 
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行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 敬老祝金対象者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

高齢者福祉部高齢者福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 敬老祝金を円滑に交付するため使用する。 

記録項目 

１氏名、２氏名フリガナ、３個人コード、４年齢、５住所、

６金融機関の口座情報、７電話番号、８交付対象者と名

義人の関係 

記録範囲 
敬老祝金対象者 

（市内 88 歳、100 歳） 

記録情報の収集方法 本人からの申請、市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 申請書入力業務受託者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

187 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 敬老行事交付金ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

高齢者福祉部高齢者福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 敬老行事交付金を円滑に交付するため使用する。 

記録項目 １氏名、２氏名フリガナ、３年齢、４住所 

記録範囲 市内８０歳以上の高齢者 

記録情報の収集方法 
本人又は本人同意による本人以外からの申請、住民基本

台帳より抽出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 自治会、町会、マンション管理組合 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 
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組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 シルバーカード交付者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

高齢者福祉部高齢者福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
シルバーカード交付にあたり要件を確認する必要がある

ため。 

記録項目 
１氏名、２氏名フリガナ、３個人コード、４性別、５年齢、

６住所、７生年月日、８電話番号 

記録範囲 シルバーカードを申請した者 

記録情報の収集方法 
本人又は本人同意による本人以外からの申請、住民基本

台帳より抽出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 民生委員用６５歳以上高齢者名簿ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

高齢者福祉部 

地域包括ケア推進課 

個人情報ファイルの利用目的 民生委員の高齢者見守り活動の資料 

記録項目 
１氏名、２住所、３世帯主名、４性別、５生年月日、６年

齢、７独居世帯・老々世帯の別 

記録範囲 船橋市に住民票のある６５歳以上の市民 

記録情報の収集方法 住民基本台帳より 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 船橋市の民生委員 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 
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組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 地域包括支援システム 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

高齢者福祉部 

地域包括ケア推進課 

個人情報ファイルの利用目的 
地域包括支援センターにおける、対象高齢者のケアプラ

ン作成等 

記録項目 

１識別番号等、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住

所、６電話番号、７健康・病歴、８障害、９身体的特徴、

１０生活状況、１１家庭状況、１２公的扶助、１３年金の

種類 

記録範囲 介護保険システムにデータが入力された高齢者等 

記録情報の収集方法 介護保険システムより 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 
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要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 介護保険情報ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

高齢者福祉部介護保険課 

市民生活部各出張所 

市民生活部船橋駅前総合窓口センター 

個人情報ファイルの利用目的 
個人を正確に特定し、公平・公正な介護保険事務を行う

ために利用する。 

記録項目 

１宛名番号、２個人番号、３氏名情報、４性別、５生年月

日、６異動年月日、７住登外者情報、８支援措置対象者情

報、９保険者情報、１０他自治体情報、１１金融機関情

報、１２金融機関店舗情報、１３医療保険者情報、１４事

業所情報、１５事業所口座情報、１６事業所サービス種

類情報、１７事業所受領委任情報、１８事業所種別情報、

１９事業所送付先情報、２０所属者情報、２１所属者職

種情報、２２所属者口座情報、２３所属者送付先情報、２

４仕向金融機関情報、２５不現住情報、２６送付先情報、

２７連絡先情報、２８口座情報、２９介護保険世帯情報、

３０特記事項情報、３１住民税情報、３２所得照会情報、

３３国民健康保険情報、３４後期高齢者医療_被保険者情

報、３５医療保険加入情報、３６生活保護受給者情報、３

７老齢福祉年金受給者情報、３８境界層者情報、３９公

示送達記録情報、４０情報照会情報、４１関連ファイル

情報、４２発行履歴情報、４３文言マスタ情報、４４被保

険者情報、４５施設入退所者情報、４６証交付情報、４７

適用除外施設入所者情報、４８保険料マスタ情報、４９

賦課基本情報、５０賦課期割情報、５１減免徴収猶予情

報、５２収納履歴情報、５３還付充当情報、５４繰越情

報、５５連帯納付義務者情報、５６過誤納情報、５７滞納

管理情報、５８時効管理情報、５９分納計画情報、６０利

用者負担減免情報、６１社会福祉法人等利用者負担軽減

情報、６２訪問介護利用者負担額減額情報、６３負担限

度額認定情報、６４利用者負担額軽減（離島等地域・中山

間地域等）情報、６５負担割合情報、６６給付制限情報

（償還払い化）、６７給付制限情報（一時差止・控除適用）、
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６８給付制限情報（給付額減額・減額免除）、６９給付制

限情報（保険給付制限）、７０第２号被保険者保険給付差

止情報、７１要介護認定情報、７２サービス種類指定情

報、７３介護給付費単位数表情報、７４支給限度額情報、

７５基準該当比率情報、７６地域差区分別給付単価情報、

７７種類別減額給付率情報、７８利用者負担減免率情報、

７９高額介護サービス費負担上限額情報、８０特定入所

者介護サービス費基準費用額情報、８１特定入所者介護

サービス費負担限度額情報、８２受領委任払い情報、８

３第三者行為情報、８４居宅サービス計画届出情報、８

５住宅改修事前申請情報、８６住宅改修費情報、８７福

祉用具購入費情報、８８償還払い申請・支給実績情報、８

９特定入所者介護サービス費負担額差額支給申請情報、

９０市町村特別給付情報、９１軽度者福祉用具貸与例外

支給情報、９２年間高額収入申請情報、９３高額算定根

拠情報、９４高額支給対象者情報、９５年間高額対象者

情報、９６高額介護申請・支給実績情報、９７高額障害福

祉給付費等対象者情報、９８給付支払情報、９９年間高

額支給申請情報、１００開示資料等情報、１０１認定調

査予定情報、１０２認定調査情報、１０３意見書情報、１

０４合議体情報、１０５認定審査会情報、１０６認定審

査会対象者情報、１０７謝金・報酬単価情報、１０８認定

調査委託料情報、１０９意見書作成料情報、１１０審査

員報酬情報、１１１事業対象者情報、１１２住所地特例

者事業対象者情報、１１３総合事業サービスコード情報、

１１４総合事業償還払い申請・支給実績情報、１１５総

合事業高額支給対象者情報、１１６総合事業高額介護申

請・支給実績情報、１１７総合事業年間高額対象者情報、

１１８総合事業年間高額支給申請情報、１１９財産管理

情報、１２０分納誓約情報、１２１特別徴収該当者情報 

記録範囲 
介護保険システムに情報が記録されている介護保険の被

保険者及びその世帯員等 

記録情報の収集方法 

本人又は本人の代理人からの申請、市の他機関、各年金

保険者、千葉県後期高齢者医療広域連合、千葉県国民健

康保険団体連合会、他市区町村及び医療機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 含む 
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きは、その旨 

記録情報の経常的提供先 

千葉県国民健康保険団体連合会、業務システムベンダー、

印刷業務委託先、委託金融機関（収納・振込）、大学等研

究機関、医療機関、地域包括支援センター、居宅介護支援

事業者、介護保険施設その他の事業者、法定代理人、地方

公共団体、官公署 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 
船橋市新型コロナウイルス感染症対応医療従事者慰労金

交付対象者内訳ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部健康政策課 

個人情報ファイルの利用目的 当該慰労金の重複給付を避けるために利用。 

記録項目 
１氏名、２生年月日、３性別、４勤務実績、５慰労金給付

有無 

記録範囲 
対象医療機関において令和 2 年 2 月 6 日から 9 月 30 日

までの間に 10 日以上の勤務実績がある医療従事者等 

記録情報の収集方法 本人からの申請、対象医療機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

200 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 看護師等養成修学資金貸付者台帳 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部健康政策課 

個人情報ファイルの利用目的 
看護師等養成修学資金の貸付事務に利用するため。 

 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４生年月日、５最終学歴・

職歴、６学校名、７勤務先名 

記録範囲 
船橋市看護師等養成修学資金貸付制度に係る誓約書を提

出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

202 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 妊娠届出書ファイル（個人番号利用事務） 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 

母子健康手帳の交付により、妊娠中からの継続した健康

管理を促すため。妊娠届出書により、妊婦の心配事等を

把握し、不安の軽減に努め、安心して出産に望めるよう

支援するため。妊婦の心身の状況や環境を把握し、虐待

の予防のため支援するため。 

記録項目 

１識別番号、２個人番号、３氏名フリガナ、４住所、５電

話番号、６生年月日・年齢、７職業、８出産予定日、９妊

娠週数、１０受診状況、１１同居家族、１２生活状況、１

３心身の状況、１４相談内容 

記録範囲 妊娠届出書を提出した者 

記録情報の収集方法 
本人もしくは代理人からの申請、市の各当課窓口からの

収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 
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行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

204 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 妊婦歯科健康診査ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 

母子保健法及び市実施要領に基づき対象者確認及び歯の

健康管理診査項目の実施確認とデータ収集分析。医療機

関からの請求に対しての内容確認。 

記録項目 

１識別番号、２氏名フリガナ、３住所、４電話番号、５生

年月日・年齢、６出産予定日、７体調、８歯や口の状況、

９受診状況、１０歯みがき状況、１１喫煙状況、１２健診

結果・判定 

記録範囲 妊婦歯科健康診査を受診した者 

記録情報の収集方法 
本人が情報提供し協力歯科医療機関から提出された診査

票を歯科医師会より収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 
－ 
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在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

206 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 パパママ教室ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 
夫婦で妊娠・出産・育児を学び、夫婦共同の子育てや家庭

づくりを促すための教室を実施するため。 

記録項目 １識別番号、２氏名、３住所、４電話番号、５出産予定日 

記録範囲 教室に参加申し込みをした者 

記録情報の収集方法 本人からの申込、実施施設からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 
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組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 新生児・産婦訪問指導ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 
届出により、訪問指導を実施する世帯を把握し、一貫し

た保健指導を実施するため。 

記録項目 

１識別番号、２氏名フリガナ、３住所、４電話番号、５生

年月日・年齢、６性別、７第何子、８出生時の状況、９妊

娠中の状況、１０既往歴・病歴、１１同居家族、１２相談

内容 

記録範囲 新生児・産婦訪問指導を受けた者 

記録情報の収集方法 本人もしくは保護者からの情報収集及び届出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 
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要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 低体重児訪問指導ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 

母子保健法第１８条により、保護者に届出の義務がある

ため。それに基づき訪問指導を実施する世帯を把握し、

一貫した保健指導を実施するため。 

記録項目 
１個人番号、２氏名フリガナ、３住所、４電話番号、５性

別、６出生時の状況、７相談内容 

記録範囲 低体重児訪問指導を受けた者 

記録情報の収集方法 保護者からの情報収集及び届出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 4 か月児健康相談ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 

発達・発育の節目である 4 か月の時期に全数把握を行い、

育児不安に早期に対応し支援することで、児童虐待の未

然防止につなげるため。 

記録項目 

１識別番号、２氏名フリガナ、３住所、４電話番号、５生

年月日、６性別、７第何子、８通園状況、９家族の状況、

１０出生歴、１１発達状況、１２生活状況、１３相談内容 

記録範囲 4 か月児健康相談問診票を提出した者 

記録情報の収集方法 保護者からの提出、実施施設からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 
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要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 1 歳 6 か月児健康診査ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 

総合的健診により、児の健康状態や発育・発達を確認し、

疾病等の早期発見、早期治療につなげるとともに、育児

不安の軽減・適切な育児指導を行うため。また、健診をき

っかけに虐待の早期発見、早期対応を図るため。 

記録項目 

１識別番号、２氏名フリガナ、３住所、４電話番号、５生

年月日、６性別、７第何子、８家族の状況、９出生歴、１

０医療・健診受診状況、１１発達状況、１２生活習慣状

況、１３主な保育者の状況、１４食生活状況、１５歯の状

況、１６計測結果、１７相談内容、１８医療機関受診結果 

記録範囲 
１歳６か月児健康診査問診票を提出した者及び受診した

者 

記録情報の収集方法 保護者からの提出、実施施設及び医療機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 
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行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 ひよこ（親子）教室ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 
親子教室参加にあたり、幼児や保護者の問題点を把握し、

発達を促すよりよい支援を提供するため。 

記録項目 

１氏名フリガナ、２住所、３電話番号、４生年月日・年齢、

５性別、６第何子、７家族構成、８妊娠出産乳児期の状

況、９健診受診状況、１０相談内容 

記録範囲 親子教室に参加した者 

記録情報の収集方法 保護者からの情報収集、実施施設からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 3 歳児健康診査ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 

身体発育および精神発達の面から特に重要な時期である

3 歳児に総合的な健康診査を行うとともに、以上の早期

発見や早期治療・適切な療育を促す個別保健指導を実施

するため。また、健診をきっかけに虐待の早期発見・早期

対応を図るため。 

記録項目 

１識別番号、２氏名フリガナ、３住所、４電話番号、５生

年月日、６性別、７第何子、８家族の状況、９出生歴、１

０既往歴等状況、１１医療・健診受診状況、１２運動発達

状況、１３精神発達状況、１４目の状況、１５耳の状況、

１６生活状況、１７主な保育者の状況、１８食生活状況、

１９歯の状況、２０計測結果、２１目の検査結果、２２相

談内容、２３医療機関受診結果 

記録範囲 ３歳児健康診査問診票を提出した者及び受診した者 

記録情報の収集方法 保護者からの提出、実施施設及び医療機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 非該当 
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案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 子育て相談ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 

発達の遅れの心配や育児不安等のある親子を対象に、心

理相談員が発達検査や面接相談等を実施することによ

り、適切に対応するため。 

記録項目 

１識別番号、２氏名フリガナ、３住所、４電話番号、５生

年月日・年齢、６性別、７第何子、８家族構成、９妊娠・

出産・乳児期の状況、１０健診時の状況、１１家族・生活

状況、１２既往歴・病歴、１３相談内容、１４検査結果 

記録範囲 子育て相談を受けた者 

記録情報の収集方法 保護者からの情報収集、実施施設からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 
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行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 母子健康教育ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 
定員人数や保育があるため、予約者の確認、保育児の状

況確認のために名簿を作成している。 

記録項目 
１氏名フリガナ（保護者・子）、２住所、３電話番号、４

生年月日・年齢（保護者・子）、５性別 

記録範囲 母子健康教育に予約した者 

記録情報の収集方法 保護者からの提出、実施施設からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 成人・母子訪問指導事業ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 

訪問対象である妊産婦及び乳幼児等の母子や支援を必要

とする成人を把握し、それぞれの状況に応じた保健指導

と保健・福祉サービスの提供を行うため。 

記録項目 

１氏名フリガナ、２住所、３電話番号、４生年月日・年齢、

５性別、６第何子、７家族構成、８妊娠・出産・乳児期の

状況、９生活状況、１０既往歴・病歴、１１相談内容 

記録範囲 成人・母子訪問指導を受けた者 

記録情報の収集方法 保護者からの情報収集及び届出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 
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要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 
成人歯科健康診査ファイル(健康増進法対象者のみ個人

番号利用事務） 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 

健康増進法及び市実施要領に基づき対象者確認及び歯の

健康管理診査項目の実施確認とデータ収集分析。医療機

関からの請求に対しての内容確認。 

記録項目 

１識別番号、２氏名フリガナ、３住所、４電話番号、５生

年月日・年齢、６性別、７歯や口の状況、８受診状況、９

喫煙状況、１０歯みがき状況、１１既往歴、１２インプラ

ントの治療、１３健診結果・判定 

記録範囲 成人歯科健康診査を受診した者 

記録情報の収集方法 
本人が情報提供し協力歯科医療機関から提出された診査

票を歯科医師会より収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 － 
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案を受ける組織の名称及び所 

在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 こどもの歯科相談ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 
対象者の確認及び生活状況等の情報から助言や支援を行

うため。 

記録項目 

１識別番号、２氏名フリガナ、３住所、４電話番号、５生

年月日・年齢、６性別、７家族状況、８生活状況、９飲食・

間食の状況、１０歯みがき状況、１１治療経験、１２相談

内容 

記録範囲 こどもの歯科相談に参加した者 

記録情報の収集方法 保護者からの提出、実施施設からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 
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要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

230 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 2 歳 6 か月児歯科健康診査ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 
対象者の確認及び生活状況等の情報から助言や支援を行

こと、また歯の健康診査項目の確認とデータ収集分析。 

記録項目 

１識別番号、２氏名フリガナ、３住所、４電話番号、５生

年月日・年齢、６性別、７家族状況、８生活状況、９飲食・

間食の状況、１０歯みがき状況、１１治療・塗布経験、１

２相談内容、１３健診結果 

記録範囲 2 歳 6 か月児歯科健康診査を受診した者 

記録情報の収集方法 保護者からの提出、実施施設からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 
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要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 3～6 歳児・歯っぴいフッ化物塗布事業・幼児ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 
対象者の確認及び生活状況等の情報から助言や支援を行

こと、また歯の健康診査項目の確認とデータ収集分析。 

記録項目 
１識別番号、２氏名フリガナ、３住所、４電話番号、５生

年月日・年齢、６性別、７塗布希望有無、８健診結果 

記録範囲 3～6 歳児・歯っぴいフッ化物塗布事業に参加した幼児 

記録情報の収集方法 保護者からの提出、実施施設からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

234 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 療育支援課施設歯科健診ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 
対象者の確認及び生活状況等の情報から助言や支援を行

こと、また歯の健康診査項目の確認とデータ収集分析。 

記録項目 

１識別番号、２氏名フリガナ、３住所、４電話番号、５生

年月日・年齢、６性別、７家族状況、８生活状況、９飲食・

間食の状況、１０歯みがき状況、１１治療・塗布経験、１

２相談内容、１３健診結果 

記録範囲 療育支援課施設歯科健診を受診した者 

記録情報の収集方法 保護者からの提出、実施施設からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

□法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） ☑法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 
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要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考 帳票内容はシステム登録しない 
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 低体重児出生届ファイル（個人番号利用事務） 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 

低体重児の出生を把握し、早期に個別支援につなげるこ

とにより異常の早期発見に努め、適切な治療や療育につ

なげるとともに母親の育児不安の軽減を図る。 

記録項目 
１個人番号、２氏名フリガナ、３住所、４電話番号、５性

別、６出生に関する状況、７相談内容 

記録範囲 低体重児出生届を提出した者 

記録情報の収集方法 保護者からの届出、市の各当課窓口からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 健康診査に関する情報ファイル（個人番号利用事務） 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 

妊産婦や乳幼児の転居（転出入）の際において、これらの

情報が転居前後の市町村間で引き継がれることが、妊産

婦や乳幼児の適切な健康管理や市町村の行政事務の効率

化に資することとなるため。（番号法改正のため） 

記録項目 

１識別番号、２氏名、３住所、４電話番号、５生年月日、

６性別、７第何子、８家族の状況、９妊娠・出産・乳幼児

の状況、１０既往歴等状況、１１医療・健診受診状況、１

２運動発達状況、１３精神発達状況、１４生活状況、１５

相談内容 

記録範囲 妊産婦及び乳幼児で転出入をした者 

記録情報の収集方法 本人からの申請、他市町村からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 － 
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案を受ける組織の名称及び所 

在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 
子育て世代包括支援センター事業ファイル（個人番号利

用事務） 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 
業務上、対象者の実情の把握および支援のため、各種情

報について確認が必要なため。 

記録項目 

１識別番号、２氏名、３住所、４電話番号、５生年月日・

年齢、６性別、７職業、８家族の状況、９既往歴・病歴、

１０医療・健診受診状況、１１生活状況、１２相談内容 

記録範囲 
子育て世代包括支援センターに相談や支援、市の他機関

から連携を受けた者 

記録情報の収集方法 
本人または保護者、からの情報収取及び届出または連携

施設、市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 
－ 
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在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 母子保健サービス登録票ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 
出生した者を把握し、出産時の状況を把握することで、

新生児訪問及び母子保健サービスを提供するため。 

記録項目 

１氏名フリガナ、２住所、３電話番号、４生年月日、５性

別、６第何子、７妊娠出産の状況、８出生時の状況、９聴

覚検査状況、１０育児・生活状況、１１相談内容 

記録範囲 出産した者 

記録情報の収集方法 
本人からの情報収取及び届出または連携施設、市の他機

関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 
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要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

244 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 母子健康手帳・別冊交付申請書ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 

転入した妊産婦に母子保健サービスを継続して提供する

ため。心身ともに安心して子育てに望めるよう生活状況

を確認、相談支援等を行うため。 

記録項目 

１識別番号、２氏名フリガナ、３住所、４電話番号、５生

年月日・年齢、６職業、７家族の状況、８妊娠・出産に関

する状況、９心身の状況、１０喫煙飲酒状況、１１生活の

状況、１２受診・予防接種状況、１３相談内容、１４申請

理由 

記録範囲 母子健康手帳・別冊交付申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 
本人もしくは保護者からの申請、市の各当課窓口からの

収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 － 
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案を受ける組織の名称及び所 

在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 3～6 歳児・歯っぴいフッ化物塗布事業・保護者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 参加人数把握のための参加者リストを作成するため 

記録項目 １識別番号、２氏名フリガナ、３住所、４年齢、５性別 

記録範囲 
3～6 歳児・歯っぴいフッ化物塗布事業に参加した幼児の

保護者 

記録情報の収集方法 本人からの提出、実施施設からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 
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組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 特定不妊治療費助成制度ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 

特定不妊治療助成を適正に行うため。 

実施要綱に記載されている対象者や対象となる治療、助

成額、助成期間等を把握するため。 

記録項目 

１識別番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、

６電話番号、７印影、８その他（振込口座）、９その他（特

定不妊治療受診状況）、１０婚姻歴、１１家庭状況、１２

収入状況 

記録範囲 費用の申請者、該当者 

記録情報の収集方法 
本人からの申請、国・他の地方公共団体からの収集、医療

機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 国・他の地方公共団体 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 
－ 



 

249 

 

在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 一般不妊治療費等助成制度ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 

一般不妊治療等助成を適正に行うため。 

実施要綱に記載されている対象者や対象となる治療、助

成額、助成期間等を把握するため。 

記録項目 

１識別番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、

６電話番号、７印影、８その他（振込口座）、９その他（一

般不妊治療受診状況）、１０婚姻歴、１１家庭状況、１２

収入状況 

記録範囲 費用の申請者、該当者 

記録情報の収集方法 本人からの申請、医療機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 
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行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

252 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 妊婦・乳児一般健康診査ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 

妊婦・乳児一般健康診査の医療機関等への支払事務及び

保健指導への利用と、里帰り等の理由により船橋市の発

行する妊婦一般健康診査受診票及び医療機関委託乳児一

般健康診査受診票を利用して現物給付を受けることがで

きないものに対する一般健康費用の助成を行うため。 

記録項目 

１識別番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、

６電話番号、７印影、８その他（振込口座）、９検査項目・

結果 

記録範囲 受診票を使用した者、費用助成の申請をした者。 

記録情報の収集方法 本人からの申請、医療機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 
－ 
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在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 産婦健康診査ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 

産後うつの予防と早期発見のため、健康診査の結果及び

精神状態を把握し必要フォローにつなげていくためと、

里帰り等の理由により船橋市の発行する産婦健康診査受

診票を利用して現物給付を受けることができない者に対

する産婦健康診査費用の助成を行うため。 

記録項目 

１識別番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、

６電話番号、７印影、８その他（振込口座）、９心身の受

診結果 

記録範囲 受診票を使用した者、費用助成の申請をした者。 

記録情報の収集方法 本人からの申請、医療機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 
－ 
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在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 新生児聴覚スクリーニング検査ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 

出生後間もない時期に難聴の有無を早期発見することに

より、言葉の発達を助けるための適切な支援に結びつけ

るためと、里帰り等の理由により船橋市の発行する新生

児聴覚スクリーニング検査受診票を利用して現物給付を

受けることができない者に対する新生児聴覚スクリーニ

ング検査費用の助成を行うため。 

記録項目 

１識別番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、

６電話番号、７印影、８その他（振込口座）、９検査項目・

結果 

記録範囲 受診票を使用した者、費用助成の申請をした者。 

記録情報の収集方法 本人からの申請、医療機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 － 
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案を受ける組織の名称及び所 

在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 
国の出産・子育て応援給付金の支給に関する事務ファイ

ル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 

国の出産・子育て応援給付金の支給に関する申請書の受

付、要件の審査、支給の可否通知及び支給等のために利

用する。 

記録項目 

１識別番号、２氏名、３住所、４年齢・生年月日、５連絡

先、６家族情報、７振込先口座、８妊娠・出産に関する情

報、９乳児家庭全戸訪問に関する情報 

記録範囲 申請者、該当者 

記録情報の収集方法 
本人からの申請、市の各当課窓口からの収集、医療機関

からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 
－ 
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在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 ふなばし健康ポイントファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 参加者の氏名、住所確認に利用する。 

記録項目 
１氏名、２性別、３住所、４勤務先住所、５電話番号、６

生年月日、７健康保険種別 

記録範囲 参加申込をした者（平成３０年１０月以降） 

記録情報の収集方法 本人からの申告 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 
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組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 健康教育ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 予約状況の確認をするためと健康教育を充実するため。 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４性別、５生年月日、６事

前質問内容 

記録範囲 申し込みをした方 

記録情報の収集方法 本人もしくは家族からの申し込み 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 
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組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 健康相談ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 相談対象者の健康・生活状況の把握のため。 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４性別、５生年月日、６年

齢、７相談内容、８血圧測定結果 

記録範囲 健康相談の希望があった方 

記録情報の収集方法 本人もしくは家族からの申し込み 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 
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組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 骨粗しょう症相談ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 予約状況の確認をするため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４性別、５生年月日 

記録範囲 申し込みをした方 

記録情報の収集方法 本人からの申し込み 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 食育講座ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部地域保健課 

個人情報ファイルの利用目的 
乳幼児期からの生活習慣病予防と心の健全育成のための

講座を実施するため。 

記録項目 
１子の名前、２子の生年月日、３講座に参加する保護者

の名前、４住所、５電話番号 

記録範囲 講座に申し込みをした者 

記録情報の収集方法 児の保護者からの申告 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 健康スケール送付対象者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 健康スケールを送付するため 

記録項目 

１氏名、２住所、３連絡先、４生年月日、５年齢、６宛名

番号、７送付用宛名、８介護認定情報、９性別、１０身長・

体重 

記録範囲 
65 歳、70 歳、73 歳、75 歳以上の方のうち、介護認定等

を受けていない者 

記録情報の収集方法 市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 健康スケールの印刷発送業務委託事業者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 



 

271 

 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 健康スケール結果通知送付対象者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 
健康スケールの結果及び足腰チェック利用券を送付する

ため 

記録項目 

１氏名、２住所、３連絡先、４生年月日、５年齢、６宛名

番号、７送付用宛名、８介護認定情報、９性別、１０身長・

体重 

記録範囲 健康スケールの返送があった者 

記録情報の収集方法 市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 健康スケールの印刷発送業務委託事業者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 健康スケール未返送者対象者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 職員が訪問調査を行うため 

記録項目 
１氏名、２住所、３生年月日、４年齢、５宛名番号、６通

称名、７性別 

記録範囲 
健康スケールの返送がなかった者のうち、訪問が必要と

思われる者 

記録情報の収集方法 市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 市の他機関 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 ふなばしシルバーリハビリ体操参加者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 
ふなばしシルバーリハビリ体操に参加した方の記録を作

成するため 

記録項目 １氏名、２住所、３連絡先、４生年月日、５年齢、６性別 

記録範囲 ふなばしシルバーリハビリ体操教室に参加した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 
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組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 ふなばしシルバーリハビリ体操指導士ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 
指導士によるふなばしシルバーリハビリ体操教室を開催

するため 

記録項目 １氏名、２住所、３連絡先、４生年月日、５年齢、６性別 

記録範囲 
ふなばしシルバーリハビリ体操指導士講習会を受講した

者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 介護予防教室参加者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 介護予防教室に参加した方の記録を作成するため 

記録項目 １氏名、２住所、３連絡先、４生年月日、５年齢 

記録範囲 介護予防教室を予約した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 
各事業 

委託事業者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 
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組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 足腰の衰えチェック事業予約者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 
足腰の衰えチェック事業に予約した方の記録を作成する

ため 

記録項目 １氏名、２住所、３連絡先、４生年月日、５年齢、６性別 

記録範囲 足腰の衰えチェック事業を予約した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

□法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） ☑法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 
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組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 足腰の衰えチェック事業利用者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 
足腰の衰えチェック事業に参加した方の記録を作成する

ため 

記録項目 
１氏名、２住所、３連絡先、４生年月日、５年齢、６性別、

７身長、８体重 

記録範囲 足腰の衰えチェック事業を利用した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 がん検診事業ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 がん検診事業を実施するため 

記録項目 

１会場コード、２受診歴、３既往歴１、４既往歴２、５既

往歴３、６既往歴４、７既往歴５、８自覚症状１、９自覚

症状２、１０自覚症状３、１１自覚症状４、１２自覚症状

５、１３家族歴、１４一次所見（異常なし）、１５一次所

見（変形）、１６一次所見（辺縁異常）、１７一次所見（伸

展異常）、１８一次所見（陰影欠損）、１９一次所見（透亮

像）、２０一次所見（隆起）、２１一次所見（陥凹）、２２

一次所見（ひだ異常）、２３一次所見（ニッシェ）、２４一

次所見（粘膜不整）、２５一次所見（粘膜集中）、２６一次

所見（顆粒状粘膜）、２７一次所見（食道裂孔ヘルニア）、

２８一次所見（その他）、２９一次判定、３０一次間接Ｎ

ｏ、３１依頼先医療機関、３２受診区分、３３集計計上日

付、３４集計計上年齢、３５束Ｎｏ、３６束連番、３７負

担区分、３８集計計上年度、３９問診１（受診歴）、４０

問診２（ピロリ菌）、４１問診３（既往歴１）、４２問診３

（既往歴２）、４３問診３（既往歴３）、４４問診４（治療

歴１）、４５問診４（治療歴２）、４６問診４（治療歴３）、

４７問診５（家族歴）、４８問診６（薬剤アレルギー）、４

９問診７（歯の麻酔）、５０問診８（抗血栓薬）、５１問診

９（鼻の病気１）、５２問診９（鼻の病気２）、５３問診９

（鼻の病気３）、５４問診１０（入れ歯）、５５一次判定 

検査日、５６一次判定 検査方法、５７一次判定 所見

１、５８一次判定 部位１、５９一次判定 所見２、６０

一次判定 部位２、６１一次判定 所見３、６２一次判

定 部位３、６３一次判定 判定基準、６４二次判定 判

定日、６５二次判定 所見１、６６二次判定 部位１、６

７二次判定 所見２、６８二次判定 部位２、６９二次

判定 所見３、７０二次判定 部位３、７１二次判定 判
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定基準、７２生検、７３偶発症の有無、７４がん検診総合

判定、７５診断名１ がん、７６診断名２ がん以外の

診断、７７診断名３ がん以外の診断、７８診断名４ が

ん以外の診断、７９診断名５ がん以外の診断、８０精

検受診日、８１精検医療機関コード、８２精検実施（エッ

クス線検査）、８３精検実施（内視鏡検査）、８４精検実施

（生検病理組織検査）、８５精検診断名（１）、８６精検診

断名（２）、８７精検診断名（３）、８８精検診断名（４）、

８９精検診断名（５）、９０精検判定、９１精検発行番号、

９２一次所見（ポリープ陰影）、９３一次所見（胃変形）、

９４一次所見（胃角変形）、９５一次所見（辺縁不整）、９

６一次所見（粘膜異常）、９７一次所見（球部変形）、９８

一次所見（球部充えい不足）、９９一次所見（幽門狭窄）、

１００一次所見（十二指腸憩室）、１０１一次所見（胆石）、

１０２一次所見（腎石）、１０３精検実施（レントゲン検

査）、１０４保険者番号、１０５被保険者記号、１０６被

保険者番号、１０７枝番、１０８問診受診歴、１０９問診

症状有無、１１０Ｘ線読影所見有無、１１１Ｘ線読影所

見、１１２内視鏡所見有無、１１３内視鏡所見、１１４一

次総合判定、１１５一次所見、１１６保険者番号（精検）、

１１７被保険者記号（精検）、１１８被保険者番号（精検）、

１１９枝番（精検）、１２０受診日、１２１健診機関コー

ド、１２２健管番号、１２３問診１（月経について）、１

２４問診２（性交の経験）、１２５問診３（出産）、１２６

問診４（婦人科の既往歴）、１２７問診５（女性ホルモン

剤）、１２８問診６（月経異常）、１２９問診７（不正出

血・褐色帝下）、１３０問診８（ＨＰＶワクチン接種歴）、

１３１一次頸部検査方法、１３２一次頸部診察（１）、１

３３一次頸部診察（２）、１３４一次頸部標本の適否、１

３５一次頸部細胞診ベセスダ、１３６一次頸部細ＨＰＶ

検査、１３７一次頸部判定、１３８超音波結果１、１３９

超音波結果２、１４０超音波結果３、１４１超音波判定

１、１４２超音波判定２、１４３超音波判定３、１４４内

膜の厚み、１４５一次体部細胞診、１４６一次体部判定、

１４７精検頸部診断名（１）、１４８精検頸部診断名（２）、

１４９精検頸部診断名（３）、１５０精検頸部がん病期、
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１５１精検頸部細胞診、１５２精検頸部判定、１５３精

検体部診断名（１）、１５４精検体部診断名（２）、１５５

精検体部診断名（３）、１５６精検体部がん病期、１５７

精検体部細胞診、１５８精検体部判定、１５９精検頸部

検査項目（１）、１６０精検頸部検査項目（２）、１６１精

検頸部検査項目（３）、１６２精検頸部診断名（１）、１６

３精検頸部診断名（２）、１６４精検頸部診断名（３）、１

６５精検頸部診断名（４）、１６６精検頸部診断名（５）、

１６７精検体部検査項目（１）、１６８精検体部検査項目

（２）、１６９精検体部診断名（１）、１７０精検体部診断

名（２）、１７１精検体部診断名（３）、１７２精検体部診

断名（４）、１７３精検体部診断名（５）、１７４一次頸部

所見（１）、１７５一次頸部所見（２）、１７６一次頸部所

見（３）、１７７一次頸部所見（４）、１７８一次頸部細胞

診、１７９視診所見の有無、１８０視診所見の内容、１８

１内診所見の有無、１８２内診所見の内容、１８３頸部

細胞診検査所見、１８４一次判定所見、１８５健診機関、

１８６問診１（検診の回数）、１８７問診２（乳頭分泌物）、

１８８問診３（しこり）、１８９問診４（痛み）、１９０問

診５（月経）、１９１問診６（出産歴）、１９２問診７（授

乳歴）、１９３問診８（既往歴）、１９４問診９（乳房の既

往歴）、１９５問診１０（乳房の手術）、１９６問診１１

（ペースメーカー等）、１９７問診１２（豊胸手術の有

無）、１９８問診１３（血縁者に乳がん）、１９９問診１４

（血縁者に卵巣がん）、２００右所見１、２０１右所見２、

２０２右所見３、２０３右所見４、２０４右所見５、２０

５右カテゴリー、２０６左所見１、２０７左所見２、２０

８左所見３、２０９左所見４、２１０左所見５、２１１左

カテゴリー、２１２判定、２１３（超音波）受診区分、２

１４（超音波）集計計上日付、２１５（超音波）集計計上

年齢、２１６（超音波）束Ｎｏ、２１７（超音波）束連番、

２１８（超音波）負担区分、２１９（超音波）集計計上年

度、２２０撮影方向、２２１撮影Ｎｏ、２２２一次乳腺の

評価、２２３一次腫瘤有無、２２４一次腫瘤カテゴリー、

２２５一次腫瘤部位（右）、２２６一次腫瘤部位（左）、２

２７一次腫瘤形状、２２８一次腫瘤境界および辺縁、２
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２９一次腫瘤濃度、２３０一次石灰化有無、２３１一次

石灰化カテゴリー、２３２一次石灰化部位（右）、２３３

一次石灰化部位（左）、２３４一次石灰化種類、２３５一

次石灰化形態、２３６一次石灰化分布、２３７一次その

他有無、２３８一次その他カテゴリー、２３９一次その

他乳腺実質、２４０一次その他皮膚、２４１一次その他

リンパ節、２４２一次読影判定、２４３一次読影判定要

医療、２４４一次読影判定日、２４５二次乳腺の評価、２

４６二次腫瘤有無、２４７二次腫瘤カテゴリー、２４８

二次腫瘤部位（右）、２４９二次腫瘤部位（左）、２５０二

次腫瘤形状、２５１二次腫瘤境界および辺縁、２５２二

次腫瘤濃度、２５３二次石灰化有無、２５４二次石灰化

カテゴリー、２５５二次石灰化部位（右）、２５６二次石

灰化部位（左）、２５７二次石灰化種類、２５８二次石灰

化形態、２５９二次石灰化分布、２６０二次その他有無、

２６１二次その他カテゴリー、２６２二次その他乳腺実

質、２６３二次その他皮膚、２６４二次その他リンパ節、

２６５二次読影判定、２６６総合判定、２６７総合判定

（経過観察時期）、２６８総合判定日、２６９高濃度乳腺、

２７０一次会場コード、２７１一次視触診マンモ区分、

２７２一次視触診所見（１）、２７３一次視触診所見（２）、

２７４一次視触診所見（３）、２７５一次視触診判定、２

７６一次視触診判定（経過観察時期）、２７７（視触診）

受診区分、２７８（視触診）集計計上日付、２７９（視触

診）集計計上年齢、２８０（視触診）束Ｎｏ、２８１（視

触診）束連番、２８２（視触診）負担区分、２８３（視触

診）平日休日区分、２８４（視触診）集計計上年度、２８

５（マンモ）受診区分、２８６（マンモ）集計計上日付、

２８７（マンモ）集計計上年齢、２８８（マンモ）束Ｎｏ、

２８９（マンモ）束連番、２９０（マンモ）負担区分、２

９１（マンモ）平日休日区分、２９２（マンモ）集計計上

年度、２９３精検検査項目（１）、２９４精検検査項目

（２）、２９５精検検査項目（３）、２９６精検検査項目

（４）、２９７精検検査項目（５）、２９８精検検査項目

（６）、２９９精検検査項目（７）、３００一次Ｘ線所見、

３０１一次問診①有害業務従事、３０２一次問診②タバ
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コ、３０３一次問診③咳・痰、３０４一次問診④痰に血が

混じる、３０５一次問診⑤胸部Ｘ線検査を受けた、３０

６一次問診⑥痰の検査を受けた、３０７一次問診⑦病気

（１）、３０８一次問診⑦病気（２）、３０９一次問診⑦病

気（３）、３１０一次問診⑧血縁者でがん、３１１一次喀

痰細胞診、３１２一次喀痰判定、３１３Ｘ線間接Ｎｏ、３

１４精検病期分類、３１５精検組織分類、３１６電話番

号、３１７所見、３１８間接Ｎｏ、３１９喀痰受診日、３

２０喀痰細胞診所見（文字）、３２１一次問診①排便、３

２２一次問診②排便の時に血、３２３一次問診③大腸Ｘ

線検査を受けた、３２４一次問診④便潜血反応を受けた、

３２５一次問診⑤病気（１）、３２６一次問診⑤病気（２）、

３２７一次問診⑤病気（３）、３２８一次問診⑥血縁者で

がん、３２９一次便潜血反応（１）、３３０一次便潜血反

応（２）、３３１精検検査実施（注腸Ｘ線）、３３２精検検

査実施（大腸内視鏡）、３３３精検検査実施（組織検査）、

３３４精検部位１、３３５精検部位２、３３６精検部位

３、３３７精検部位４、３３８精検部位５、３３９一次便

潜血所見、３４０腺腫の大きさ、３４１結果他疾患、３４

２ポリープ内視鏡的切除指示、３４３原発性 

記録範囲 がん検診対象者及び受診者 

記録情報の収集方法 
本人からの申告、市の他機関からの収集、民間事業者（市

が契約する医療機関からの収集） 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 民間事業者（印刷封入封緘業者、及び医療機関） 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 
政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 
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☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 肝炎ウイルス検診事業ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 肝炎ウイルス検診事業を実施するため 

記録項目 

１肝臓病肝機能異常、２輸血の有無～３０外科的処置、

３家族歴～３０妊娠時の出血、４Ｃ型既往歴～３０定期

検査、５Ｂ型既往歴～３０Ｃ型検査、６希望の検査～３

０Ｃ型治療、７該当なし～３０Ｂ型検査、８一次Ｃ型肝

炎判定、９一次ＨＢＳ判定、１０会場コード、１１受診区

分、１２集計計上日付、１３集計計上年齢、１４束Ｎｏ、

１５束連番、１６負担区分、１７集計計上年度、１８受診

区分、１９検診区分、２０Ｃ型肝炎判定、２１Ｂ型肝炎判

定、２２Ｃ型フォローアップ対象、２３Ｂ型フォローア

ップ対象、２４ＨＣＶ抗体検査測定法、２５ＨＣＶ抗体

検査、２６ＨＣＶ抗原検査、２７ＲＮＡ検査、２８総合判

定、２９ＨＢｓ抗原検査、３０精検受診日、３１精検医療

機関、３２精検診断名、３３精検診断名コメント、３４精

検血小板数、３５精検ＧＰＴ、３６精検ＨＣＶサブタイ

プ、３７精検ＲＮＡ定量、３８精検ＲＮＡ値、３９精検Ｒ

ＮＡ方法、４０精検ＩＦ適用、４１精検ＩＦ適用無し理

由、４２精検ＩＦ予定、４３精検ＩＦ予定時期、４４精検

ＩＦ予定時期未定、４５精検ＩＦ予定内容、４６精検Ｉ

Ｆ予定無し理由、４７精検ＨＢｓ抗原、４８精検ＨＢｅ

抗原、４９精検指示、５０自己負担区分（支払用）、５１

ＨＣＶ抗体検査、５２ＨＣＶ抗原検査、５３ＲＮＡ検査、

５４総合判定、５５ＨＢｓ抗原検査、５６精検受診区分、

５７精検受診日、５８精検医療機関、５９精検判定１、６

０精検判定２、６１精検判定３、６２精検結果他疾患、６

３精検血小板数、６４精検ＧＰＴ、６５精検ＨＣＶサブ

タイプ、６６精検ＲＮＡ定量、６７精検ＲＮＡ値、６８精

検ＲＮＡ方法、６９精検ＩＦ適用、７０精検ＩＦ適用無

し理由、７１精検ＩＦ予定、７２精検ＩＦ予定時期、７３
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精検ＩＦ予定時期未定、７４精検ＩＦ予定内容、７５精

検ＩＦ予定無し理由、７６精検ＨＢｓ抗原、７７精検Ｈ

Ｂｅ抗原、７８精検指示、７９請求日、８０小学校コー

ド、８１ＯＣＲ登録時連番、８２保険区分、８３保険者番

号、８４被保険者記号、８５被保険者番号、８６枝番、８

７受診区分、８８肝臓病歴、肝機能が悪いと言われた経

験、８９肝臓病歴、肝機能が悪いと言われた時期、９０外

科的処置歴、９１外科的処置の時期、９２妊娠・分娩時の

多量出血歴、９３妊娠・分娩時の多量出血の時期、９４定

期的な肝機能検査受診の有無、９５Ｂ型肝炎ウイルス検

査の受診歴、９６Ｂ型肝炎ウイルス検査の受診時期、９

７Ｂ型肝炎ウイルスの治療歴、９８Ｂ型肝炎ウイルスの

治療時期、９９Ｃ型肝炎ウイルス検査の受診歴、１００

Ｃ型肝炎ウイルス検査の受診時期、１０１Ｃ型肝炎ウイ

ルスの治療歴、１０２Ｃ型肝炎ウイルスの治療時期、１

０３保険者番号（精検）、１０４被保険者記号（精検）、１

０５被保険者番号（精検）、１０６枝番（精検）、１０７受

診日、１０８健診機関、１０９健管番号 

記録範囲 肝炎ウイルス検診対象者及び受診者 

記録情報の収集方法 
本人からの申告、市の他機関からの収集、民間事業者（市

が契約する医療機関） 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 民間事業者（印刷封入封緘業者、及び医療機関） 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 非該当 
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案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 風しん抗体検査事業ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 風しん抗体検査事業を実施するため 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３送付先郵便番号、４送付先住所、

５送付先方書、６健管番号、７検査日、８健診機関コー

ド、９検査年度、１０検査時年齢、１１集計用年齢、１２

性別、１３集計計上日、１４集計計上年度、１５検査方

法、１６抗体価、１７判定、１８検査番号、１９対象区分、

２０接種状況 

記録範囲 風しん抗体検査対象者及び受診者 

記録情報の収集方法 
本人からの申告、市の他機関からの収集、民間事業者（市

が契約する医療機関） 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 民間事業者（印刷封入封緘業者、及び医療機関） 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 
－ 
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在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 特定健康診査・人間ドック・脳ドック事業ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 
特定健康診査・人間ドック・脳ドック事業を実施するた

め 

記録項目 

１西暦年度、２受診日、３受診日年齢、４年度末年齢、５

受診時国保区分、６受診券整理番号、７受診券有効期限、

８医療機関名、９請求日（月）、１０身長、１１体重、１

２標準体重、１３ＢＭＩ（医療機関測定）、１４腹囲、１

５内臓脂肪判定、１６既往歴、１７具体的な既往歴、１８

自覚症状、１９具体的な自覚症状、２０他覚症状、２１具

体的な他覚症状、２２収縮期血圧（１回目）、２３収縮期

血圧（２回目）、２４収縮期血圧（その他）、２５拡張期血

圧（１回目）、２６拡張期血圧（２回目）、２７拡張期血圧

（その他）、２８血圧分類、２９血圧判定、３０血圧要治

療判定、３１採血時間（食後）、３２総コレステロール、

３３中性脂肪（トリグリセリド）、３４ＨＤＬコレステロ

ール、３５ＬＤＬコレステロール、３６脂質判定、３７脂

質要治療判定、３８ＧＯＴ値（ＡＳＴ）、３９ＧＰＴ値（Ａ

ＬＴ）、４０γ－ＧＴＰ（γ－ＧＴ）、４１肝機能判定、４

２肝機能要治療判定、４３空腹時血糖、４４随時血糖、４

５ＨｂＡ１ｃ（ＪＤＳ値）、４６血糖判定、４７血糖要治

療判定、４８尿糖、４９尿蛋白、５０ヘマトクリット値、

５１血色素量（ヘモグロビン値）、５２赤血球数、５３貧

血判定、５４貧血検査実施理由、５５心電図所見の有無、

５６心電図所見、５７心電図検査実施理由、５８眼底（キ

ースワグナー分類）、５９眼底（シェイエ分類：Ｈ）、６０

眼底（シェイエ分類：Ｓ）、６１眼底（ＳＣＯＴＴ分類）、

６２眼底（その他の所見）、６３眼底検査実施理由、６４

メタボ判定（自動計算）、６５保健指導レベル（自動計算）、

６６要治療判定、６７医師の診断（判定）、６８健康診断

を実施した医師の氏名、６９服薬１（血圧）、７０服薬２
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（血糖）、７１服薬３（脂質）、７２既往歴１（脳血管）、

７３既往歴２（心血管）、７４既往歴３（腎不全・人工透

析）、７５貧血、７６喫煙、７７２０歳からの体重変化、

７８３０分以上の運動習慣、７９歩行又は身体活動、８

０歩行速度、８１１年間の体重変化、８２食べ方１（速食

い等）、８３食べ方２（就寝前）、８４食べ方３（夜食／間

食）、８５食習慣、８６飲酒、８７飲酒量、８８睡眠、８

９生活習慣の改善、９０保健指導を利用する、９１特定

健診機関番号、９２特定健診機関名称、９３特定健診機

関郵便番号、９４特定健診機関所在地、９５特定健診機

関電話番号、９６保険者番号、９７被保険者証等記号、９

８被保険者証等番号、９９受診者氏名、１００受診者郵

便番号、１０１受診者住所、１０２国保連から取込み、１

０３国保連からの取込み日、１０４健診機関から取込み、

１０５健診機関からの取込み日、１０６実施区分、１０

７受付日、１０８自己負担有無、１０９集団個別区分、１

１０特定高齢者候補区分、１１１コースコード、１１２

支払先コード、１１３削除ＦＬＧ、１１４決済中ＦＬＧ、

１１５決済済みＦＬＧ、１１６決済コース、１１７眼底

実施区分、１１８心電図ＦＬＧ、１１９眼底検査（健診機

関直接）、１２０眼底検査（他医療機関直接）、１２１評価

実施日、１２２電話番号、１２３連絡可能な時間帯開始、

１２４連絡可能な時間帯終了、１２５メールアドレス、

１２６特定保健指導の利用勧奨、１２７医療機関受診の

勧奨、１２８疑われる疾病名、１２９医師からのコメン

ト（特記事項）、１３０評価医師の氏名、１３１特定保健

指導の注意事項（コメント）、１３２発券対象外、１３３

保健指導レベル、１３４メタボリックシンドローム判定、

１３５入力日、１３６チェック対象外、１３７血清クレ

アチニン、１３８ｅＧＦＲ、１３９ｅＧＦＲ重症度、１４

０費ヘマトクリット値、１４１費血色素量（ヘモグロビ

ン値）、１４２費赤血球数、１４３費心電図所見の有無、

１４４費心電図所見、１４５費心電図検査実施理由、１

４６費眼底（キースワグナー分類）、１４７費眼底（シェ

イエ分類：Ｈ）、１４８費眼底（シェイエ分類：Ｓ）、１４

９費眼底（ＳＣＯＴＴ分類）、１５０費眼底（その他の所
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見）、１５１費眼底検査実施理由、１５２特定保健指導の

注意事項、１５３医師からのコメント、１５４腹囲対象

外、１５５ＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ値）、１５６尿酸、１５

７質問票提出月、１５８電話番号２、１５９連絡可能な

時間帯開始２、１６０連絡可能な時間帯終了２、１６１

問診票取り込み日、１６２総蛋白、１６３アルブミン、１

６４白血球数、１６５血小板数、１６６尿潜血、１６７腹

部超音波（所見の有無）、１６８腹部超音波（所見）、１６

９眼圧検査（右）、１７０眼圧検査（左）、１７１ＭＣＶ、

１７２ＭＣＨ、１７３ＭＣＨＣ、１７４肺機能検査（努力

肺活量）、１７５肺機能検査（１秒量）、１７６肺機能検査

（１秒率）、１７７肺機能検査（％ＶＣ）、１７８人間ドッ

クフラグ、１７９その他の法定検査、１８０その他の法

定検査（半角）、１８１ｎｏｎ－ＨＤＬコレステロール、

１８２眼底ＤＡＶＩＳ、１８３食事をかんで食べるとき

の状態、１８４朝昼夕以外に間食や飲み物を摂取、１８

５支援相当該当区分、１８６ｅＧＦＲ（医療機関測定）、

１８７ＢＭＩ（自動計算）、１８８健診結果、１８９身体

計測、１９０診察、１９１血圧等、１９２血液検査、１９

３生化学検査、１９４血糖検査、１９５尿検査、１９６心

電図・眼底・医師の判断、１９７心電図検査、１９８眼底

検査、１９９医師の判断、２００人間ドック項目、２０１

問診、２０２総合評価説明報告、２０３費用決済、２０４

特定健診機関情報、２０５受診者・保険証情報、２０６デ

ータ取り込み情報、２０７基準日年齢、２０８総合検診

区分、２０９受診番号、２１０実施医療機関、２１１検診

会場、２１２肺活量、２１３％ＦＶＣ、２１４ＦＥＶ１．

０％、２１５沈査円柱、２１６自覚症状有無、２１７胸部

検査判定、２１８胃部検査判定、２１９大腸検査判定、２

２０腹部検査判定、２２１頭部ＣＴ検査判定、２２２頭

部ＭＲＩ検査判定、２２３頭部ＭＲＡ検査判定、２２４

総合指導区分、２２５特記事項、２２６精検受診日、２２

７精検診断名、２２８精検指導区分、２２９胸部所見、２

３０胸部判定、２３１胃部所見、２３２胃部判定、２３３

大腸がん所見、２３４大腸がん判定、２３５腹部エコー

所見、２３６腹部エコー判定、２３７頭部ＣＴ所見、２３
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８頭部ＣＴ判定、２３９頭部ＭＲＩ所見、２４０頭部Ｍ

ＲＩ判定、２４１頭部ＭＲＡ所見、２４２頭部ＭＲＡ判

定、２４３診断名、２４４指導区分、２４５所見・結果、

２４６大腸所見、２４７腹部所見、２４８精検結果、２４

９実施医療機関名、２５０ＭＲＩ検査所見、２５１判断

医師氏名、２５２取込日、２５３内科診察結果、２５４医

師の総合判定、２５５健診区分 

記録範囲 特定健康診査・人間ドック・脳ドック対象者及び受診者 

記録情報の収集方法 
本人からの申告、市の他機関からの収集、民間事業者（市

が契約する医療機関） 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 民間事業者（印刷封入封緘業者、及び医療機関） 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 （実施なし） 
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工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 
後期高齢者健康診査・人間ドック・脳ドック事業ファイ

ル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 
後期高齢者健康診査・人間ドック・脳ドック事業を実施

するため 

記録項目 

１西暦年度、２受診日、３受診日年齢、４年度末年齢、５

受診時国保区分、６受診券整理番号、７受診券有効期限、

８受診券発行保険者番号、９医療機関名、１０請求日

（月）、１１身長、１２体重、１３標準体重、１４肥満度

分類、１５ＢＭＩ（医療機関測定）、１６内臓脂肪判定、

１７既往歴、１８具体的な既往歴、１９自覚症状、２０具

体的な自覚症状、２１他覚症状、２２具体的な他覚症状、

２３血圧（収縮期）１回目、２４血圧（拡張期）１回目、

２５血圧（収縮期）２回目、２６血圧（拡張期）２回目、

２７血圧（収縮期）その他、２８血圧（拡張期）その他、

２９血圧分類その他、３０血圧判定、３１採血時間（食

後）、３２中性脂肪、３３ＨＤＬコレステロール、３４Ｌ

ＤＬコレステロール、３５脂質判定、３６ＧＯＴ値（ＡＳ

Ｔ）、３７ＧＰＴ値（ＡＬＴ）、３８γ－ＧＴＰ値（ＧＧ

Ｔ）、３９肝機能判定、４０空腹時血糖、４１随時血糖、

４２ＨｂＡ１ｃ（ＪＤＳ値）、４３血糖判定、４４尿糖、

４５尿蛋白、４６ヘマトクリット、４７ヘモグロビン、４

８赤血球数、４９貧血判定、５０貧血検査実施理由、５１

心電図所見の有無、５２心電図所見、５３心電図検査実

施理由、５４眼底ＫＷ、５５眼底Ｈ、５６眼底Ｓ、５７眼

底ＳＣＯＴＴ、５８眼底所見、５９眼底検査実施理由、６

０医師の判断、６１判断した医師の氏名、６２薬剤治療

の有無（血圧）、６３薬剤治療の有無（血糖）、６４薬剤治

療の有無（脂質）、６５脳卒中の罹患・治療あり、６６心

臓病の罹患・治療あり、６７腎不全の罹患・治療あり、６

８貧血といわれたことがある、６９タバコを習慣的に吸
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っている、７０２０歳の時から１０Ｋｇ以上増加、７１

３０分以上の運動を週２日以上、１年以上実施、７２日

常生活において歩行又は同等の身体活動を１日１時間以

上実施、７３同世代の同性と比較して歩く速度が速い、

７４１年間で体重の増減が±３Ｋｇ以上、７５人と比較

して食べる速度が速い、７６就寝前の食事が週に３回以

上、７７夕食後の間食が週３回以上、７８朝食を抜くこ

とが週３回以上、７９お酒を飲む程度、８０１日あたり

の飲酒量、８１睡眠で休養が得られている、８２生活習

慣を改善してみようと思う、８３生活習慣（運動）を改善

してみようと思う、８４生活習慣（食事）を改善してみよ

うと思う、８５生活習慣（喫煙）を改善してみようと思

う、８６保健指導を利用する、８７後期高齢者健診機関

番号、８８後期高齢者健診機関名称、８９後期高齢者健

診機関郵便番号、９０後期高齢者健診機関所在地、９１

後期高齢者健診機関電話番号、９２被保険者証等記号、

９３被保険者証等番号、９４受診者氏名、９５受診者郵

便番号、９６受診者住所、９７国保連から取込み、９８国

保連からの取込み日、９９健診機関から取込み、１００

健診機関からの取込み日、１０１実施区分、１０２受付

日、１０３自己負担有無、１０４集団個別区分、１０５特

定高齢者候補区分、１０６コースコード、１０７支払先

コード、１０８削除ＦＬＧ、１０９ロックＦＬＧ、１１０

決済済みＦＬＧ、１１１決済コース、１１２眼底実施区

分、１１３心電図ＦＬＧ、１１４眼底検査（健診機関直

接）、１１５眼底検査（他医療機関直接）、１１６評価実施

日、１１７連絡可能な時間帯開始、１１８連絡可能な時

間帯終了、１１９特定保健指導の利用勧奨、１２０医療

機関受診の勧奨、１２１疑われる疾病名、１２２医師か

らのコメント、１２３評価医師の氏名、１２４備考、１２

５血圧収縮期ＦＬＧ、１２６血圧拡張期ＦＬＧ、１２７

発券対象外、１２８血清クレアチニン、１２９ｅＧＦＲ、

１３０ｅＧＦＲ重症度、１３１費ヘマトクリット、１３

２費ヘモグロビン、１３３費赤血球数、１３４費心電図

所見の有無、１３５費心電図所見、１３６費心電図検査

実施理由、１３７費眼底ＫＷ、１３８費眼底Ｈ、１３９費
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眼底Ｓ、１４０費眼底ＳＣＯＴＴ、１４１費眼底所見、１

４２費眼底検査実施理由、１４３ＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ

値）、１４４尿酸、１４５問診票提出月、１４６電話番号

１、１４７電話番号２、１４８連絡可能な時間帯開始２、

１４９連絡可能な時間帯終了２、１５０問診票取り込み

日、１５１総蛋白、１５２アルブミン、１５３白血球数、

１５４血小板数、１５５尿潜血、１５６腹部超音波（所見

の有無）、１５７腹部超音波（所見）、１５８眼圧検査（右）、

１５９眼圧検査（左）、１６０ＭＣＶ、１６１ＭＣＨ、１

６２ＭＣＨＣ、１６３肺機能検査（努力肺活量）、１６４

肺機能検査（１秒量）、１６５肺機能検査（１秒率）、１６

６肺機能検査（％ＶＣ）、１６７人間ドックフラグ、１６

８その他の法定検査、１６９その他の法定検査（半角）、

１７０腹囲、１７１手入力日、１７２ｎｏｎ－ＨＤＬコ

レステロール、１７３眼底ＤＡＶＩＳ、１７４食事をか

んで食べるときの状態、１７５朝昼夕以外に間食や飲み

物を摂取、１７６ｅＧＦＲ（医療機関測定）、１７７あな

たの現在の健康状態、１７８毎日の生活に満足している

か、１７９１日３食きちんと食べているか、１８０半年

前より固いものが食べにくい、１８１お茶や汁物等でむ

せることがある、１８２半年で２～３ｋｇ以上の体重減

少、１８３以前より歩く速度が遅くなった、１８４この

１年間に転んだことがあるか、１８５運動を週に１回以

上しているか、１８６物忘れがあると言われるか、１８

７何月何日かわからない時があるか、１８８たばこを吸

うか、１８９週に１回以上は外出しているか、１９０家

族や友人と付き合いがあるか、１９１体調が悪い時相談

できる人がいる、１９２ＢＭＩ（自動計算）、１９３健診

結果、１９４身体計測、１９５診察、１９６血圧等、１９

７血液検査、１９８生化学検査、１９９血糖検査、２００

尿検査、２０１血液像検査、２０２心電図・眼底・医師の

判断、２０３心電図検査、２０４眼底検査、２０５人間ド

ック項目、２０６問診、２０７令和２年度以降、２０８令

和元年度以前、２０９健康指導シート、２１０費用決済、

２１１後期高齢者健診機関情報、２１２受診者・保険証

情報、２１３データ取り込み情報、２１４基準日年齢、２
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１５総合検診区分、２１６受診番号、２１７実施医療機

関、２１８検診会場、２１９肺活量、２２０％ＦＶＣ、２

２１ＦＥＶ１０％、２２２沈査円柱、２２３自覚症状有

無、２２４胸部検査判定、２２５胃部検査判定、２２６大

腸検査判定、２２７腹部検査判定、２２８頭部ＣＴ検査

判定、２２９頭部ＭＲＩ検査判定、２３０頭部ＭＲＡ検

査判定、２３１総合指導区分、２３２特記事項、２３３精

検受診日、２３４精検診断名、２３５精検指導区分、２３

６胸部所見、２３７胸部判定、２３８胃部所見、２３９胃

部判定、２４０大腸がん所見、２４１大腸がん判定、２４

２腹部エコー所見、２４３腹部エコー判定、２４４頭部

ＣＴ所見、２４５頭部ＣＴ判定、２４６頭部ＭＲＩ所見、

２４７頭部ＭＲＩ判定、２４８頭部ＭＲＡ所見、２４９

頭部ＭＲＡ判定、２５０診断名、２５１指導区分、２５２

所見・結果、２５３大腸所見、２５４腹部所見、２５５精

検結果、２５６実施医療機関名、２５７ＭＲＩ検査所見、

２５８判断医師氏名、２５９取込日、２６０内科診察結

果、２６１医師の総合判定、２６２健診区分、 

 

記録範囲 
後期高齢者健康診査・人間ドック・脳ドック対象者及び

受診者 

記録情報の収集方法 
本人からの申告、市の他機関からの収集、民間事業者（市

が契約する医療機関） 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 民間事業者（印刷封入封緘業者、及び医療機関） 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 
政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 
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☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 一般健康診査事業ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 
一般健康診査・人間ドック・脳ドック事業を実施するた

め 

記録項目 

１西暦年度、２受診日、３受診日年齢、４年度末年齢、５

受診時国保区分、６受診券整理番号、７受診券有効期限、

８医療機関名、９請求日（月）、１０身長、１１体重、１

２標準体重、１３ＢＭＩ（医療機関測定）、１４腹囲、１

５内臓脂肪判定、１６既往歴、１７具体的な既往歴、１８

自覚症状、１９具体的な自覚症状、２０他覚症状、２１具

体的な他覚症状、２２収縮期血圧（１回目）、２３収縮期

血圧（２回目）、２４収縮期血圧（その他）、２５拡張期血

圧（１回目）、２６拡張期血圧（２回目）、２７拡張期血圧

（その他）、２８血圧分類、２９血圧判定、３０血圧要治

療判定、３１尿蛋白、３２尿糖、３３尿潜血、３４採血時

間（食後）、３５空腹時血糖、３６随時血糖、３７赤血球

数、３８白血球数、３９貧血判定、４０貧血検査実施理

由、４１血色素量（ヘモグロビン値）、４２ヘマトクリッ

ト、４３総蛋白、４４血清アルブミン、４５総コレステロ

ール、４６ＨＤＬコレステロール、４７ＬＤＬコレステ

ロール、４８中性脂肪（トリグリセリド）、４９脂質判定、

５０脂質要治療判定、５１ＧＯＴ値（ＡＳＴ）、５２ＧＰ

Ｔ値（ＡＬＴ）、５３γ－ＧＴＰ値（ＧＧＴ）、５４肝機能

判定、５５肝機能要治療判定、５６クレアチニン、５７尿

酸、５８血糖判定、５９血糖要治療判定、６０ＭＣＨ値、

６１ＭＣＶ値、６２ＭＣＨＣ値、６３血小板、６４心電図

所見の有無、６５心電図所見、６６心電図検査実施理由、

６７眼底（キースワグナー分類）、６８眼底（シェイエ分

類：Ｈ）、６９眼底（シェイエ分類：Ｓ）、７０眼底（ＳＣ

ＯＴＴ分類）、７１眼底（その他の所見）、７２眼底検査実

施理由、７３メタボ判定（自動計算）、７４保健指導レベ
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ル（自動計算）、７５要治療判定、７６医師の診断（判定）、

７７健康診断を実施した医師の氏名、７８既往歴１（脳

血管）、７９既往歴２（心血管）、８０既往歴３（腎不全・

人工透析）、８１貧血、８２２０歳からの体重変化、８３

３０分以上の運動習慣、８４歩行又は身体活動、８５歩

行速度、８６喫煙、８７１年間の体重変化、８８食べ方１

（速食い等）、８９食べ方２（就寝前）、９０食べ方３（夜

食／間食）、９１食習慣、９２飲酒、９３飲酒量、９４睡

眠、９５生活習慣の改善、９６保健指導を利用する、９７

服薬１（血圧）、９８服薬２（血糖）、９９服薬３（脂質）、

１００保健指導対象者グループ、１０１特定健診機関番

号、１０２特定健診機関名称、１０３特定健診機関郵便

番号、１０４特定健診機関所在地、１０５特定健診機関

電話番号、１０６保険者番号、１０７被保険者証等記号、

１０８被保険者証等番号、１０９受診者氏名、１１０受

診者郵便番号、１１１受診者住所、１１２国保連から取

込み、１１３国保連からの取込み日、１１４健診機関か

ら取込み、１１５健診機関からの取込み日、１１６実施

区分、１１７受付日、１１８自己負担有無、１１９集団個

別区分、１２０特定高齢者候補区分、１２１コースコー

ド、１２２支払先コード、１２３削除ＦＬＧ、１２４ロッ

クＦＬＧ、１２５決済済みＦＬＧ、１２６決済コース、１

２７眼底実施区分、１２８心電図ＦＬＧ、１２９眼底検

査（健診機関直接）、１３０眼底検査（他医療機関直接）、

１３１評価実施日、１３２電話番号、１３３連絡可能な

時間帯開始、１３４連絡可能な時間帯終了、１３５メー

ルアドレス、１３６特定保健指導の利用勧奨、１３７医

療機関受診の勧奨、１３８疑われる疾病名、１３９医師

からのコメント（特記事項）、１４０評価医師の氏名、１

４１特定保健指導の注意事項（コメント）、１４２発券対

象外、１４３保健指導レベル（自動計算）、１４４メタボ

リックシンドローム判定、１４５血圧収縮期ＦＬＧ、１

４６血圧拡張期ＦＬＧ、１４７受診時生保区分、１４８

費ヘマトクリット、１４９費血色素量（ヘモグロビン値）、

１５０費赤血球数、１５１費心電図所見の有無、１５２

費心電図所見、１５３費心電図検査実施理由、１５４費
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眼底（キースワグナー分類）、１５５費眼底（シェイエ分

類：Ｈ）、１５６費眼底（シェイエ分類：Ｓ）、１５７費眼

底（ＳＣＯＴＴ分類）、１５８費眼底（その他の所見）、１

５９費眼底検査実施理由、１６０特定保健指導の注意事

項、１６１医師からのコメント、１６２ＨｂＡ１ｃ（ＮＧ

ＳＰ値）、１６３ｅＧＦＲ、１６４ｅＧＦＲ重症度、１６

５質問票提出月、１６６電話番号２、１６７連絡可能な

時間帯開始２、１６８連絡可能な時間帯終了２、１６９

問診票取り込み日、１７０腹部超音波（所見の有無）、１

７１腹部超音波（所見）、１７２眼圧検査（右）、１７３眼

圧検査（左）、１７４肺機能検査（努力肺活量）、１７５肺

機能検査（１秒量）、１７６肺機能検査（１秒率）、１７７

肺機能検査（％ＶＣ）、１７８人間ドックフラグ、１７９

その他の法定検査、１８０その他の法定検査（半角）、１

８１手入力日、１８２ｎｏｎ－ＨＤＬコレステロール、

１８３眼底ＤＡＶＩＳ、１８４食事をかんで食べるとき

の状態、１８５朝昼夕以外に間食や飲み物を摂取、１８

６ｅＧＦＲ（医療機関測定）、１８７あなたの現在の健康

状態、１８８毎日の生活に満足しているか、１８９１日

３食きちんと食べているか、１９０半年前より固いもの

が食べにくい、１９１お茶や汁物等でむせることがある、

１９２半年で２～３ｋｇ以上の体重減少、１９３以前よ

り歩く速度が遅くなった、１９４この１年間に転んだこ

とがあるか、１９５運動を週に１回以上しているか、１

９６物忘れがあると言われるか、１９７何月何日かわか

らない時があるか、１９８たばこを吸うか、１９９週に

１回以上は外出しているか、２００家族や友人と付き合

いがあるか、２０１体調が悪い時相談できる人がいる、

２０２ＢＭＩ（自動計算）、２０３健診結果、２０４身体

計測、２０５診察、２０６血圧等、２０７血液検査、２０

８生化学検査、２０９血糖検査、２１０尿検査、２１１血

液検査、２１２心電図・眼底・医師の判断、２１３心電図

検査、２１４眼底検査、２１５医師の判断、２１６人間ド

ック項目、２１７問診、２１８令和２年度以降、２１９総

合評価説明報告、２２０費用決済、２２１費用決済、２２

２特定健診機関情報、２２３受診者・保険証情報、２２４
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データ取り込み情報 

記録範囲 一般健康診査・人間ドック・脳ドック対象者及び受診者 

記録情報の収集方法 
本人からの申告、市の他機関からの収集、民間事業者（市

が契約する医療機関） 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 民間事業者（印刷封入封緘業者、及び医療機関） 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 各種保健指導事業ファイル（特定） 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、特定健康診

査及び人間ドック等により特定保健指導等の対象となっ

た者に保健指導を実施するため 

記録項目 

１西暦年度、２受診日、３受診日年齢、４年度末年齢、５

受診時国保区分、６受診券整理番号、７受診券有効期限、

８医療機関名、９請求日（月）、１０身長、１１体重、１

２標準体重、１３ＢＭＩ（医療機関測定）、１４腹囲、１

５内臓脂肪判定、１６既往歴、１７具体的な既往歴、１８

自覚症状、１９具体的な自覚症状、２０他覚症状、２１具

体的な他覚症状、２２収縮期血圧（１回目）、２３収縮期

血圧（２回目）、２４収縮期血圧（その他）、２５拡張期血

圧（１回目）、２６拡張期血圧（２回目）、２７拡張期血圧

（その他）、２８血圧分類、２９血圧判定、３０血圧要治

療判定、３１採血時間（食後）、３２総コレステロール、

３３中性脂肪（トリグリセリド）、３４ＨＤＬコレステロ

ール、３５ＬＤＬコレステロール、３６脂質判定、３７脂

質要治療判定、３８ＧＯＴ値（ＡＳＴ）、３９ＧＰＴ値（Ａ

ＬＴ）、４０γ－ＧＴＰ（γ－ＧＴ）、４１肝機能判定、４

２肝機能要治療判定、４３空腹時血糖、４４随時血糖、４

５ＨｂＡ１ｃ（ＪＤＳ値）、４６血糖判定、４７血糖要治

療判定、４８尿糖、４９尿蛋白、５０ヘマトクリット値、

５１血色素量（ヘモグロビン値）、５２赤血球数、５３貧

血判定、５４貧血検査実施理由、５５心電図所見の有無、

５６心電図所見、５７心電図検査実施理由、５８眼底（キ

ースワグナー分類）、５９眼底（シェイエ分類：Ｈ）、６０

眼底（シェイエ分類：Ｓ）、６１眼底（ＳＣＯＴＴ分類）、

６２眼底（その他の所見）、６３眼底検査実施理由、６４

メタボ判定（自動計算）、６５保健指導レベル（自動計算）、

６６要治療判定、６７医師の診断（判定）、６８健康診断
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を実施した医師の氏名、６９服薬１（血圧）、７０服薬２

（血糖）、７１服薬３（脂質）、７２既往歴１（脳血管）、

７３既往歴２（心血管）、７４既往歴３（腎不全・人工透

析）、７５貧血、７６喫煙、７７２０歳からの体重変化、

７８３０分以上の運動習慣、７９歩行又は身体活動、８

０歩行速度、８１１年間の体重変化、８２食べ方１（速食

い等）、８３食べ方２（就寝前）、８４食べ方３（夜食／間

食）、８５食習慣、８６飲酒、８７飲酒量、８８睡眠、８

９生活習慣の改善、９０保健指導を利用する、９１特定

健診機関番号、９２特定健診機関名称、９３特定健診機

関郵便番号、９４特定健診機関所在地、９５特定健診機

関電話番号、９６保険者番号、９７被保険者証等記号、９

８被保険者証等番号、９９受診者氏名、１００受診者郵

便番号、１０１受診者住所、１０２国保連から取込み、１

０３国保連からの取込み日、１０４健診機関から取込み、

１０５健診機関からの取込み日、１０６実施区分、１０

７受付日、１０８自己負担有無、１０９集団個別区分、１

１０特定高齢者候補区分、１１１コースコード、１１２

支払先コード、１１３削除ＦＬＧ、１１４決済中ＦＬＧ、

１１５決済済みＦＬＧ、１１６決済コース、１１７眼底

実施区分、１１８心電図ＦＬＧ、１１９眼底検査（健診機

関直接）、１２０眼底検査（他医療機関直接）、１２１評価

実施日、１２２電話番号、１２３連絡可能な時間帯開始、

１２４連絡可能な時間帯終了、１２５メールアドレス、

１２６特定保健指導の利用勧奨、１２７医療機関受診の

勧奨、１２８疑われる疾病名、１２９医師からのコメン

ト（特記事項）、１３０評価医師の氏名、１３１特定保健

指導の注意事項（コメント）、１３２発券対象外、１３３

保健指導レベル、１３４メタボリックシンドローム判定、

１３５入力日、１３６チェック対象外、１３７血清クレ

アチニン、１３８ｅＧＦＲ、１３９ｅＧＦＲ重症度、１４

０費ヘマトクリット値、１４１費血色素量（ヘモグロビ

ン値）、１４２費赤血球数、１４３費心電図所見の有無、

１４４費心電図所見、１４５費心電図検査実施理由、１

４６費眼底（キースワグナー分類）、１４７費眼底（シェ

イエ分類：Ｈ）、１４８費眼底（シェイエ分類：Ｓ）、１４
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９費眼底（ＳＣＯＴＴ分類）、１５０費眼底（その他の所

見）、１５１費眼底検査実施理由、１５２特定保健指導の

注意事項、１５３医師からのコメント、１５４腹囲対象

外、１５５ＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ値）、１５６尿酸、１５

７質問票提出月、１５８電話番号２、１５９連絡可能な

時間帯開始２、１６０連絡可能な時間帯終了２、１６１

問診票取り込み日、１６２総蛋白、１６３アルブミン、１

６４白血球数、１６５血小板数、１６６尿潜血、１６７腹

部超音波（所見の有無）、１６８腹部超音波（所見）、１６

９眼圧検査（右）、１７０眼圧検査（左）、１７１ＭＣＶ、

１７２ＭＣＨ、１７３ＭＣＨＣ、１７４肺機能検査（努力

肺活量）、１７５肺機能検査（１秒量）、１７６肺機能検査

（１秒率）、１７７肺機能検査（％ＶＣ）、１７８人間ドッ

クフラグ、１７９その他の法定検査、１８０その他の法

定検査（半角）、１８１ｎｏｎ－ＨＤＬコレステロール、

１８２眼底ＤＡＶＩＳ、１８３食事をかんで食べるとき

の状態、１８４朝昼夕以外に間食や飲み物を摂取、１８

５支援相当該当区分、１８６ｅＧＦＲ（医療機関測定）、

１８７ＢＭＩ（自動計算）、１８８健診結果、１８９身体

計測、１９０診察、１９１血圧等、１９２血液検査、１９

３生化学検査、１９４血糖検査、１９５尿検査、１９６心

電図・眼底・医師の判断、１９７心電図検査、１９８眼底

検査、１９９医師の判断、２００人間ドック項目、２０１

問診、２０２総合評価説明報告、２０３費用決済、２０４

特定健診機関情報、２０５受診者・保険証情報、２０６デ

ータ取り込み情報、２０７基準日年齢、２０８総合検診

区分、２０９受診番号、２１０実施医療機関、２１１検診

会場、２１２肺活量、２１３％ＦＶＣ、２１４ＦｅＶ１．

０％、２１５沈査円柱、２１６自覚症状有無、２１７胸部

検査判定、２１８胃部検査判定、２１９大腸検査判定、２

２０腹部検査判定、２２１頭部ＣＴ検査判定、２２２頭

部ＭＲＩ検査判定、２２３頭部ＭＲＡ検査判定、２２４

総合指導区分、２２５特記事項、２２６精検受診日、２２

７精検診断名、２２８精検指導区分、２２９胸部所見、２

３０胸部判定、２３１胃部所見、２３２胃部判定、２３３

大腸がん所見、２３４大腸がん判定、２３５腹部エコー
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所見、２３６腹部エコー判定、２３７頭部ＣＴ所見、２３

８頭部ＣＴ判定、２３９頭部ＭＲＩ所見、２４０頭部Ｍ

ＲＩ判定、２４１頭部ＭＲＡ所見、２４２頭部ＭＲＡ判

定、２４３診断名、２４４指導区分、２４５所見・結果、

２４６大腸所見、２４７腹部所見、２４８精検結果、２４

９指導年月日、２５０回数、２５１保健指導実施者の職

種、２５２支援区分、２５３支援開始時間、２５４支援時

間、２５５医療機関受診勧奨、２５６医療機関受診、２５

７特定保健指導申込、２５８継続・終了、２５９終了理

由、２６０保健指導実施内容、２６１保健指導実施者、２

６２生活習慣病のコントロール、２６３かかりつけ医と

連携しての対応、２６４再勧奨状況、２６５健診年度、２

６６特定保健指導委託、２６７未利用者フォロー、２６

８ＣＫＤに関する保健指導、２６９指導前服薬開始、２

７０受診勧奨内容、２７１指導種類、２７２指導段階、２

７３本人との関わり、２７４対象区分、２７５糖尿病重

症化予防に関する保健指導、２７６糖尿病での病院受診、

２７７糖尿病に関する服薬、２７８医療機関での栄養指

導、２７９食生活（継続）、２８０運動（継続）、２８１配

布月、２８２糖尿病連携手帳、２８３眼科受診、２８４連

絡可能な時間帯、２８５歯科受診、２８６取り組み目標、

２８７社会参加、通い場の有無、２８８外出頻度、２８９

体重変化（継続）、２９０口腔状況（継続）、２９１社会参

加（継続）、２９２外出頻度（継続）、２９３保健指導実

績、２９４支援回数、２９５把握手段、２９６受診医療機

関名、２９７ＣＫＤについての説明（初回）、２９８食事

指導（初回）、２９９運動指導（初回）、３００減塩の取り

組み（初回）、３０１水分摂取（初回）、３０２運動習慣

（初回）、３０３腎疾患等（泌尿器含）、３０４痛み止め、

３０５サプリメント、３０６ＣＫＤについての相談（継

続）、３０７食事指導（継続）、３０８運動指導（継続）、

３０９減塩の取り組み（継続）、３１０水分摂取（継続）、

３１１運動習慣（継続）、３１２食事（継続）、３１３ＣＫ

Ｄ種類、３１４実施会場、３１５指導実績、３１６指導実

施日、３１７健診未受診理由（初回）、３１８健診未受診

その他理由（初回）、３１９健診受診状況、３２０生活指
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導（初回）、３２１糖尿病、３２２糖尿病コントロール、

３２３最近のＨｂＡ１ｃ数値、３２４食事の取組み（継

続）、３２５運動の取組み（継続）、３２６糖尿病について

の相談（継続）、３２７生活指導（継続）、３２８ＤＭ性腎

症重症化予防プログラム、３２９保健指導機関コード、

３３０保健指導機関番号、３３１保健指導機関名、３３

２保健指導機関郵便番号、３３３保健指導機関所在地、

３３４保健指導機関電話番号、３３５保健指導責任者名、

３３６保健指導責任者職種、３３７利用者氏名、３３８

利用者郵便番号、３３９利用券整理番号、３４０特定健

診受診券整理番号、３４１有効期限、３４２実施時点、３

４３支援レベル、３４４行動変容ステージ、３４５保健

指導コース名、３４６指導計画パターン、３４７実施回

数、３４８実施回数（個別支援Ａ）、３４９合計実施時間

（個別支援Ａ）、３５０実施回数（個別支援Ｂ）、３５１合

計実施時間（個別支援Ｂ）、３５２実施回数（グループ支

援）、３５３合計実施時間（グループ支援）、３５４実施回

数（電話Ａ）、３５５合計実施時間（電話Ａ）、３５６実施

回数（ｅ－ｍａｉｌＡ）、３５７実施回数（電話Ｂ）、３５

８合計実施時間（電話Ｂ）、３５９実施回数（ｅ－ｍａｉ

ｌＢ）、３６０個別支援Ａポイント、３６１個別支援Ｂポ

イント、３６２グループポイント、３６３電話Ａポイン

ト、３６４電話Ｂポイント、３６５ｅ－ｍａｉｌＡポイ

ント、３６６ｅ－ｍａｉｌＢポイント、３６７ポイント

（支援Ａ）、３６８ポイント（支援Ｂ）、３６９ポイント

（合計）、３７０継続的支援予定期間、３７１計画年月日、

３７２計画支援形態、３７３実施者の職種、３７４保健

指導機関から取込み、３７５保健指導機関からの取込み

日、３７６実施予定日、３７７支援の種類、３７８時期

（何ヶ月）、３７９時期（何週間）、３８０指導者職種、３

８１支援形態、３８２支援時間・回数、３８３支援内容、

３８４実施ポイント、３８５計画詳細、３８６禁煙指導

の実施回数、３８７継続的な支援の終了日、３８８脱退

理由、３８９実施日、３９０指導形態、３９１保健指導担

当者、３９２保健指導者職種、３９３血圧（収縮期）、３

９４血圧（拡張期）、３９５備考、３９６喫煙指導の有無、
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３９７設定日時、３９８設定日年齢、３９９目標腹囲、４

００目標体重、４０１目標収縮期血圧、４０２目標拡張

期血圧、４０３一日の削減目標エネルギー量、４０４一

日の運動による目標エネルギー量、４０５一日の食事に

よる目標エネルギー量、４０６行動目標、４０７行動計

画、４０８変更理由、４０９目標設定 

記録範囲 特定健康診査・人間ドック・脳ドック対象者及び受診者 

記録情報の収集方法 
本人からの申告、市の他機関からの収集、民間事業者（市

が契約する医療機関、千葉県厚生農業協働組合連合会等） 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 
民間事業者（印刷封入封緘業者、医療機関、保健指導業務

委託事業者） 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 （実施なし） 
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工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

318 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 各種保健指導事業ファイル（後期） 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、後期高齢者

健康診査及び人間ドック等により保健指導の対象となっ

た者に対し、千葉県後期高齢者医療広域連合より委託を

受け、各種保健指導を実施するため 

記録項目 

１西暦年度、２受診日、３受診日年齢、４年度末年齢、５

受診時国保区分、６受診券整理番号、７受診券有効期限、

８医療機関名、９請求日（月）、１０身長、１１体重、１

２標準体重、１３ＢＭＩ（医療機関測定）、１４腹囲、１

５内臓脂肪判定、１６既往歴、１７具体的な既往歴、１８

自覚症状、１９具体的な自覚症状、２０他覚症状、２１具

体的な他覚症状、２２収縮期血圧（１回目）、２３収縮期

血圧（２回目）、２４収縮期血圧（その他）、２５拡張期血

圧（１回目）、２６拡張期血圧（２回目）、２７拡張期血圧

（その他）、２８血圧分類、２９血圧判定、３０血圧要治

療判定、３１尿蛋白、３２尿糖、３３尿潜血、３４採血時

間（食後）、３５空腹時血糖、３６随時血糖、３７赤血球

数、３８白血球数、３９貧血判定、４０貧血検査実施理

由、４１血色素量（ヘモグロビン値）、４２ヘマトクリッ

ト、４３総蛋白、４４血清アルブミン、４５総コレステロ

ール、４６ＨＤＬコレステロール、４７ＬＤＬコレステ

ロール、４８中性脂肪（トリグリセリド）、４９脂質判定、

５０脂質要治療判定、５１ＧＯＴ値（ＡＳＴ）、５２ＧＰ

Ｔ値（ＡＬＴ）、５３γ－ＧＴＰ値（ＧＧＴ）、５４肝機能

判定、５５肝機能要治療判定、５６クレアチニン、５７尿

酸、５８血糖判定、５９血糖要治療判定、６０ＭＣＨ値、

６１ＭＣＶ値、６２ＭＣＨＣ値、６３血小板、６４心電図

所見の有無、６５心電図所見、６６心電図検査実施理由、

６７眼底（キースワグナー分類）、６８眼底（シェイエ分

類：Ｈ）、６９眼底（シェイエ分類：Ｓ）、７０眼底（ＳＣ
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ＯＴＴ分類）、７１眼底（その他の所見）、７２眼底検査実

施理由、７３メタボ判定（自動計算）、７４保健指導レベ

ル（自動計算）、７５要治療判定、７６医師の診断（判定）、

７７健康診断を実施した医師の氏名、７８既往歴１（脳

血管）、７９既往歴２（心血管）、８０既往歴３（腎不全・

人工透析）、８１貧血、８２２０歳からの体重変化、８３

３０分以上の運動習慣、８４歩行又は身体活動、８５歩

行速度、８６喫煙、８７１年間の体重変化、８８食べ方１

（速食い等）、８９食べ方２（就寝前）、９０食べ方３（夜

食／間食）、９１食習慣、９２飲酒、９３飲酒量、９４睡

眠、９５生活習慣の改善、９６保健指導を利用する、９７

服薬１（血圧）、９８服薬２（血糖）、９９服薬３（脂質）、

１００保健指導対象者グループ、１０１特定健診機関番

号、１０２特定健診機関名称、１０３特定健診機関郵便

番号、１０４特定健診機関所在地、１０５特定健診機関

電話番号、１０６保険者番号、１０７被保険者証等記号、

１０８被保険者証等番号、１０９受診者氏名、１１０受

診者郵便番号、１１１受診者住所、１１２国保連から取

込み、１１３国保連からの取込み日、１１４健診機関か

ら取込み、１１５健診機関からの取込み日、１１６実施

区分、１１７受付日、１１８自己負担有無、１１９集団個

別区分、１２０特定高齢者候補区分、１２１コースコー

ド、１２２支払先コード、１２３削除ＦＬＧ、１２４ロッ

クＦＬＧ、１２５決済済みＦＬＧ、１２６決済コース、１

２７眼底実施区分、１２８心電図ＦＬＧ、１２９眼底検

査（健診機関直接）、１３０眼底検査（他医療機関直接）、

１３１評価実施日、１３２電話番号、１３３連絡可能な

時間帯開始、１３４連絡可能な時間帯終了、１３５メー

ルアドレス、１３６特定保健指導の利用勧奨、１３７医

療機関受診の勧奨、１３８疑われる疾病名、１３９医師

からのコメント（特記事項）、１４０評価医師の氏名、１

４１特定保健指導の注意事項（コメント）、１４２発券対

象外、１４３メタボリックシンドローム判定、１４４血

圧収縮期ＦＬＧ、１４５血圧拡張期ＦＬＧ、１４６受診

時生保区分、１４７費ヘマトクリット、１４８費血色素

量（ヘモグロビン値）、１４９費赤血球数、１５０費心電
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図所見の有無、１５１費心電図所見、１５２費心電図検

査実施理由、１５３費眼底（キースワグナー分類）、１５

４費眼底（シェイエ分類：Ｈ）、１５５費眼底（シェイエ

分類：Ｓ）、１５６費眼底（ＳＣＯＴＴ分類）、１５７費眼

底（その他の所見）、１５８費眼底検査実施理由、１５９

特定保健指導の注意事項、１６０医師からのコメント、

１６１ＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ値）、１６２ｅＧＦＲ、１６

３ｅＧＦＲ重症度、１６４質問票提出月、１６５電話番

号２、１６６連絡可能な時間帯開始２、１６７連絡可能

な時間帯終了２、１６８問診票取り込み日、１６９腹部

超音波（所見の有無）、１７０腹部超音波（所見）、１７１

眼圧検査（右）、１７２眼圧検査（左）、１７３肺機能検査

（努力肺活量）、１７４肺機能検査（１秒量）、１７５肺機

能検査（１秒率）、１７６肺機能検査（％ＶＣ）、１７７人

間ドックフラグ、１７８その他の法定検査、１７９その

他の法定検査（半角）、１８０手入力日、１８１ｎｏｎ－

ＨＤＬコレステロール、１８２眼底ＤＡＶＩＳ、１８３

食事をかんで食べるときの状態、１８４朝昼夕以外に間

食や飲み物を摂取、１８５ｅＧＦＲ（医療機関測定）、１

８６あなたの現在の健康状態、１８７毎日の生活に満足

しているか、１８８１日３食きちんと食べているか、１

８９半年前より固いものが食べにくい、１９０お茶や汁

物等でむせることがある、１９１半年で２～３ｋｇ以上

の体重減少、１９２以前より歩く速度が遅くなった、１

９３この１年間に転んだことがあるか、１９４運動を週

に１回以上しているか、１９５物忘れがあると言われる

か、１９６何月何日かわからない時があるか、１９７た

ばこを吸うか、１９８週に１回以上は外出しているか、

１９９家族や友人と付き合いがあるか、２００体調が悪

い時相談できる人がいる、２０１ＢＭＩ（自動計算）、２

０２健診結果、２０３身体計測、２０４診察、２０５血圧

等、２０６血液検査、２０７生化学検査、２０８血糖検

査、２０９尿検査、２１０心電図・眼底・医師の判断、２

１１心電図検査、２１２眼底検査、２１３医師の判断、２

１４人間ドック項目、２１５問診、２１６令和２年度以

降、２１７総合評価説明報告、２１８費用決済、２１９特
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定健診機関情報、２２０受診者・保険証情報、２２１デー

タ取り込み情報、２２２基準日年齢、２２３総合検診区

分、２２４受診番号、２２５実施医療機関、２２６検診会

場、２２７肺活量、２２８％ＦＶＣ、２２９ＦＥＶ１０％、

２３０沈査円柱、２３１自覚症状有無、２３２胸部検査

判定、２３３胃部検査判定、２３４大腸検査判定、２３５

腹部検査判定、２３６頭部ＣＴ検査判定、２３７頭部Ｍ

ＲＩ検査判定、２３８頭部ＭＲＡ検査判定、２３９総合

指導区分、２４０特記事項、２４１精検受診日、２４２精

検診断名、２４３精検指導区分、２４４胸部所見、２４５

胸部判定、２４６胃部所見、２４７胃部判定、２４８大腸

がん所見、２４９大腸がん判定、２５０腹部エコー所見、

２５１腹部エコー判定、２５２頭部ＣＴ所見、２５３頭

部ＣＴ判定、２５４頭部ＭＲＩ所見、２５５頭部ＭＲＩ

判定、２５６頭部ＭＲＡ所見、２５７頭部ＭＲＡ判定、２

５８診断名、２５９指導区分、２６０所見・結果、２６１

大腸所見、２６２腹部所見、２６３精検結果、２６４受診

券発行保険者番号、２６５肥満度分類、２６６血圧（収縮

期）１回目、２６７血圧（拡張期）１回目、２６８血圧（収

縮期）２回目、２６９血圧（拡張期）２回目、２７０血圧

（収縮期）その他、２７１血圧（拡張期）その他、２７２

血圧分類その他、２７３中性脂肪、２７４ＨｂＡ１ｃ（Ｊ

ＤＳ値）、２７５ヘモグロビン、２７６眼底ＫＷ、２７７

眼底Ｈ、２７８眼底Ｓ、２７９眼底ＳＣＯＴＴ、２８０眼

底所見、２８１判断した医師の氏名、２８２薬剤治療の

有無（血圧）、２８３薬剤治療の有無（血糖）、２８４薬剤

治療の有無（脂質）、２８５脳卒中の罹患・治療あり、２

８６心臓病の罹患・治療あり、２８７腎不全の罹患・治療

あり、２８８貧血といわれたことがある、２８９タバコ

を習慣的に吸っている、２９０２０歳の時から１０Ｋｇ

以上増加、２９１３０分以上の運動を週２日以上、１年

以上実施、２９２日常生活において歩行又は同等の身体

活動を１日１時間以上実施、２９３同世代の同性と比較

して歩く速度が速い、２９４１年間で体重の増減が±３

Ｋｇ以上、２９５人と比較して食べる速度が速い、２９

６就寝前の食事が週に３回以上、２９７夕食後の間食が
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週３回以上、２９８朝食を抜くことが週３回以上、２９

９お酒を飲む程度、３００１日あたりの飲酒量、３０１

睡眠で休養が得られている、３０２生活習慣を改善して

みようと思う、３０３生活習慣（運動）を改善してみよう

と思う、３０４生活習慣（食事）を改善してみようと思

う、３０５生活習慣（喫煙）を改善してみようと思う、３

０６後期高齢者健診機関番号、３０７後期高齢者健診機

関名称、３０８後期高齢者健診機関郵便番号、３０９後

期高齢者健診機関所在地、３１０後期高齢者健診機関電

話番号、３１１備考、３１２血清クレアチニン、３１３費

ヘモグロビン、３１４費眼底ＫＷ、３１５費眼底Ｈ、３１

６費眼底Ｓ、３１７費眼底ＳＣＯＴＴ、３１８費眼底所

見、３１９問診票提出月、３２０電話番号１、３２１アル

ブミン、３２２血小板数、３２３ＭＣＶ、３２４ＭＣＨ、

３２５ＭＣＨＣ、３２６血液像検査、３２７令和元年度

以前、３２８健康指導シート、３２９後期高齢者健診機

関情報、３３０指導年月日、３３１回数、３３２保健指導

実施者の職種、３３３支援区分、３３４支援開始時間、３

３５支援時間、３３６医療機関受診勧奨、３３７医療機

関受診、３３８特定保健指導申込、３３９継続・終了、３

４０終了理由、３４１保健指導実施内容、３４２保健指

導実施者、３４３生活習慣病のコントロール、３４４か

かりつけ医と連携しての対応、３４５再勧奨状況、３４

６健診年度、３４７特定保健指導委託、３４８未利用者

フォロー、３４９ＣＫＤに関する保健指導、３５０指導

前服薬開始、３５１受診勧奨内容、３５２指導種類、３５

３指導段階、３５４本人との関わり、３５５対象区分、３

５６糖尿病重症化予防に関する保健指導、３５７糖尿病

での病院受診、３５８糖尿病に関する服薬、３５９医療

機関での栄養指導、３６０食生活（継続）、３６１運動（継

続）、３６２配布月、３６３糖尿病連携手帳、３６４眼科

受診、３６５連絡可能な時間帯、３６６歯科受診、３６７

取り組み目標、３６８社会参加、通い場の有無、３６９外

出頻度、３７０体重変化（継続）、３７１口腔状況（継続）、

３７２社会参加（継続）、３７３外出頻度（継続）、３７４

保健指導実績、３７５指導実施日、３７６支援回数、３７
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７把握手段、３７８受診医療機関名、３７９糖尿病、３８

０その他疾患、３８１最近のＨｂＡ１ｃ数値、３８２食

事の取組み（継続）、３８３運動の取組み（継続）、３８４

水分摂取（初回）、３８５運動習慣（初回）、３８６水分摂

取（継続）、３８７社会参加、３８８外出頻度（初回）、３

８９食事の取り組み（初回）、３９０指導実績、３９１初

回、３９２継続・評価、３９３保健指導内容 

記録範囲 
後期高齢者健康診査・人間ドック・脳ドック対象者及び

受診者 

記録情報の収集方法 
本人からの申告、市の他機関からの収集、民間事業者（市

が契約する医療機関、千葉県厚生農業協働組合連合会等） 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 
民間事業者（印刷封入封緘業者、医療機関、保健指導業務

委託事業者） 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 
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組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 各種保健指導事業ファイル（生保） 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 
健康増進法に基づき、医療保険に加入していないものに

対して特定保健指導に相当する保健指導を実施するため 

記録項目 

１西暦年度、２受診日、３受診日年齢、４年度末年齢、５

受診時国保区分、６受診券整理番号、７受診券有効期限、

８医療機関名、９請求日（月）、１０身長、１１体重、１

２標準体重、１３ＢＭＩ（医療機関測定）、１４腹囲、１

５内臓脂肪判定、１６既往歴、１７具体的な既往歴、１８

自覚症状、１９具体的な自覚症状、２０他覚症状、２１具

体的な他覚症状、２２収縮期血圧（１回目）、２３収縮期

血圧（２回目）、２４収縮期血圧（その他）、２５拡張期血

圧（１回目）、２６拡張期血圧（２回目）、２７拡張期血圧

（その他）、２８血圧分類、２９血圧判定、３０血圧要治

療判定、３１尿蛋白、３２尿糖、３３尿潜血、３４採血時

間（食後）、３５空腹時血糖、３６随時血糖、３７赤血球

数、３８白血球数、３９貧血判定、４０貧血検査実施理

由、４１血色素量（ヘモグロビン値）、４２ヘマトクリッ

ト、４３総蛋白、４４血清アルブミン、４５総コレステロ

ール、４６ＨＤＬコレステロール、４７ＬＤＬコレステ

ロール、４８中性脂肪（トリグリセリド）、４９脂質判定、

５０脂質要治療判定、５１ＧＯＴ値（ＡＳＴ）、５２ＧＰ

Ｔ値（ＡＬＴ）、５３γ－ＧＴＰ値（ＧＧＴ）、５４肝機能

判定、５５肝機能要治療判定、５６クレアチニン、５７尿

酸、５８血糖判定、５９血糖要治療判定、６０ＭＣＨ値、

６１ＭＣＶ値、６２ＭＣＨＣ値、６３血小板、６４心電図

所見の有無、６５心電図所見、６６心電図検査実施理由、

６７眼底（キースワグナー分類）、６８眼底（シェイエ分

類：Ｈ）、６９眼底（シェイエ分類：Ｓ）、７０眼底（ＳＣ

ＯＴＴ分類）、７１眼底（その他の所見）、７２眼底検査実

施理由、７３メタボ判定（自動計算）、７４保健指導レベ
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ル（自動計算）、７５要治療判定、７６医師の診断（判定）、

７７健康診断を実施した医師の氏名、７８既往歴１（脳

血管）、７９既往歴２（心血管）、８０既往歴３（腎不全・

人工透析）、８１貧血、８２２０歳からの体重変化、８３

３０分以上の運動習慣、８４歩行又は身体活動、８５歩

行速度、８６喫煙、８７１年間の体重変化、８８食べ方１

（速食い等）、８９食べ方２（就寝前）、９０食べ方３（夜

食／間食）、９１食習慣、９２飲酒、９３飲酒量、９４睡

眠、９５生活習慣の改善、９６保健指導を利用する、９７

服薬１（血圧）、９８服薬２（血糖）、９９服薬３（脂質）、

１００保健指導対象者グループ、１０１特定健診機関番

号、１０２特定健診機関名称、１０３特定健診機関郵便

番号、１０４特定健診機関所在地、１０５特定健診機関

電話番号、１０６保険者番号、１０７被保険者証等記号、

１０８被保険者証等番号、１０９受診者氏名、１１０受

診者郵便番号、１１１受診者住所、１１２国保連から取

込み、１１３国保連からの取込み日、１１４健診機関か

ら取込み、１１５健診機関からの取込み日、１１６実施

区分、１１７受付日、１１８自己負担有無、１１９集団個

別区分、１２０特定高齢者候補区分、１２１コースコー

ド、１２２支払先コード、１２３削除ＦＬＧ、１２４ロッ

クＦＬＧ、１２５決済済みＦＬＧ、１２６決済コース、１

２７眼底実施区分、１２８心電図ＦＬＧ、１２９眼底検

査（健診機関直接）、１３０眼底検査（他医療機関直接）、

１３１評価実施日、１３２電話番号、１３３連絡可能な

時間帯開始、１３４連絡可能な時間帯終了、１３５メー

ルアドレス、１３６特定保健指導の利用勧奨、１３７医

療機関受診の勧奨、１３８疑われる疾病名、１３９医師

からのコメント（特記事項）、１４０評価医師の氏名、１

４１特定保健指導の注意事項（コメント）、１４２発券対

象外、１４３メタボリックシンドローム判定、１４４血

圧収縮期ＦＬＧ、１４５血圧拡張期ＦＬＧ、１４６受診

時生保区分、１４７費ヘマトクリット、１４８費血色素

量（ヘモグロビン値）、１４９費赤血球数、１５０費心電

図所見の有無、１５１費心電図所見、１５２費心電図検

査実施理由、１５３費眼底（キースワグナー分類）、１５
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４費眼底（シェイエ分類：Ｈ）、１５５費眼底（シェイエ

分類：Ｓ）、１５６費眼底（ＳＣＯＴＴ分類）、１５７費眼

底（その他の所見）、１５８費眼底検査実施理由、１５９

特定保健指導の注意事項、１６０医師からのコメント、

１６１ＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ値）、１６２ｅＧＦＲ、１６

３ｅＧＦＲ重症度、１６４質問票提出月、１６５電話番

号２、１６６連絡可能な時間帯開始２、１６７連絡可能

な時間帯終了２、１６８問診票取り込み日、１６９腹部

超音波（所見の有無）、１７０腹部超音波（所見）、１７１

眼圧検査（右）、１７２眼圧検査（左）、１７３肺機能検査

（努力肺活量）、１７４肺機能検査（１秒量）、１７５肺機

能検査（１秒率）、１７６肺機能検査（％ＶＣ）、１７７人

間ドックフラグ、１７８その他の法定検査、１７９その

他の法定検査（半角）、１８０手入力日、１８１ｎｏｎ－

ＨＤＬコレステロール、１８２眼底ＤＡＶＩＳ、１８３

食事をかんで食べるときの状態、１８４朝昼夕以外に間

食や飲み物を摂取、１８５ｅＧＦＲ（医療機関測定）、１

８６あなたの現在の健康状態、１８７毎日の生活に満足

しているか、１８８１日３食きちんと食べているか、１

８９半年前より固いものが食べにくい、１９０お茶や汁

物等でむせることがある、１９１半年で２～３ｋｇ以上

の体重減少、１９２以前より歩く速度が遅くなった、１

９３この１年間に転んだことがあるか、１９４運動を週

に１回以上しているか、１９５物忘れがあると言われる

か、１９６何月何日かわからない時があるか、１９７た

ばこを吸うか、１９８週に１回以上は外出しているか、

１９９家族や友人と付き合いがあるか、２００体調が悪

い時相談できる人がいる、２０１ＢＭＩ（自動計算）、２

０２健診結果、２０３身体計測、２０４診察、２０５血圧

等、２０６血液検査、２０７生化学検査、２０８血糖検

査、２０９尿検査、２１０心電図・眼底・医師の判断、２

１１心電図検査、２１２眼底検査、２１３医師の判断、２

１４人間ドック項目、２１５問診、２１６令和２年度以

降、２１７総合評価説明報告、２１８費用決済、２１９特

定健診機関情報、２２０受診者・保険証情報、２２１デー

タ取り込み情報、２２２指導年月日、２２３回数、２２４
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保健指導実施者の職種、２２５支援区分、２２６支援開

始時間、２２７支援時間、２２８医療機関受診勧奨、２２

９医療機関受診、２３０特定保健指導申込、２３１継続・

終了、２３２終了理由、２３３保健指導実施内容、２３４

保健指導実施者、２３５生活習慣病のコントロール、２

３６かかりつけ医と連携しての対応、２３７再勧奨状況、

２３８健診年度、２３９特定保健指導委託、２４０未利

用者フォロー、２４１ＣＫＤに関する保健指導、２４２

指導前服薬開始、２４３受診勧奨内容、２４４指導種類、

２４５指導段階、２４６本人との関わり、２４７対象区

分、２４８糖尿病重症化予防に関する保健指導、２４９

糖尿病での病院受診、２５０糖尿病に関する服薬、２５

１医療機関での栄養指導、２５２食生活（継続）、２５３

運動（継続）、２５４配布月、２５５糖尿病連携手帳、２

５６眼科受診、２５７連絡可能な時間帯、２５８歯科受

診、２５９取り組み目標、２６０社会参加、通い場の有

無、２６１外出頻度、２６２体重変化（継続）、２６３口

腔状況（継続）、２６４社会参加（継続）、２６５外出頻度

（継続）、２６６保健指導実績、２６７支援回数、２６８

把握手段、２６９受診医療機関名、２７０ＣＫＤについ

ての説明（初回）、２７１食事指導（初回）、２７２運動指

導（初回）、２７３減塩の取り組み（初回）、２７４水分摂

取（初回）、２７５運動習慣（初回）、２７６腎疾患等（泌

尿器含）、２７７痛み止め、２７８サプリメント、２７９

ＣＫＤについての相談（継続）、２８０食事指導（継続）、

２８１運動指導（継続）、２８２減塩の取り組み（継続）、

２８３水分摂取（継続）、２８４運動習慣（継続）、２８５

食事（継続）、２８６ＣＫＤ種類、２８７実施会場、２８

８指導実績、２８９指導実施日、２９０健診未受診理由

（初回）、２９１健診未受診その他理由（初回）、２９２健

診受診状況、２９３生活指導（初回）、２９４糖尿病、２

９５糖尿病コントロール、２９６最近のＨｂＡ１ｃ数値、

２９７食事の取組み（継続）、２９８運動の取組み（継続）、

２９９糖尿病についての相談（継続）、３００生活指導（継

続）、３０１ＤＭ性腎症重症化予防プログラム、３０２基

準日年齢、３０３保健指導機関コード、３０４保健指導
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機関番号、３０５保健指導機関名、３０６保健指導機関

郵便番号、３０７保健指導機関所在地、３０８保健指導

機関電話番号、３０９保健指導責任者名、３１０保健指

導責任者職種、３１１利用者氏名、３１２利用者郵便番

号、３１３利用券整理番号、３１４特定健診受診券整理

番号、３１５有効期限、３１６実施時点、３１７支援レベ

ル、３１８行動変容ステージ、３１９保健指導コース名、

３２０指導計画パターン、３２１実施回数、３２２実施

回数（個別支援Ａ）、３２３合計実施時間（個別支援Ａ）、

３２４実施回数（個別支援Ｂ）、３２５合計実施時間（個

別支援Ｂ）、３２６実施回数（グループ支援）、３２７合計

実施時間（グループ支援）、３２８実施回数（電話Ａ）、３

２９合計実施時間（電話Ａ）、３３０実施回数（ｅ－ｍａ

ｉｌＡ）、３３１実施回数（電話Ｂ）、３３２合計実施時間

（電話Ｂ）、３３３実施回数（ｅ－ｍａｉｌＢ）、３３４個

別支援Ａポイント、３３５個別支援Ｂポイント、３３６

グループポイント、３３７電話Ａポイント、３３８電話

Ｂポイント、３３９ｅ－ＭａｉｌＡポイント、３４０ｅ

－ＭａｉｌＢポイント、３４１ポイント（支援Ａ）、３４

２ポイント（支援Ｂ）、３４３ポイント（合計）、３４４継

続的支援予定期間、３４５計画年月日、３４６計画支援

形態、３４７実施者の職種、３４８保健指導機関から取

込み、３４９保健指導機関からの取込み日、３５０実施

予定日、３５１支援の種類、３５２時期（何ヶ月）、３５

３時期（何週間）、３５４指導者職種、３５５支援形態、

３５６支援時間・回数、３５７支援内容、３５８実施ポイ

ント、３５９計画詳細、３６０禁煙指導の実施回数、３６

１継続的な支援の終了日、３６２脱退理由、３６３実施

日、３６４指導形態、３６５保健指導担当者、３６６保健

指導者職種、３６７血圧（収縮期）、３６８血圧（拡張期）、

３６９備考、３７０喫煙指導の有無、３７１設定日時、３

７２設定日年齢、３７３目標腹囲、３７４目標体重、３７

５目標収縮期血圧、３７６目標拡張期血圧、３７７一日

の削減目標エネルギー量、３７８一日の運動による目標

エネルギー量、３７９一日の食事による目標エネルギー

量、３８０行動目標、３８１行動計画、３８２変更理由、
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３８３目標設定 

記録範囲 一般健康診査・人間ドック・脳ドック対象者及び受診者 

記録情報の収集方法 
本人からの申告、市の他機関からの収集、民間事業者（市

が契約する医療機関、千葉県厚生農業協働組合連合会等） 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 
民間事業者（印刷封入封緘業者、医療機関、保健指導業務

委託事業者） 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 
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備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 予防接種業務 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部健康づくり課 

個人情報ファイルの利用目的 

1．予防接種の実施及び未接種者への勧奨を行うため 

2．予防接種による健康被害の救済を図るため住民情報及

び接種履歴を管理するため。 

記録項目 

１識別番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、

６電話番号、７印影、８異動情報、９口座情報、１０健康・

病歴、１１障害、１２身体的特徴、１３予防接種歴、１４

家庭状況、１５職業・職歴、１６資格、１７公的扶助 

記録範囲 予防接種を受けて、該当した項目 

記録情報の収集方法 
本人からの申告、市の他機関からの収集、民間事業者（市

が契約する医療機関） 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 民間事業者（印刷封入封緘業者、及び医療機関） 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 
－ 
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在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 
国民健康保険法に基づき、国民健康保険に関する事務を

行うため 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５識別番号

等（個人番号含む）、６連絡先（電話番号）、７印影、８診

療報酬明細書情報、９銀行口座、１０保険料情報、１１本

籍、１２職業、１３公的扶助、１４健康・病歴、１５障害、

１６社会保険加入状況、１７資産状況、１８収入状況、１

９納税状況、２０親族関係、２１家庭状況 

記録範囲 

 

住民基本台帳に記載されている者、市外の施設に入所し

船橋市で被保険者資格を管理している者 

記録情報の収集方法 

 

本人又は本人の代理人、市の他機関、行政機関等、地方公

共団体、民間事業者からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 

・千葉県国民健康保険団体連合会 

・納入通知書、口座振替依頼書、督促状、催告書の印刷業

務受託者 

・特別徴収対象者の年金保険者 

・資格確認書及び資格情報通知書の印刷業務受託者 

・国・他の地方自治体 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60 条第 2 項第１号 □法第 60 条第 2 項第２号 
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 （電算処理ファイル） （マニュアル処理ファイ

ル） 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 国民年金情報ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 国民年金法に基づき、国民年金に関する事務を行うため 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５識別番号等（個

人番号含む）、６連絡先、７その他住民票関係情報、８地

方税関係情報、９障害者福祉関係情報、１０生活保護・社

会福祉関係情報、１１年金関係情報 

記録範囲 住民基本台帳に記載されている者 

記録情報の収集方法 
本人又は本人の代理人、市の他機関、行政機関等、地方公

共団体、民間事業者からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 
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要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療システム 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部国保年金課 

個人情報ファイルの利用目的 
高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、後期高齢者

医療制度に関する事務を行うため 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５識別番号

等（個人番号含む）、６連絡先（電話番号）、７印影、８銀

行口座、９保険料情報、１０収入情報、１１年金情報、１

２続柄 

記録範囲 
住民基本台帳に記載されている者、県外の施設に入所し

船橋市で被保険者資格を管理している者 

記録情報の収集方法 
本人又は本人の代理人、市の他機関、行政機関等、地方公

共団体、民間事業者からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 

・千葉県後期高齢者医療広域連合 

 

・保険料納入通知書等印刷業務受託業者 

 

・日本年金機構 

 

・他の地方自治体 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 
政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 
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☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 学籍等情報ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

健康部看護専門学校 

個人情報ファイルの利用目的 受験者、学生（卒業生含む）、講師の管理 

記録項目 

【受験者】１成績順位、２受付日、３入試区分（一般 or

推薦）、４受験番号、５氏名カナ、６氏名、７性別、８生

年月日、９郵便番号、１０住所区分（市内等）、１１住所、

１２電話番号、１３学校所在地区分（市内等）、１４出身

高校コード、１５出身高校、１６評定平均、１７成績概

評、１８欠席日数、１９卒業年月日、２０最終学歴、２１

試験出欠、２２入学予定、２３備考、２４論文評価、２５

合格不合格の別、２６現代文点数、２７数学点数、２８英

語点数、２９総得点、３０一次順位、３１一次合格フラ

グ、３２面接評価、３３面接会場、３４面接組、３５補欠

順位、３６補欠フラグ 

【学生】１学籍番号、２氏名カナ、３氏名、４生年月日、

５性別、６本籍地、７自宅郵便番号、８同住所、９同電話

番号、１０現住所郵便番号、１１現住所、１２同電話番

号、１３通学区間、１４出身高校、１５最終学歴（高卒

等）、１６卒業年月日、１７卒業番号、１８学年、１９回

生、２０勤務先名、２１同所属、２２同郵便番号、２３同

住所、２４同電話番号、２５市修学金決定番号、２６市貸

付年月日、２７市身分異動事項、２８県修学金、２９県修

学生番号、３０県貸付決定日、３１県届出決定事項、３２

育英会奨学金、３３その他奨学金、３４異動内容、３５賞

罰内容、３６国家試験受験番号、３７同未取得者情報、３

８備考、３９旧姓かな、４０旧姓、４１休学有無、４２退

学除籍日 

【講師】１常勤区分、２職員 ID、３採用年月日、４氏名

カナ、５氏名、６生年月日、７役職、８講師区分（外部

等）、９職業区分（医師等）、１０契約先区分（法人等）、

１１委託期間、１２自宅郵便番号、１３同住所、１４同電
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話番号、１５同 FAX 番号、１６携帯電話番号、１７メー

ルアドレス、１８相手方登録番号、１９交通費、２０通勤

経路、２１備考、２２勤務先名、２３同郵便番号、２４同

住所、２５同電話番号、２６施設長氏名、２７同肩書、２

８書類送付先、２９採点依頼送付先、３０勤務先備考、３

１削除フラグ、３２退職日、３３休職フラグ、３４休職

日、３５復職日 

記録範囲 
船橋市立看護専門学校を受験した者、入学した者、同校

で講師として勤務した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 （実施なし） 
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工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 医療法第 25 条第 1 項による立入検査事務ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所保健総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
医療法に基づく病院への立入検査にあたり、検査の資料

とするため 

記録項目 
１氏名、２生年月日・年齢、３住所、４資格、５資格の免

許番号、６免許取得年月日、７雇用形態 

記録範囲 病院に勤務する医療従事者 

記録情報の収集方法 事業所から提出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

□法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） ☑法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 診療所台帳ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所保健総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
医療法に基づき診療所が適切に運営されていることを把

握するため 

記録項目 

１氏名、２生年月日・年齢、３住所、４電話番号、５資格、

６資格の免許番号、７免許取得年月日、８本籍・国籍、９

印影、１０職歴、１１学歴、１２賞罰 

記録範囲 診療所の開設者、管理者、勤務医師及び薬剤師 

記録情報の収集方法 事業者からの申請、届出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 薬局台帳ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所保健総務課 

個人情報ファイルの利用目的 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に

関する法律に基づき薬局が適切に運営されていることを

把握するため 

記録項目 

１氏名、２生年月日・年齢、３住所、４資格の免許番号、

５免許取得年月日、６印影、７賞罰、８健康・病歴、９障

害、１０雇用形態 

記録範囲 薬局の開設者、勤務する薬剤師及び登録販売者 

記録情報の収集方法 事業者からの申請、届出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 



 

348 

 

要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 医薬品販売業台帳ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所保健総務課 

個人情報ファイルの利用目的 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に

関する法律に基づき薬局が適切に運営されていることを

把握するため 

記録項目 

１氏名、２生年月日・年齢、３住所、４資格の免許番号、

５免許取得年月日、６印影、７賞罰、８健康・病歴、９障

害、１０雇用形態 

記録範囲 医薬品販売業の開設者、勤務する薬剤師及び登録販売者 

記録情報の収集方法 事業者からの申請、届出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 
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要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 医療機器販売業・貸与業台帳ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所保健総務課 

個人情報ファイルの利用目的 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に

関する法律に基づき薬局が適切に運営されていることを

把握するため 

記録項目 

１氏名、２生年月日・年齢、３住所、４資格の免許番号、

５免許取得年月日、６本籍・国籍、７印影、８賞罰、９健

康・病歴、１０障害、１１雇用形態 

記録範囲 施設の開設者及び管理者 

記録情報の収集方法 事業者からの申請、届出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 
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要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 柔道整復師法に基づく施術所台帳ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所保健総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
柔道整復師法に基づき施術所が適切に運営されているこ

とを把握するため 

記録項目 
１氏名、２生年月日・年齢、３住所、４電話番号、５資格

の免許番号、６免許取得年月日、７本籍・国籍、８印影 

記録範囲 開設者及び勤務する柔道整復師 

記録情報の収集方法 事業者からの届出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する

法律に基づく施術所台帳ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所保健総務課 

個人情報ファイルの利用目的 

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する

法律に基づき施術所が適切に運営されていることを把握

するため 

記録項目 
１氏名、２生年月日・年齢、３住所、４電話番号、５資格

の免許番号、６免許取得年月日、７本籍、８印影 

記録範囲 
開設者及び勤務するあん摩マツサージ指圧師、はり師、

きゆう師 

記録情報の収集方法 事業者からの届出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 
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行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 医療安全相談記録票ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所保健総務課 

個人情報ファイルの利用目的 医療安全相談の内容を把握するため 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４相談内容 

記録範囲 相談者 

記録情報の収集方法 本人等からの相談 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 

医療系免許（医師、歯科医師、臨床検査技師、衛生検査技

師、保健師、助産師、看護師、准看護師、視能訓練士、理

学療法士、作業療法士、歯科衛生士、診療放射線技師、歯

科技工士）申請ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所保健総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
医療系免許の新規申請、名簿（籍）訂正・書換え、再交付、

返納申請等の手続き状況を把握するため 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、

６本籍・国籍、７資格、８名簿登録番号、９名簿登録年月

日、１０賞罰、１１成績・評価、１２健康・病歴、１３障

害、１４親族関係、１５婚姻歴 

記録範囲 医療系免許の申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 厚生労働省への経由事務 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

□法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） ☑法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 － 
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案を受ける組織の名称及び所 

在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 

医師・歯科医師・薬剤師届及び保健師・助産師・看護師・

准看護師・歯科衛生士・歯科技工士業務従事者届ファイ

ル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所保健総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
医師・歯科医師・薬剤師等の統計調査の提出状況を把握

するため 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、

６メールアドレス、７本籍・国籍、８出身地、９資格、１

０資格の免許番号、１１免許登録年月日、１２職業・職

歴、１３学業・学歴 

記録範囲 市内に居住又は従事する医療に係る資格保有者 

記録情報の収集方法 本人等からの届出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 厚生労働省への経由事務 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

□法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） ☑法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 
－ 
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在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 調理師・栄養士等免許事務ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所保健総務課 

個人情報ファイルの利用目的 

免許証交付等、及び免許等照合に必要な事項を収集する

ため。 

（千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する

条例） 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、

６本籍・国籍、７資格、８名簿登録番号、９名簿登録年月

日、１０賞罰、１１成績・評価、１２健康・病歴、１３障

害、１４親族関係、１５婚姻歴 

記録範囲 免許証交付等、及び免許等照合の申請をした者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 厚生労働省への経由事務 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 
－ 
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在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 【個人番号利用事務】特定医療費（指定難病）ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所保健総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
特定医療費の千葉県への申請、記載事項変更等の進達業

務に必要なため。 

記録項目 

１受給者番号、２氏名（受診者本人または保護者）、３生

年月日・年齢、４住所（受診者本人または保護者）、５電

話番号（受診者本人または保護者）、６続柄（保護者）、７

保険情報（受診者本人及び支給認定基準世帯員）、８病名、

９療養状況、１０個人番号（受診者及び支給認定基準世

帯員）、１１医療費受診情報、１２臨床調査個人票情報、

１３所得情報（受診者本人及び支給認定基準世帯員） 

記録範囲 特定医療費等の申請、記載事項変更等を行った者 

記録情報の収集方法 

本人からの申請及び本人以外から収集（同一実施機関内

部、国・他の地方公共団体、民間団体・私人（医療機関）、

家族、保険者等） 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 国・他の地方公共団体 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 
非該当 
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イルである旨 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 難病相談事業ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所保健総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
難病患者に対する療養生活支援に必要なため。 

難病訪問相談員の委嘱に必要なため。 

記録項目 

１受給者番号、２氏名（受診者本人または保護者）、３生

年月日・年齢、４住所（受診者本人または保護者）、５電

話番号（受診者本人または保護者）、６続柄（保護者）、７

保険情報（受診者本人及び支給認定基準世帯員）、８病名、

９療養状況、１０医療受診情報、１１臨床調査個人票情

報、１２職業・職歴、１３学業・学歴、１４健康・病歴、

１５障害、１６身体的特徴、１７家庭状況、１８経済状

況、１９介護・障害福祉サービス状況 

記録範囲 療養生活支援が必要な者 

記録情報の収集方法 
本人からの申請、及び本人以外から収集（同一実施機関

内部、民間団体・私人（医療機関）） 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 
非該当 
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イルである旨 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 難病患者援助金ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所保健総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
難病患者援助金の支給にあたり、該当者の審査・管理を

するため。 

記録項目 

１受給者番号、２氏名（受診者本人または保護者）、３生

年月日・年齢、４住所（受診者本人または保護者）、５電

話番号（受診者本人または保護者）、６病名、７医療機関

受診状況、８振込口座（受診者本人または保護者） 

記録範囲 難病患者援助金の支給申請を行った者 

記録情報の収集方法 
本人からの申請及び本人以外から収集（同一実施機関内

部、民間団体・私人（医療機関）） 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 
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行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 
【個人番号利用事務】小児慢性特定疾病医療費支給に関

する事務ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所保健総務課 

個人情報ファイルの利用目的 

小児慢性特定疾病医療費（国事業）支給事務や指定事務

ならびに小児指定疾病医療費助成（市単事業）における

該当者管理のため。 

記録項目 

１受給者番号、２氏名（受診者本人または保護者）、３生

年月日・年齢、４住所（受診者本人または保護者）、５電

話番号（受診者本人または保護者）、６続柄（保護者）、７

保険情報（受診者本人及び支給認定基準世帯員）、８病名、

９指定医療機関情報、１０個人番号（受診者及び支給認

定基準世帯員）、１１医療意見書情報、１２所得情報（受

診者本人及び支給認定基準世帯員）、１３医療機関受診状

況、１４振込口座（受診者本人または保護者） 

記録範囲 小児慢性特定疾病医療費等の申請を行った者 

記録情報の収集方法 

本人からの申請及び本人以外から収集（同一実施機関内

部、民間団体・私人（医療機関）、その他（千葉県国民保

険団体連合会・社会保険診療報酬支払基金、家族、保険者

等）） 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 国・他の地方公共団体 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第 21 条第 7 項に該当
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するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 
肝炎治療特別促進事業、肝がん・重度肝硬変医療費助成

事業ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所保健総務課 

個人情報ファイルの利用目的 

肝炎治療特別促進事業及び肝がん・重度肝硬変治療研究

事業の千葉県への申請、記載事項変更等の進達業務に必

要なため。 

記録項目 

１識別番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、

６電話番号、７保険情報、８病名、９医療受診情報、１０

診断書情報、１１所得情報（世帯全員）、１２住民票情報

（世帯全員） 

記録範囲 
肝炎治療特別促進事業の申請、記載事項変更等を行った

者 

記録情報の収集方法 

本人からの申請及び本人以外から収集（同一実施機関内

部、国・他の地方公共団体、民間団体・私人（医療機関）、

家族、保険者等） 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 国・他の地方公共団体 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 
非該当 
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イルである旨 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 
【個人番号利用事務】指定難病要支援者証明事業ファイ

ル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所保健総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
指定難病要支援者証明事業の千葉県への申請、記載事項

変更等の進達業務に必要なため。 

記録項目 

１受給者番号、２氏名（受診者本人または保護者）、３生

年月日・年齢、４住所（受診者本人または保護者）、５電

話番号（受診者本人または保護者）、６続柄（保護者）、７

病名、８個人番号（受診者）、９臨床調査個人票情報 

記録範囲 
指定難病要支援者証明事業の申請、記載事項変更等を行

った者 

記録情報の収集方法 

本人からの申請及び本人以外から収集（同一実施機関内

部、国・他の地方公共団体、民間団体・私人（医療機関）、

家族、保険者等） 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 国・他の地方公共団体 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 
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行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

377 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 人口動態調査外字出現情報一覧表 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所保健総務課 

個人情報ファイルの利用目的 

人口動態調査票データを市から保健所に提出する際、氏

名に外字が含まれていてオンライン提出ができない場合

に紙調査票での提出を行っているため 

記録項目 １氏名 

記録範囲 市内に居住する死亡者および出生者 

記録情報の収集方法 船橋市戸籍住民課からの届出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

□法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） ☑法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

379 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 精神保健福祉相談事業ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所保健総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
精神保健福祉に関する相談・訪問の記録のため。                                      

過去の相談者の記録簿の索引のため。 

記録項目 

１登録番号、２氏名、３生年月日・年齢、４性別、５個人

番号、６住所・本籍・国籍、７電話番号、８健康・病歴、

９把握経路、１０職業・職歴、１１学業・学歴、１２公的

扶助、１３障害、１４身体的特徴、１５資産・収入・納税

状況、１６親族関係、１７婚姻歴、１８家族状況 

記録範囲 精神保健福祉相談をした者 

記録情報の収集方法 
本人、親族近隣等、各種相談機関、市の他の関係機関、国・

他の地方公共団体 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 千葉県習志野保健所 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

□法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） ☑法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 
－ 
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在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

381 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 電話相談事業ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所保健総務課 

個人情報ファイルの利用目的 電話相談記録のため。 

記録項目 

１氏名、２生年月日・年齢、３性別、４住所・本籍・国籍、

５電話番号、６健康・病歴、７把握経路、８職業・職歴、

９学業・学歴、１０公的扶助、１１障害、１２身体的特徴、

１３資産・収入・納税状況、１４親族関係、１５婚姻歴、

１６家族状況 

記録範囲 電話相談をした者 

記録情報の収集方法 
本人、親族近隣等、各種相談機関、市の他の関係機関、国・

他の地方公共団体 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 千葉県習志野保健所 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

□法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） ☑法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 
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行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

383 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 精神障害者申請・通報事務ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所保健総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
精神保健福祉法第２３条、第２４条の申請・通報受理に

必要なため。（経由事務） 

記録項目 

１氏名、２生年月日・年齢、３性別、４住所・本籍・国籍、

５電話番号、６健康・病歴、７職業・職歴、８学業・学歴、

９公的扶助、１０障害、１１身体的特徴、１２資産・収入・

納税状況、１３親族関係、１４婚姻歴、１５家族状況 

記録範囲 申請および通報のあった精神障害者 

記録情報の収集方法 
本人、親族近隣等、各種相談機関、医療機関、市の他の関

係機関、国・他の地方公共団体 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 千葉県習志野保健所 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

□法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） ☑法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 
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行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

385 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 医療保護入院届・医療保護入院等定期病状報告ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所保健総務課 

個人情報ファイルの利用目的 

精神保健福祉法に基づく精神病院からの医療保護入院の

届出及び医療保護入院・措置入院に関する定期病状報告

に必要なため。（経由事務） 

記録項目 

１氏名、２生年月日・年齢、３性別、４住所・本籍・国籍、

５電話番号、６健康・病歴、７職業・職歴、８学業・学歴、

９公的扶助、１０障害、１１身体的特徴、１２資産・収入・

納税状況、１３親族関係、１４婚姻歴、１５家族状況、１

６精神保健指定医氏名 

記録範囲 医療保護入院や措置入院・応急入院をした精神障害者 

記録情報の収集方法 
本人、親族等、各種相談機関、市の他の関係機関、国・他

の地方公共団体 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 千葉県精神保健福祉センター 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

□法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） ☑法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 － 
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案を受ける組織の名称及び所 

在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

387 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 医療保護入院者台帳ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所保健総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
精神保健福祉法に基づき、管内精神科病院に対し指導監

督を行うため。 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３住所、４入院種別、５入院日、６

同意者、７受理日、８退院日、９退院後、１０遅延、１１

進達日 

記録範囲 医療保護入院をした者 

記録情報の収集方法 精神科医療機関 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 千葉県障害者福祉推進課 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

□法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） ☑法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

389 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 措置入院者の症状消退届ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所保健総務課 

個人情報ファイルの利用目的 

精神保健福祉法に基づく精神科病院からの措置入院者の

症状消退届の受理及び転院届の受理に必要なため。（経由

事務） 

記録項目 

１氏名、２生年月日・年齢、３住所、４措置入院年月日、

５健康・病歴、６精神保健指定医氏名、７措置解除後の処

置、８退院後帰住先・住所、９訪問指導等の意見、１０障

害福祉サービス等の活用に関する意見、１１主治医氏名 

記録範囲 措置入院をした者 

記録情報の収集方法 精神科医療機関、千葉県内保健所 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 千葉県習志野保健所 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

□法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） ☑法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 
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行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

391 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 肝炎検査実施者台帳 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所健康危機対策課 

個人情報ファイルの利用目的 肝炎ウイルス検査の受検履歴を確認するため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４検査結果、５実施日 

記録範囲 肝炎ウイルス検査を受検した者 

記録情報の収集方法 本人からの申し込み 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

393 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 新型コロナウイルス感染症対策ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所健康危機対策課 

個人情報ファイルの利用目的 

新型コロナウイルス感染症に係る業務である、相談、検

査、入院・入所・受診調整、患者管理、患者搬送、疫学調

査、公表、自宅療養者支援、医療費助成、療養証明発行、

健康観察等を行う必要があるため。 

また、クラスター発生時に疫学調査の資料となり、利用

者の特定をするとともに、入所や自宅療養支援により必

要に応じ連絡をするために、利用者の連絡先等を保管し

ておく必要があるため。 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５職業、６勤務地・

通勤地、７判明日、８発症日、９電話番号、１０基礎疾患

情報、１１妊娠の有無、１２喫煙歴、１３受診状況、１４

処方状況、１５家族構成、１６ＡＤＬに関する情報、１７

身長、１８体重、１９平熱、２０各アレルギー、２１ワク

チンに関する情報、２２保険証情報・保険区分、２３国

籍、２４言語、２５（死亡した場合）基礎疾患・死因、２

６検体コード、２７疑い患者・濃厚接触者等区分、２８検

体の種類、２９検体採取日、３０検体採取場所、３１診断

用ＰＣＲ検査結果、３２変異株ＰＣＲ検査結果、３３ゲ

ノム解析結果、３４結果確定日、３５検体廃棄日 

記録範囲 

市民等、 

新型コロナウイルス感染症患者（自宅療養者、入院患者、

宿泊療養施設入所者、高齢者施設等の入所・従事者）、新

型コロナウイルス感染症患者家族 

記録情報の収集方法 

本人・家族からの申請、 

医療機関からの報告、 

施設からの申告、 

市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 
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記録情報の経常的提供先 
・契約医療機関（本人同意） 

・契約業者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 美容所開設届許認可業務ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所衛生指導課 

個人情報ファイルの利用目的 
美容所開設の届出等にあたり法律上の要件に合致してい

るか判断するため 

記録項目 

１開設者住所、２開設者氏名、３開設者電話番号、４開設

者メールアドレス、５管理美容師氏名、６管理美容師住

所、７管理美容師修了証番号、８美容師氏名、９美容師免

許証番号 

記録範囲 美容所の開設者及び従事者 

記録情報の収集方法 開設者からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 
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要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 理容所開設届許認可業務ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所衛生指導課 

個人情報ファイルの利用目的 
理容所開設の届出等にあたり法律上の要件に合致してい

るか判断するため 

記録項目 

１開設者住所、２開設者氏名、３開設者電話番号、４開設

者メールアドレス、５管理理容師氏名、６管理理容師住

所、７管理理容師修了証番号、８理容師氏名、９理容師免

許証番号 

記録範囲 理容所の開設者及び従事者 

記録情報の収集方法 開設者からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 
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要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

399 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 クリーニング所開設届許認可業務ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所衛生指導課 

個人情報ファイルの利用目的 
クリーニング所開設の届出等にあたり法律上の要件に合

致しているか判断するため 

記録項目 

１開設者住所、２開設者氏名、３開設者電話番号、４開設

者メールアドレス、５開設者本籍、６開設者生年月日、７

管理人氏名、８管理人本籍、９管理人生年月日、１０管理

人住所、１１クリーニング師氏名、１２クリーニング師

本籍、１３クリーニング師生年月日、１４クリーニング

師住所、１５クリーニング師登録番号 

記録範囲 クリーニング所の開設者及び従事者 

記録情報の収集方法 開設者からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 
－ 
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在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

401 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 スズメバチの巣駆除受付ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所衛生指導課 

個人情報ファイルの利用目的 
スズメバチの巣駆除受付業務を行うにあたり、営巣地の

情報を把握するため 

記録項目 １住所、２氏名、３電話番号、４メールアドレス 

記録範囲 営巣地の所有者又は管理者 

記録情報の収集方法 所有者又は管理者からの申し込み 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 スズメバチの巣駆除業務の受託業者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 
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組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

403 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 水道施設設置届出業務ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所衛生指導課 

個人情報ファイルの利用目的 
水道施設設置の届出等にあたり法律上の要件に合致して

いるか判断するため 

記録項目 
１設置者住所、２設置者氏名、３設置者電話番号、４設置

者メールアドレス、５水道技術管理者氏名 

記録範囲 施設の設置者及び管理者 

記録情報の収集方法 設置者からの届出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 一般財団法人千葉県薬剤師会検査センター 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 第一種動物取扱業登録業務ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所衛生指導課 

個人情報ファイルの利用目的 

「動物の愛護及び管理に関する法律」により、第一種動

物取扱業の登録申請書に必要な記載事項として定められ

ているため。また、同法に第一種動物取扱業者登録簿を

一般の閲覧に供しなければならない旨の記載があるた

め。 

記録項目 

１住所、２氏名、３電話番号、４職業・職歴、５学業・学

歴、６資格、７人格的利益を損なうおそれのある個人情

報 

記録範囲 第一種動物取扱業の登録に係る申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 営業者からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 
－ 
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在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

407 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 収容動物管理業務ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所衛生指導課 

個人情報ファイルの利用目的 

船橋市動物の愛護及び管理に関する条例第１１条に基づ

く引取りの際、氏名、住所等の確認が必要となるため。 

また、動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第１項

ただし書に定める「引取りを求める相当の事由」の確認

の船橋市動物の愛護及び管理に関する条例第９条第４

項、第５項の規定による犬・猫等の返還申請を行わせる

ため。 

犬又は猫等の譲渡実施要領に基づき、氏名、年齢、住所等

の確認を行うため。また、犬・猫を飼養する適正があるか

健康・病歴、障害、職業、収入状況、家族構成の確認が必

要なため。 

記録項目 
１住所、２氏名、３電話番号、４健康・病歴、５障害、６

収入状況 

記録範囲 犬猫等の引取り、返還又は譲渡申請者 

記録情報の収集方法 犬猫等の引取り、返還又は譲渡を求める者からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 
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行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

409 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 保護逸走動物管理業務ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所衛生指導課 

個人情報ファイルの利用目的 

犬、猫等逸走保護情報の受付の際に、住所、氏名、電話番

号を聞き、新たな情報が入り次第飼い主または保護主に

連絡をするため。 

記録項目 １住所、２氏名、３電話番号、４その他（動物の飼養状況） 

記録範囲 犬猫等の所有者又は逸走動物の保護者 

記録情報の収集方法 犬猫等の所有者又は逸走動物の保護者からの申し出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

411 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 苦情相談業務ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所衛生指導課 

個人情報ファイルの利用目的 

動物に関する苦情及び相談業務の際、個人情報の基本的

事項（住所、氏名、電話番号）のほか、飼い主の動物の飼

養状況を確認するため。また、犬、猫の飼養相談（引取り

含む）で、飼い主の年齢、健康状況、収入状況、家庭状況

等の聞き取りを行うため。 

記録項目 
１住所、２氏名、３電話番号、４生年月日・年齢、５健康・

病歴、６障害、７家庭状況、８その他（動物の飼養状況） 

記録範囲 動物に関する苦情又は相談者 

記録情報の収集方法 動物に関する苦情又は相談者からの申し出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 
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行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 畜犬登録業務ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所衛生指導課 

個人情報ファイルの利用目的 
狂犬病予防法に基づく犬の登録、鑑札発行、狂犬病予防

注射票等の交付事務等を行うため。 

記録項目 

１住所、２氏名、３電話番号、４犬鑑札番号、５注射済票

番号、６マイクロチップ番号、７畜犬登録履歴、８狂犬病

予防注射履歴、９公的扶助 

記録範囲 犬の所有者 

記録情報の収集方法 犬の所有者からの届出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 市町村 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

415 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 食品衛生相談ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所衛生指導課 

個人情報ファイルの利用目的 

食品等に関する苦情処理は、事例によっては食中毒調査

に発展し行政処分に至る可能性があり、食中毒調査にお

いては患者等の詳細な情報を取扱うため 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、

６職業・職歴、７学業・学歴、８健康・病歴、９家庭状況 

記録範囲 相談者、患者、食品等事業者 

記録情報の収集方法 
相談者、患者、食品等事業者、医療機関からの届出及び報

告徴収 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 国・他の地方公共団体 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 
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要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

417 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 食品営業許認可業務ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所衛生指導課 

個人情報ファイルの利用目的 
食品営業許可の申請等にあたり法律上の要件に合致して

いるか判断するため 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、

６職業・職歴、７学業・学歴、８資格、９賞罰、１０成績・

評価、１１親族関係 

記録範囲 食品等事業者 

記録情報の収集方法 食品等事業者からの届出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

419 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 食品衛生監視指導ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所衛生指導課 

個人情報ファイルの利用目的 食品従事者に対する衛生監視指導のため 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４健康・病歴 

記録範囲 食品等事業者 

記録情報の収集方法 食品等事業者からの届出及び報告徴収 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

421 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 食品営業届事務ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所衛生指導課 

個人情報ファイルの利用目的 
食品営業届の受理にあたり法律上の要件に合致している

か判断するため。 

記録項目 
１氏名、２生年月日・年齢、３住所、４電話番号、５学業・

学歴、６資格、７親族関係 

記録範囲 食品等事業者 

記録情報の収集方法 食品等事業者からの届出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

423 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 生活衛生相談処理業務ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

保健所衛生指導課 

個人情報ファイルの利用目的 
生活衛生に関する市民等からの相談等に基づき、必要な

助言・調査・指導を行うため 

記録項目 １住所、２氏名、３電話番号、４メールアドレス 

記録範囲 相談や苦情の申出者や申出内容 

記録情報の収集方法 申出者への聞き取り等 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 
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組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 児童福祉施設等指導監査事務ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

こども家庭部こども政策課 

個人情報ファイルの利用目的 

認可保育所、小規模保育事業及び幼保連携型認定こども

園に対し、各法の規定（児童福祉法及び就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律）に基づき行う指導監査において、施設職員や利用者

の情報を確認する必要があるため。 

記録項目 
１氏名、２年齢、３職業・職歴、４学歴・卒業年度、５資

格、６収入状況 

記録範囲 監査対象期間に、対象施設に勤めている者 

記録情報の収集方法 指導監査の対象施設より収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 
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行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 就学援助申請者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

こども家庭部こども家庭支援課 

個人情報ファイルの利用目的 
学習支援事業の参加要件である就学援助の認定状況を確

認するため。 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３保護者氏名、４住所、５在籍学校

名、６学年、７認定状況、８認定取消日、９支給決定日、

１０世帯番号、１１児童生徒コード 

記録範囲 就学援助の認定を受けた者 

記録情報の収集方法 教育委員会学務課からの提供 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 学習支援事業業務受託者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 母子父子寡婦福祉資金貸付金対象者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

こども家庭部こども家庭支援課 

個人情報ファイルの利用目的 貸付審査、決定及び債権管理に必要なため。 

記録項目 

１識別番号等、２氏名、３性別、４生年月日、５年齢、６

住所、７電話番号、８本籍、９国籍、１０口座、１１職業、

１２学業、１３公的扶助、１４年金、１５健康病歴、１６

資産状況、１７収入状況、１８親族関係、１９婚姻歴、２

０家庭状況 

記録範囲 
貸付を申請した者、連帯して債務を負っている者、連帯

保証人及びそれらの債務を相続している者 

記録情報の収集方法 
本人からの申請、市の他の機関からの収集、他市からの

提供 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 
－ 



 

430 

 

在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 母子・父子自立支援員ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

こども家庭部こども家庭支援課 

個人情報ファイルの利用目的 母子・父子自立支援相談業務を円滑に行うため。 

記録項目 

１識別番号等、２氏名、３性別、４生年月日、５年齢、６

住所、７連絡先（電話番号・メールアドレス）、８本籍、

９国籍、１０職業、１１学業、１２資格、１３公的扶助、

１４年金、１５健康病歴、１６資産状況、１７収入状況、

１８納税状況、１９親族関係、２０婚姻歴、２１家庭状

況、２２関係機関 

記録範囲 母子・父子自立支援相談をした者 

記録情報の収集方法 本人からの申告 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

□法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） ☑法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 
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行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 女性相談相談者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

こども家庭部こども家庭支援課 

個人情報ファイルの利用目的 
ＤＶ等の相談業務を適正に行うにあたり相談者の状況を

把握するため。 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３電話番号、４住所、５婚姻関係、

６国籍、７居住状況、８医療保険、９マイナンバー利用状

況、１０家族状況、１１離婚等状況、１２女性相談経過記

録 

記録範囲 女性相談した者 

記録情報の収集方法 本人からの相談 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 関係市区町村 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 
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要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 児童扶養手当対象者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

こども家庭部子育て給付課 

個人情報ファイルの利用目的 
児童扶養手当審査事務における本人の資格審査のために

利用する。 

記録項目 

１識別番号等、２氏名、３性別、４生年月日、５年齢、６

住所、７電話番号、８本籍、９国籍、１０口座、１１職業、

１２公的扶助、１３年金、１４健康病歴、１５障害、１６

収入状況、１７親族関係、１８婚姻歴、１９家庭状況 

記録範囲 児童扶養手当の申請をした者とその扶養義務者 

記録情報の収集方法 本人からの申請、市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 

・船橋市教育委員会 

・千葉県水道局 

・地方自治体 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 
－ 
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在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 ひとり親家庭等医療費の助成対象者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

こども家庭部子育て給付課 

個人情報ファイルの利用目的 
ひとり親家庭等医療費助成の認定・受給資格確認のため

に利用する。 

記録項目 

１識別番号等、２氏名、３性別、４生年月日、５年齢、６

住所、７電話番号、８本籍、９国籍、１０口座、１１公的

扶助、１２加入保険情報、１３健康病歴、１４障害、１５

収入状況、１６親族関係、１７婚姻歴、１８家庭状況 

記録範囲 
ひとり親家庭等医療費の助成の申請をした者とその扶養

義務者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 
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行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 小中学校児童入学援助金対象者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

こども家庭部子育て給付課 

個人情報ファイルの利用目的 
小中学校児童入学援助金における本人の資格審査のため

に利用する。 

記録項目 
１氏名、２生年月日、３年齢、４住所、５電話番号、６口

座、７公的扶助、８学校名、９収入状況、１０家庭状況 

記録範囲 小中学校児童入学援助金の申請をした者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 



 

440 

 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

441 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 母子家庭、父子家庭等児童入学等祝金対象者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

こども家庭部子育て給付課 

個人情報ファイルの利用目的 
母子家庭、父子家庭等児童入学等祝金における本人の資

格審査のために利用する。 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３年齢、４住所、５電話番号、６口

座、７職業、８公的扶助、９学校名、１０婚姻歴、１１家

庭状況 

記録範囲 母子家庭、父子家庭等児童入学等祝金の申請をした者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 



 

442 

 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

443 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 子ども医療費の助成対象者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

こども家庭部子育て給付課 

個人情報ファイルの利用目的 
子ども医療費助成審査事務における資格審査及び自己負

担金の決定のために利用する。 

記録項目 

１識別番号等、２氏名、３性別、４生年月日、５年齢、６

住所、７電話番号、８口座、９加入保険情報、１０健康・

病歴、１１親族関係、１２家庭状況、１３課税状況、１４

所得状況 

記録範囲 子ども医療費助成制度の申請をした者とその配偶者 

記録情報の収集方法 本人からの申請、市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 子ども医療費助成制度の審査業務受託者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 



 

444 

 

要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

445 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 児童手当対象者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

こども家庭部子育て給付課 

個人情報ファイルの利用目的 
児童手当審査事務における本人の資格審査のために利用

する。 

記録項目 

１識別番号等、２氏名、３性別、４生年月日、５年齢、６

住所、７電話番号、８本籍、９国籍、１０口座、１１職業、

１２年金、１３加入保険情報、１４収入状況、１５家庭状

況、１６監護関係 

記録範囲 児童手当の申請をした者 

記録情報の収集方法 本人からの申請、市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 児童手当の審査業務受託者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 



 

446 

 

要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

447 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 子育て世帯に対する臨時的な公的給付対象者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

こども家庭部子育て給付課 

個人情報ファイルの利用目的 
子育て世帯に対する臨時的な公的給付における本人の資

格審査のために利用する。 

記録項目 

１識別番号等、２氏名、３生年月日、４年齢、５住所、６

電話番号、７本籍、８公的扶助、９収入状況、１０親族関

係、１１婚姻歴、１２家庭状況 

記録範囲 
子育て世帯に対する臨時的な公的給付の支給対象になり

得る者 

記録情報の収集方法 本人からの申請、市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 給付金業務受託者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 



 

448 

 

要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

449 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 家庭児童相談室相談受付台帳 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

こども家庭部児童相談所開設準備課 

個人情報ファイルの利用目的 
家庭児童相談室へ寄せられた相談について把握し、管理

する必要があるため。 

記録項目 １氏名、２住所、３性別、４年齢、５識別番号 

記録範囲 家庭児童相談室にて相談を受け付けた者 

記録情報の収集方法 
本人からの相談、地域住民からの通告、市の他機関から

の収集、他市自治体からの情報提供 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 



 

450 

 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考 令和３年度以前分については、紙媒体で管理（受付日順） 



 

451 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 児童相談情報ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

こども家庭部児童相談所開設準備課 

個人情報ファイルの利用目的 
家庭児童相談、児童虐待相談にあたり、児童等の状況を

把握する必要があるため。 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、

６本籍・国籍、７職業・職歴、８学業・学歴、９公的扶助、

１０健康・病歴、１１障害、１２身体的特徴、１３親族関

係、１４婚姻歴、１５家庭状況、１６収入状況、１７所属

情報 

記録範囲 家庭児童相談室にて相談を受け付けた者 

記録情報の収集方法 
本人からの相談、地域住民からの通告、市の他機関から

の収集、他市自治体からの情報提供 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 
－ 



 

452 

 

在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

453 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 要保護児童対策地域協議会対象者進行管理台帳 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

こども家庭部児童相談所開設準備課 

個人情報ファイルの利用目的 

家庭児童相談、児童虐待相談のあった児童等のうち、要

保護児童対策地域協議会に登録された児童等に関する進

行状況を管理するうえで必要があるため。 

記録項目 
１氏名、２性別、３年齢、４生年月日、５住所、６所属情

報 

記録範囲 家庭児童相談室にて相談を受け付けた者 

記録情報の収集方法 
本人からの相談、地域住民からの通告、市の他機関から

の収集、他市自治体からの情報提供 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 



 

454 

 

要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

455 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 国「児童の状況確認調査」対象児童ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

こども家庭部児童相談所開設準備課 

個人情報ファイルの利用目的 
家庭児童相談、児童虐待相談にあたり、児童等の状況を

把握する必要があるため。 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５定住日、

６本籍・国籍、７転入前住所、８転出先住所、９異動事由、

１０異動日・届出日、１１在留資格・期間、１２世帯主・

続柄、１３世帯員 

記録範囲 国の「児童の状況確認調査」対象児童 

記録情報の収集方法 市の他機関からの収集、他市自治体からの情報提供 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 
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要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考 基幹系端末内で管理している。 



 

457 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 副食費等徴収システムファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

地域子育て部保育運営課 

個人情報ファイルの利用目的 

公立保育園に在籍する副食費（3 歳児以上）、使用済紙お

むつ処分料、日本スポーツ振興センター共済掛金保護者

負担金の徴収を行うため。 

記録項目 
１氏名、２生年月日・年齢、３性別、４住所、５電話番号、

６口座情報、７その他関連項目 

記録範囲 公立保育園に在籍したことのある児童、児童の保護者等 

記録情報の収集方法 児童の保護者からの申請、保育システムからの提供 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考 開示請求の窓口は総務法制課 



 

459 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 保育 ICT システムファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

地域子育て部保育運営課 

個人情報ファイルの利用目的 保育園事務を円滑に行うため。 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４血液型、５住所、６健康

保険証番号、７平熱、８アレルギー、９持病・既往歴、１

０かかりつけ医、１１健診・予防履歴、１２所属クラス、

１３保護者氏名、１４保護者連絡先、１５保護者勤務先 

記録範囲 公立保育園に在籍実績のある児童、児童の保護者等 

記録情報の収集方法 児童の保護者からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考 開示請求の窓口は総務法制課 
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 特定教育・保育給付及び施設等利用給付関係ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

地域子育て部保育入園課 

個人情報ファイルの利用目的 
特定教育・保育給付及び施設等利用給付に係る事務に利

用するため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５電話番号、６特

定個人番号、７利用施設、８課税情報、９各種認定情報、

１０給付情報、１１口座情報、１２生活保護受給情報、１

３障害手帳交付情報 

記録範囲 
船橋市教育・保育給付認定申請書または船橋市施設等利

用給付認定申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請、市の他機関からの収集、県からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 

利用施設 

 

納付書発行事務受託業者 

 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 
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行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 放課後ルームの入所者一覧 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

地域子育て部地域子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 本人からの申請、市の他機関からの収集 

記録項目 

１宛名番号、２氏名、３住所、４生年月日、５性別、６放

課後ルーム名、７小学校名、８障害有無、９電話番号、１

０金融機関名、口座番号及び口座名義人氏名、１１支払

い状況、１２電話番号、１３支払い状況 等 

記録範囲 放課後ルーム申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請、市の他の機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考 基幹系端末 



 

465 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 放課後ルーム登退所管理システムによる出欠確認 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

地域子育て部地域子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 本人からの申請、市の他機関からの収集 

記録項目 

１宛名番号、２氏名、３住所、４生年月日、５性別、６放

課後ルーム名、７メールアドレス、８登退所時刻、９小学

校名、１０在籍期間、１１二次元コードＩＤ 

記録範囲 放課後ルームを利用する児童 

記録情報の収集方法 本人からの申請、市の他の機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考 
基幹系端末で扱っているデータを一部情報系端末に取り

込んで運用 



 

467 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 障害児通所給付費等関係ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

地域子育て部療育支援課 

個人情報ファイルの利用目的 児童福祉法に基づく支給決定を行うため 

記録項目 

１識別番号等、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住

所、６電話番号、７印影、８健康・病歴、９障害、１０身

体的特徴、１１親族関係、１２婚姻歴、１３家庭状況、１

４その他、１５職業・職歴、１６学業・学歴、１７公的扶

助、１８資産状況、１９収入状況、２０納税状況 

記録範囲 受給者（保護者）及び対象児童とその家族 

記録情報の収集方法 
受給者（保護者）からの申請、同一実施機関内部からの提

供、他の地方公共団体からの提供 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 国保連 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 
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行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

469 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 障害児相談支援給付費等関係ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

地域子育て部療育支援課 

個人情報ファイルの利用目的 児童福祉法に基づく支給決定を行うため 

記録項目 
１識別番号等、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住

所、６電話番号、７印影、８障害、９親族関係 

記録範囲 受給者（保護者）及び対象児童とその家族 

記録情報の収集方法 
受給者（保護者）からの申請、同一実施機関内部からの提

供、他の地方公共団体からの提供 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 国保連 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 



 

470 

 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

471 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 こども発達相談センター利用者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

地域子育て部療育支援課 

個人情報ファイルの利用目的 こどもの発達に係る相談及び指導のため 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、

６本籍・国籍、７印影、８健康・病歴、９障害、１０身体

的特徴、１１親族関係、１２婚姻歴、１３家庭状況、１４

職業・職歴、１５公的扶助 

記録範囲 センター利用者（児童及び保護者） 

記録情報の収集方法 施設での相談記録や検査結果、医療機関等からの提供 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 医療機関、学校、保護者等 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 



 

472 

 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

473 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 省エネ設備等補助金交付者一覧ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

環境部環境政策課 

個人情報ファイルの利用目的 
省エネ設備等補助金交付に係る審査事務における本人の

資格審査のために利用する。 

記録項目 
１補助金交付年度、２氏名、３補助金交付対象機器、４住

所 

記録範囲 
過去に市が実施する省エネ設備等補助金の交付を受けた

者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 



 

474 

 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

475 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 公害等相談記録ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

環境部環境保全課 

個人情報ファイルの利用目的 
公害等に関する相談について、概要及び対応状況を整理

する。 

記録項目 

１相談者氏名、２相談者住所、３相談者連絡先、４相談の

趣旨、５発生源名称、６発生源住所、７発生源連絡先、８

対応内容、９経過 

記録範囲 相談者、発生源 

記録情報の収集方法 聴き取り、メール等 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 



 

476 

 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

477 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 浄化槽台帳データベース 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

環境部環境保全課 

個人情報ファイルの利用目的 
浄化槽法に基づく、浄化槽の設置状況及び維持管理状況

の把握。 

記録項目 

１氏名、２住所（浄化槽の設置等の届出は届出者の多く

が個人であり、氏名、住所の記載がある）、３法定検査結

果の報告、４保守点検、５清掃（汚泥の引き抜き）に関す

る情報 

記録範囲 届出をした者 

記録情報の収集方法 本人からの申請、市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 千葉県環境生活部水質保全課 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 



 

478 

 

要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

479 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 霊園等管理システム 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

環境部環境保全課 

個人情報ファイルの利用目的 市営霊園及び霊堂の管理・運営のため 

記録項目 
１識別番号（使用者番号）、２氏名、３生年月日・年齢、

４住所、５電話番号、６本籍地・筆頭者 

記録範囲 使用者本人及び他の市町村 

記録情報の収集方法 本人からの申請、市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 
株式会社ワイイーシーソリューションズ（システム保守

業務及び納入通知書等印刷業務の受託業者） 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 



 

480 

 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

481 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 野焼き・不法投棄等情報管理システム 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

環境部廃棄物指導課 

個人情報ファイルの利用目的 野焼き・不法投棄等の処理経過を管理するため 

記録項目 

１不法行為内容、２発生源情報、３行為者の氏名、４行為

者の住所、５行為者の電話番号、６廃棄物情報、７苦情内

容、８苦情者の氏名、９苦情者の住所、１０苦情者の電話

番号、１１立入検査内容、１２指導内容 

記録範囲 野焼き・不法投棄の行為者、苦情者 

記録情報の収集方法 
行為者からの聞き取り、苦情者からの聞き取り、住民基

本台帳による照会、他行政機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 



 

482 

 

要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

483 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 ＰＣＢ使用自家用電気工作物掘り起こし調査ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

環境部廃棄物指導課 

個人情報ファイルの利用目的 ＰＣＢを使用した自家用電気工作物を掘り起こすため 

記録項目 

１事業所に関すること、２調査の送付先に関すること、

３調査の状況、４回答者の氏名、５回答に関すること、６

電気主任技術者の氏名、７電気主任技術者の住所、８電

気主任技術者の電話番号、９自家用電気工作物に関する

こと、１０調査に対する問い合わせに関すること、１１

調査の結果に関すること 

記録範囲 自家用電気工作物の届出をした者及びその関係者 

記録情報の収集方法 
提供を受けた電気事業法に基づく届出データ、職員によ

る調査、業務委託による調査、調査対象からの回答 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 
－ 



 

484 

 

在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

485 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 ＰＣＢ使用安定器掘り起こし調査ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

環境部廃棄物指導課 

個人情報ファイルの利用目的 ＰＣＢを使用した安定器を掘り起こすため 

記録項目 

１建物の登記に関すること、２調査対象者の氏名、３調

査対象者の住所、４調査対象建物に関すること、５所有

者の氏名、６所有者の住所、７所有者の電話番号、８回答

の状況、９調査の状況、１０事業所に関すること、１１Ｐ

ＣＢ廃棄物の状況に関すること、１２回答者の氏名、１

３回答者の電話番号、１４回答の内容、１５電気主任技

術者の氏名、１６電気主任技術者の住所、１７電気主任

技術者の電話番号、１８担当者の氏名、１９担当者の電

話番号、２０相談した電気工事業者等の事業者名、２１

２０の担当者名、２２２０の担当者電話番号 

記録範囲 昭和 52 年 3 月以前建築の建物の関係者 

記録情報の収集方法 

提供を受けた家屋課税台帳データ、提供を受けた登記情

報、職員による調査、業務委託による調査、調査対象から

の回答 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 
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行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 産業廃棄物情報管理システム 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

環境部廃棄物指導課 

個人情報ファイルの利用目的 
廃棄物処理法及び土砂条例に係る許可申請審査事務にお

ける本人の資格審査のため 

記録項目 
１氏名、２役職、３生年月日、４住所、５本籍、６性別、

７行政処分を受けた年月日、８行政処分内容 

記録範囲 廃棄物処理法及び土砂条例に係る申請をした者 

記録情報の収集方法 本人からの申請、他行政機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 粗大ごみ受付事務ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

環境部クリーン推進課 

個人情報ファイルの利用目的 
粗大ごみの戸別収集申込に基づく収集作業及び内容記録

のため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３電話番号、４受付日、５収集日、６粗

大ごみの種類、７粗大ごみの数、８粗大ごみ処理券の枚

数、９クリーンサポート及び生活保護世帯収集申込対象

区分（高齢者・障害者・年齢・生活保護） 

記録範囲 粗大ごみ収集申込者 

記録情報の収集方法 本人からの申請（電話、FAX、電子メール、はがき） 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 
粗大ごみ収集運搬委託業務受託業者（2 社）、粗大ごみ受

付業務委託受託者（2 社） 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 
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行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 粗大ごみ受付システム管理ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

環境部クリーン推進課 

個人情報ファイルの利用目的 
粗大ごみの戸別収集申込に基づく収集作業及び内容記録

のため。 

記録項目 

１受付日、２収集日、３受付番号、４氏名、５電話番号、

６住所、７粗大ごみの品目、８品目備考、９収集実績、１

０未収集理由、１１排出場所、１２顧客 ID 、１３ゴミ種

別、１４収集手数料、１５緊急連絡先、１６FAX 番号、

１７E-mail アドレス、１８受付伝達事項、１９収集伝達

事項、２０受付備考、２１収集地区、２２収集業者、２３

登録者、２４更新者、２５取消者、２６更新日、２７取消

日、２８受付種別（申請方法）、２９クリーンサポート収

集（要件該当区分 高齢者又は障害者）、３０手数料減免

区分、３１決済方法、３２決済状況、３３処理券の枚数、

３４生年月日（生活保護受給中の申請があった場合の

み）、３５粗大ごみ受付の履歴 

記録範囲 粗大ごみ収集申込者 

記録情報の収集方法 本人からの申請（電話、インターネット、FAX） 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 
粗大ごみ収集運搬委託業務受託業者（2 社）、粗大ごみ受

付業務委託受託者（2 社） 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第 21 条第 7 項に該当
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するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 粗大ごみ処理券交付簿 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

環境部クリーン推進課 

個人情報ファイルの利用目的 
生活保護世帯からの粗大ごみ処理券交付申請内容及び交

付内容を記録するため。 

記録項目 
１番号、２収受日、３交付日、４氏名、５住所、６電話番

号、７処理券番号、８申請枚数、９引渡日 

記録範囲 粗大ごみ処理券申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請（申請書の提出） 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 廃棄物減量等推進員ファイル(平成１５年度以降) 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

環境部クリーン推進課 

個人情報ファイルの利用目的 廃棄物減量等推進員の組織管理等のために利用する。 

記録項目 

１整理番号（全体通し番号）、２地区名、３Ｎｏ（地区別

通し番号）、４名前、５ふりがな、６性別、７郵便番号、

８住所、９電話番号、１０所属（町会・自治会等）、１１

再任、１２生年月日、１３委嘱日、１４状態（死亡等）、

１５備考、１６年齢 

記録範囲 船橋市廃棄物減量等推進員届出書が提出された者 

記録情報の収集方法 
船橋市自治会連合協議会 地区連絡協議会会長からの届

出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 
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行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 廃棄物減量等推進員表彰対象者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

環境部クリーン推進課 

個人情報ファイルの利用目的 
廃棄物減量等推進員の個人表彰対象者管理のために使用

する。 

記録項目 
１地区名、２番号、３氏名、４ふりがな、５郵便番号、６

住所、７所属、８委嘱期 

記録範囲 船橋市廃棄物減量等推進員届出書が提出された者 

記録情報の収集方法 
船橋市自治会連合協議会 地区連絡協議会会長からの届

出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 共同住宅等の建築にあたっての協議ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

環境部クリーン推進課 

個人情報ファイルの利用目的 協議内容等の管理及び通知書発送のために利用する。 

記録項目 

１年度、２番号、３通知月、４通知日、５文書番号、６変

更協議、７受付日、８事業主住所、９事業主名、１０代表

者職氏名、１１事業主電話番号、１２建設地番、１３担当

者住所、１４担当者事務所名、１５担当者名、１６連絡

先、１７代理人、１８代理人連絡先、１９建設面積、２０

事業目的、２１戸数、２２将来合計戸数、２３ジャンル、

２４備考 

記録範囲 共同住宅等の建築にあたっての協議書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 
－ 
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在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 し尿収集手数料管理ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

環境部クリーン推進課 

個人情報ファイルの利用目的 
し尿収集実績の記録、手数料の賦課及び収納状況の管理

のため。 

記録項目 

【M し尿宛名(し尿宛名用のマスタ)】 

１し尿宛名コード、２カナ名、３漢字名、４市内市外区

分、５町丁コード、６番、７棟、８号、９市町村コード、

１０住所、１１方書、１２電話番号、１３郵便番号、１４

生年月日、１５登録日、１６登録者、１７登録日時、１８

修正者、１９修正日時 

【M し尿宛名履歴(し尿宛名の履歴を格納)】 

１し尿宛名コード、２履歴番号、３更正日、４し尿宛名履

歴理由、５カナ名、６漢字名、７市内市外区分、８町丁コ

ード、９番、１０棟、１１号、１２市町村コード、１３住

所、１４方書、１５電話番号、１６郵便番号、１７生年月

日、１８登録日、１９登録者、２０登録日時、２１修正者、

２２修正日時 

【M 住基(住基マスタ)】 

１宛名コード、２世帯番号、３カナ名、４漢字名、５市内

市外区分、６町丁コード、７住所フラグ、８番、９棟、１

０号、１１市町村コード、１２住所、１３方書、１４電話

番号、１５郵便番号、１６生年月日、１７性別区分、１８

消除事由、１９死亡区分、２０DV 区分、２１住登外区分、

２２登録者、２３登録日時、２４修正者、２５修正日時 

【M 住基_再取込前(住基連携障害時に使用した作業マス

タ)】 

１宛名コード、２世帯番号、３カナ名、４漢字名、５市内

市外区分、６町丁コード、７住所フラグ、８番、９棟、１

０号、１１市町村コード、１２住所、１３方書、１４電話

番号、１５郵便番号、１６生年月日、１７性別区分、１８

消除事由、１９死亡区分、２０DV 区分、２１住登外区分、
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２２登録者、２３登録日時、２４修正者、２５修正日時 

【T仮申込(公社の申込データを一時格納するテーブル)】 

１収集番号、２請求先氏名、３収集場所、４年度、５枚数、

６登録者、７登録日時、８修正者、９修正日時 

【T 過誤納(過誤納情報を格納するテーブル)】 

１収集番号、２調定年度、３課税年度、４期別、５収集日、

６過誤発生時情報_発還付充当理由、７過誤発生時情報_

過誤納発生日、８過誤発生時情報_発歳入歳出区分、９過

誤発生時情報_発現過区分、１０過誤発生時情報_発調定

額、１１過誤発生時情報_発調消費税、１２過誤発生時情

報_発収納額、１３過誤発生時情報_発過誤納額、１４済

通知情報１_歳入年度、１５済通知情報１_現年過年区分、

１６済通知情報１_収入日、１７済通知情報１_束ＮＯ、

１８済通知情報１_連番、１９済通知情報１_ＯＰ区分、

２０済通知情報１_入力区分、２１済通知情報１_請求方

法、２２済通知情報１_銀行コード、２３済通知情報１_

支店コード、２４済通知情報１_収納額、２５済通知情報

１_徴収金発生事由、２６済通知情報２_歳入年度、２７

済通知情報２_現年過年区分、２８済通知情報２_収入日、

２９済通知情報２_束ＮＯ、３０済通知情報２_連番、３

１済通知情報２_ＯＰ区分、３２済通知情報２_入力区分、

３３済通知情報２_請求方法、３４済通知情報２_銀行コ

ード、３５済通知情報２_支店コード、３６済通知情報２

_収納額、３７済通知情報２_徴収金発生事由、３８完結

フラグ、３９還付充当区分、４０還付理由、４１還付額、

４２還付処理日、４３還付 NO１_歳入歳出区分、４４還

付 NO１_通年度、４５還付 NO１_通連番、４６還付 NO

２_歳入歳出区分、４７還付 NO２_通年度、４８還付 NO

２_通連番、４９作成年月日、５０通知年月日、５１再通

知年月日、５２完結年月日、５３再処理年月日、５４支払

方法区分、５５振込先銀行コード、５６振込先支店コー

ド、５７振込先口座種別、５８振込先口座番号、５９振込

先口座名義人カナ、６０充当理由、６１充当額、６２充当

処理日、６３充当元_収集番号、６４充当元_調定年度、６

５充当元_課税年度、６６充当元_期別、６７充当元_収集

日、６８充当先_収集番号、６９充当先_調定年度、７０充
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当先_課税年度、７１充当先_期別、７２充当先_収集日、

７３充当先_未納額、７４登録者、７５登録日時、７６修

正者、７７修正日時、７８済通知情報１_領収日、７９済

通知情報２_領収日 

【T 減免(減免情報を格納するテーブル)】 

１収集番号、２宛名コード、３減免区分、４漢字名、５性

別、６生年月日、７開始年月、８終了年月、９処理日、１

０変更理由、１１届出者区分、１２登録者、１３登録日

時、１４修正者、１５修正日時 

【T 口座振替結果(口座振替結果を格納するテーブル)】 

１処理年月、２法廷納期限、３銀行コード、４支店コー

ド、５税目コード、６業務専用キー、７税目、８調定年度、

９期別、１０口座区分、１１チェックビット１、１２整理

番号、１３チェックビット２、１４納付金額、１５チェッ

クビット３、１６預金種目、１７口座番号、１８口座氏

名、１９銀行名、２０支店名、２１振替結果コード、２２

束、２３連番、２４余白 

【T 収集伝票(収集伝票の情報を格納するテーブル)】 

１収集番号、２年度、３連番、４処理日時、５申込区分、

６郵送先宛先コード、７請求先コード、８伝票送付先区

分、９収集場所住所、１０収集場所氏名、１１住所説明、

１２宛先郵便番号、１３宛先住所、１４氏名説明、１５宛

先氏名、１６カスタマバーコード、１７市内市外区分、１

８月、１９回数、２０請求先氏名、２１市施設名、２２住

所、２３枚数、２４補助枚数、２５登録者、２６登録日時、

２７修正者、２８修正日時 

【T 申込(申込情報を格納するテーブル)】 

１収集番号、２申込区分、３申込日、４開始年月、５窓口

区分、６収集場所_町丁コード、７収集場所_番、８収集場

所_棟、９収集場所_号、１０収集場所_方書、１１収集場

所_電話番号、１２最終収集依頼日、１３最終収集年月、

１４最終収集回目、１５市施設名、１６登録者、１７登録

日時、１８修正者、１９修正日時 

【T 申込異動(委託者との申込情報の異動を格納するテ

ーブル)】 

１出力日時、２収集番号、３処理日時、４最終収集有無、
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５実施年月、６実施日、７実施回目、８申込区分、９申込

異動区分、１０復活中止区分、１１電話、１２発券枚数、

１３新＿請求先コード、１４新＿カナ、１５新＿漢字、１

６新＿町丁コード、１７新＿住所フラグ、１８新＿番、１

９新＿棟、２０新＿号、２１新＿住所、２２新＿方書、２

３新＿月、２４新＿回数、２５旧＿請求先コード、２６旧

＿カナ、２７旧＿漢字、２８旧＿町丁コード、２９旧＿住

所フラグ、３０旧＿番、３１旧＿棟、３２旧＿号、３３旧

＿住所、３４旧＿方書、３５旧＿月、３６旧＿回数 

【T 申込歴_口座(申込の口座情報の変更履歴を格納する

テーブル)】 

１収集番号、２履歴 No、３更正日、４請求開始年月、５

請求方法、６銀行コード、７支店コード、８口座種別、９

口座番号、１０口座名義人カナ、１１登録者、１２登録日

時、１３修正者、１４修正日時 

【T 申込歴_申込者送付先(申込の送付先の変更履歴を格

納するテーブル)】 

１収集番号、２履歴 No、３更正日、４請求先コード、５

請求先電話、６送付先コード、７送付先電話、８伝票送付

先区分、９請求先変更理由、１０登録者、１１登録日時、

１２修正者、１３修正日時 

【T 申込歴_人員回数(申込の人員回数の変更履歴を格納

するテーブル)】 

１収集番号、２履歴 No、３更正日、４月回開始年月、５

月、６回数、７回数変更フラグ、８人員開始年月、９人員、

１０人員変更フラグ、１１変更理由、１２届出者区分、１

３届出方法区分、１４届出者カナ、１５届出者電話、１６

登録者、１７登録日時、１８修正者、１９修正日時 

【T 申込歴_復活中止(申込の復活、中止履歴を格納する

テーブル)】 

１収集番号、２履歴 No、３更正日、４復活中止区分、５

復活開始年月、６中止日、７復活中止備考、８届出者区

分、９届出方法区分、１０届出者カナ、１１届出者電話番

号、１２登録者、１３登録日時、１４修正者、１５修正日

時 

【T 特記事項(特記事項を格納するテーブル)】 
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１収集番号、２連番、３処理日、４特記事項、５特記理由、

６開始年度、７開始期別、８開始収集日、９終了年度、１

０終了期別、１１終了収集日、１２債権者の財産、１３履

行期間、１４債権の徴収、１５担保、１６その他備考、１

７納付制約日、１８特記事項入力区分、１９登録者、２０

登録日時、２１修正者、２２修正日時 

【T 賦課(賦課テーブル)】 

１ロケキー、２済区分、３収集番号、４調定年度、５課税

年度、６期別、７収集日、８申込区分、９完納フラグ、１

０賦課額、１１消費税、１２調定日、１３請求方法、１４

銀行コード、１５支店コード、１６口座種別、１７口座番

号、１８口座名義人カナ、１９口座不能フラグ、２０更正

日、２１納期限、２２督促発送日、２３催告回数、２４完

結フラグ、２５還付充当区分、２６賦課更正理由、２７月

１、２８回数１、２９人員１、３０減免区分１、３１減額

人員１、３２処理量１、３３人員量料金１、３４収集回数

１、３５回数金額１、３６減額１、３７月別金額１、３８

月２、３９回数２、４０人員２、４１減免区分２、４２減

額人員２、４３処理量２、４４人員量料金２、４５収集回

数２、４６回数金額２、４７減額２、４８月別金額２、４

９時効処理日、５０消除フラグ、５１時効日付、５２時効

中断、５３執行停止日、５４欠損日、５５繰越区分、５６

繰越済区分、５７督促停止区分、５８催告停止区分、５９

時効日付延長区分、６０更正前賦課額、６１登録者、６２

登録日時、６３修正者、６４修正日時 

【T 賦課更正歴(賦課更正の履歴を格納するテーブル)】 

１ロケキー、２済区分、３収集番号、４調定年度、５課税

年度、６期別、７収集日、８履歴 No、９申込区分、１０

完納フラグ、１１賦課額、１２消費税、１３調定日、１４

請求方法、１５銀行コード、１６支店コード、１７口座種

別、１８口座番号、１９口座名義人カナ、２０口座不能フ

ラグ、２１更正日、２２納期限、２３督促発送日、２４催

告回数、２５完結フラグ、２６還付充当区分、２７賦課更

正理由、２８月１、２９回数１、３０人員１、３１減免区

分１、３２減額人員１、３３処理量１、３４人員量料金

１、３５収集回数１、３６回数金額１、３７減額１、３８
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月別金額１、３９月２、４０回数２、４１人員２、４２減

免区分２、４３減額人員２、４４処理量２、４５人員量料

金２、４６収集回数２、４７回数金額２、４８減額２、４

９月別金額２、５０時効処理日、５１消除フラグ、５２時

効日付、５３時効中断、５４執行停止日、５５欠損日、５

６繰越区分、５７繰越済区分、５８督促停止区分、５９催

告停止区分、６０時効日付延長区分、６１更正前賦課額、

６２登録者、６３登録日時、６４修正者、６５修正日時 

【生活保護システムデータ】 

１状態区分、２個人番号、３ケース番号、４員番号、５氏

名カナ、６氏名漢字、７性別、８生年月日、９保護開始日、

１０保護廃止日、１１保護停止日、１２保護停止解除日、

１３異動日、１４住所コード、１５住所名称、１６住所方

書、１７世帯主氏名、１８単給併給区分コード、１９担当

員名、２０開始決裁日、２１廃止決裁日、２２停止決裁

日、２３停止解除決裁日 

記録範囲 し尿収集申請書が提出された者 

記録情報の収集方法 対象世帯からの申請（申請書提出） 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 船橋市清美公社 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 － 
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案を受ける組織の名称及び所 

在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 過料処分記録簿 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

環境部クリーン推進課 

個人情報ファイルの利用目的 
船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例に基づく過料処分

対象者の管理及び徴収事務に利用する。 

記録項目 

１過料番号、２調定番号、３支払方法、４違反日時、５違

反場所、６性別、７郵便番号、８住所、９電話番号、１０

納付書発送情報、１１督促状発送情報、１２催告書発送

情報、１３電話催告対応情報、１４臨戸訪問対応情報、１

５時効日 

記録範囲 弁明書が提出された者 

記録情報の収集方法 本人からの申請（弁明書の提出） 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 



 

509 

 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

510 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 障害者就労支援情報ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

経済部商工振興課 

個人情報ファイルの利用目的 
障害者職場実習奨励金、障害者職場実習先開拓事務のた

め。 

記録項目 
１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５電話番号、６障

害種別 

記録範囲 
障害者職場実習奨励金申請書を提出した者。障害者職場

実習奨励金の対象となる職場実習を行った者 

記録情報の収集方法 本人からの申告、奨励金申請者（法人）からの提供 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 



 

511 

 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

512 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 融資情報ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

経済部商工振興課 

個人情報ファイルの利用目的 
船橋市融資制度における融資受付事務、利子・保証料補

給事務のため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４生年月日 

記録範囲 船橋市融資制度の利用者 

記録情報の収集方法 銀行および船橋商工会議所からの提供 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 



 

513 

 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

514 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 特定退職金共済掛金補助金ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

経済部商工振興課 

個人情報ファイルの利用目的 特定退職金共済掛金補助金を交付するため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４職業・職歴 

記録範囲 

特定退職金共済団体である公益財団法人船橋市中小企業

勤労者福祉サービスセンターと退職金共済契約を締結し

た事業主および加入者 

記録情報の収集方法 
（公財）船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンターか

らの提供 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 



 

515 

 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

516 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 ふるさと納税寄附情報管理ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

経済部商工振興課 

個人情報ファイルの利用目的 
ふるさと納税寄附者へ寄附金受領証明書および返礼品を

送付するため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３電話番号、４メールアドレス、５性別、

６生年月日、７寄附方法、８支払い方法、９寄附年月日、

１０寄附金額、１１選択した返礼品 

記録範囲 ふるさと納税寄附者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 



 

517 

 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

518 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 
寄附金税額控除に係る申告特例（ふるさと納税ワンスト

ップ特例）管理ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

経済部商工振興課 

個人情報ファイルの利用目的 
ふるさと納税寄附者の住所地の自治体に対してワンスト

ップ特例申請通知を行うため。 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４メールアドレス、５性別、

６生年月日、７寄附年月日、８寄附金額、９個人番号 

記録範囲 ふるさと納税寄附者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 



 

519 

 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

520 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 
新型コロナウイルス感染症対策事業者向け助成金等申請

管理ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

経済部商工振興課 

個人情報ファイルの利用目的 
新型コロナウイルス感染症対応に係る助成金等を交付す

るため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４メールアドレス 

記録範囲 助成金等の申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 



 

521 

 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

522 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 市場見学応募者リスト 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

地方卸売市場総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
市場見学ツアー「わくわく市場探検隊」応募受付と抽選

のため 

記録項目 １氏名、２年齢、３住所、４郵便番号、５連絡先 

記録範囲 わくわく市場探検隊の応募者（平成２６年度以降） 

記録情報の収集方法 オンライン申請システムによる本人からの申告 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 



 

523 

 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

524 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 
◆市場へおいでよ！活き活き料理教室応募者名簿（Ｈ２

７年～） 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

地方卸売市場総務課 

個人情報ファイルの利用目的 「活き活き料理教室」応募受付と抽選のため 

記録項目 １氏名、２郵便番号、３住所、４電話番号 

記録範囲 教室の応募者（平成２７年度以降） 

記録情報の収集方法 オンライン申請システムによる本人からの申告 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 



 

525 

 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

526 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 都市計画証明 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

都市計画部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 
都市計画決定事項の証明書を交付する対象を把握するた

め 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４印影 

記録範囲 証明願を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

□法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） ☑法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 



 

527 

 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

528 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 都市計画法第５３条許可申請事務 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

都市計画部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 

都市計画施設の事業に関して将来円滑な施行を確保する

ために設置される建築物を把握し許可する事務に利用す

るため 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４印影 

記録範囲 申請を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

□法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） ☑法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 



 

529 

 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

530 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 
【最新】地区計画 

※アクセスファイル名 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

都市計画部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 
地区計画の区域内における行為の届出管理事務のため利

用する 

記録項目 １氏名 

記録範囲 届出を行った者 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 



 

531 

 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

532 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 地区計画の区域内における行為の届出綴 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

都市計画部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 
地区計画の区域内における行為の届出管理事務のため利

用する 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号 

記録範囲 届出を行った者 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

□法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） ☑法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 



 

533 

 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

534 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 屋外広告物の規制 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

都市計画部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 屋外広告物の規制に関する事務に利用する 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４資格、５生年月日 

記録範囲 
申請を提出した者、管理者や業務主任者として登録され

た者 

記録情報の収集方法 

本人からの申請および申請書に記載されたもの 

本人からの届出および届出書に記載されたもの 

 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

船橋市屋外広告物条例および船橋市屋外広告物条例施行

規則 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 



 

535 

 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

536 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 市営駐輪場定期利用申請者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

都市整備部都市整備課 

個人情報ファイルの利用目的 
市営駐輪場定期利用にあたり、申請受付・抽選・利用許

可・使用料請求・収納確認に利用するため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３電話番号、４生年月日、５メールアド

レス、６防犯登録番号（原付、自動２輪の場合、ナンバ

ー）、７使用料免除該当情報（障害者手帳の有無等）、８還

付口座情報 

記録範囲 定期利用の申請があった者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 利用許可通知書の印刷業務受託者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 



 

537 

 

要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

538 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 移送自転車所有者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

都市整備部都市整備課 

個人情報ファイルの利用目的 移送自転車所有者への引取通知および返還のため。 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４防犯登録番号（原付の場

合、ナンバー）、５車体番号 

記録範囲 移送された自転車の所有者 

記録情報の収集方法 
１、２、３：警察からの提供及び本人からの申請 

４、５：市職員による現地確認 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 



 

539 

 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

540 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 風致地区内行為許可申請に関するファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

都市整備部公園緑地課 

個人情報ファイルの利用目的 
風致地区内行為申請事務における申請者の行為審査のた

め。 

記録項目 

１氏名、２住所、３電話番号、４風致地区名、５許可を受

けようとする行為の種類、６行為の目的及び理由、７行

為地の地豹、８行為地の所在地、９行為の期間、１０行為

地の地目、１１行為の内容、１２摘要 

記録範囲 風致地区内行為申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請、市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 



 

541 

 

要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

542 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 公園施設使用許可申請に関するファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

都市整備部公園緑地課 

個人情報ファイルの利用目的 公園内行為申請事務における申請者の資格審査のため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３電話番号、４公園の名称、５使用する

場所又は施設、６使用面積、７行為の目的、８行為の内

容、９行為の日時、１０備考 

記録範囲 公園内行為申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 交通不便地域支援事業利用者台帳 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

道路部道路計画課 

個人情報ファイルの利用目的 
交通不便地域支援事業利用者の登録及びパスカード発行

のため。 

記録項目 
１氏名、２生年月日・年齢、３住所、４電話番号、５緊急

連絡先 

記録範囲 交通不便地域支援事業利用申請書兼同意書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 開発台帳 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

道路部道路計画課 

個人情報ファイルの利用目的 
開発行為に係る協議及び協議成立事項の記録をするた

め。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４所有する土地の地番 

記録範囲 開発行為に係る、事業主、土地所有者 

記録情報の収集方法 本人からの申告、市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 
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組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

548 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 道路付帯物の事故処理ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

道路部道路維持課 

個人情報ファイルの利用目的 事故内容を把握し道路付帯物を保全するため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４事故内容 

記録範囲 事故当事者 

記録情報の収集方法 本人からの申告、他の行政機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 道路維持管理業務の受託者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 土地取得台帳 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

道路部道路建設課 

個人情報ファイルの利用目的 
道路新設改良、交通安全施設整備及び都市計画道路整備

に係る事業用地等の取得状況を把握するため。 

記録項目 １氏名、２住所、３資産状況 

記録範囲 地権者 

記録情報の収集方法 本人からの申請、市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 
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組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 補償台帳 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

道路部道路建設課 

個人情報ファイルの利用目的 

道路新設改良、交通安全施設整備及び都市計画道路整備

に係る事業用地等の取得に伴う補償状況を把握するた

め。 

記録項目 １氏名、２住所、３資産状況 

記録範囲 権利者 

記録情報の収集方法 本人からの申請、市の他機関からの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

554 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 上下水道料金システム 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

下水道部下水道総務課 

個人情報ファイルの利用目的 下水道使用料の賦課徴収業務を行うため 

記録項目 

１お客様番号、２使用者氏名、３水栓所在地、４電話番

号、５世帯人数、６請求先情報、７口座情報、８使用開始

日、９調定（請求）情報、１０収納情報、１１過誤納情報、

１２不納欠損情報、１３滞納処分情報、１４水栓情報、１

５使用者情報、１６交渉経過、１７特記・保留情報 

記録範囲 下水道使用者 

記録情報の収集方法 本人、千葉県企業局及び習志野市企業局からの提供 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 
千葉県企業局、 

CDC アクアサービス株式会社 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 
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行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 下水道事業受益者負担金システム 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

下水道部下水道総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
船橋市都市計画下水道事業受益者負担金の賦課徴収業務

を行うため 

記録項目 

１受益者番号、２受益者氏名、３受益者住所、４電話番

号、５宛名番号、６受益地情報、７口座情報、８賦課年度、

９調定（請求）情報、１０収納情報、１１過誤納情報、１

２不納欠損情報、１３滞納処分情報  

記録範囲 土地所有者、権利者 

記録情報の収集方法 本人、資産税課、法務局 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 三谷コンピュータ株式会社、福島印刷株式会社 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 
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要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

558 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 排水設備申請管理システム 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

下水道部下水道総務課 

個人情報ファイルの利用目的 排水設備申請関係業務のため 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４間取り情報 

記録範囲 排水設備確認申請を提出した者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

560 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 水洗便所化改造工事貸付金管理システム 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

下水道部下水道総務課 

個人情報ファイルの利用目的 水洗便所化改造工事貸付金業務のため 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３住所、４電話番号、５公的扶助、

６納税状況、７下水道使用料・下水道受益者負担金納付

状況 

記録範囲 水洗便所化改造工事貸付申請をした者 

記録情報の収集方法 本人、税務課 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 



 

561 

 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

562 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 建築確認等台帳 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

建築部建築指導課 

個人情報ファイルの利用目的 建築基準法に基づく申請状況等を確認するため。 

記録項目 
１受付管理情報、２申請者情報、３設計者情報、４建築物

情報、５審査経過情報 

記録範囲 建築基準法に基づく申請を行った者 

記録情報の収集方法 
申請者又は代理者からの申請、指定確認検査機関からの

収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 



 

563 

 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

564 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 長期優良住宅認定台帳 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

建築部建築指導課 

個人情報ファイルの利用目的 
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定申

請状況等を確認するため。 

記録項目 
１受付管理情報、２申請者情報、３設計者情報、４建築物

情報、５審査経過情報 

記録範囲 
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定申

請を行った者 

記録情報の収集方法 申請者又は代理者からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 



 

565 

 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

566 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 船橋市昇降機等設置リスト 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

建築部建築指導課 

個人情報ファイルの利用目的 
昇降機の設置状況及び定期検査の実施状況等を確認すた

め。 

記録項目 

１建築物名称、２所在地、３所有者（管理者）所属、４所

有者（管理者）氏名、５所有者（管理者）住所、６昇降機

の仕様、７確認済、検査済交付年月日、８最終定期検査受

付年月日 

記録範囲 昇降機を設置している建築物の所有者又は管理者 

記録情報の収集方法 （一社）千葉県昇降機等検査協議会より提供 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 



 

567 

 

要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

568 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 Web 通報台帳 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

建築部建築指導課 

個人情報ファイルの利用目的 違反建築物等の建築主を特定するため。 

記録項目 

１通報場所、２通報者、３通報者連絡先、４調査日、５調

査結果、６処理経過、７地図、８建築計画概要書、９写真、

１０その他資料 

記録範囲 違反建築物等の通報者 

記録情報の収集方法 通報者等からの聴取及び建築計画概要書により収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 



 

569 

 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

570 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 アスベスト台帳 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

建築部建築指導課 

個人情報ファイルの利用目的 アスベスト調査の結果等を確認するため。 

記録項目 

１アスベスト台帳データベース、２その他関係資料、３

現地調査カルテ、４打合せ記録簿、５対象建築物位置デ

ータ、６対象建築物位置特定照合不一致リスト、７不突

合リスト 

記録範囲 
吹付けアスベスト材がある可能性がある民間建築物の所

有者又は管理者 

記録情報の収集方法 
建築物所有者等へのアンケート調査、登記情報、現地調

査による確認など 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 



 

571 

 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

572 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 建設リサイクル関係 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

建築部建築指導課 

個人情報ファイルの利用目的 分別解体等の実施状況等を確認するため。 

記録項目 
１受付台帳、２パトロール、３解体業者一覧、４報告の徴

収について、５他からの照会回答 

記録範囲 建築物等の発注者又は自主施工者 

記録情報の収集方法 
発注者又は自主施工者からの届出、千葉県からの情報提

供など 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 



 

573 

 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

574 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 道路位置指定台帳 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

建築部建築指導課 

個人情報ファイルの利用目的 
建築基準法第４２条第１項第５号の申請記録確認のた

め。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４道路情報 

記録範囲 建築基準法第４２条第１項第５号の申請をした者 

記録情報の収集方法 申請者又は代理者からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 



 

575 

 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

576 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 道路認定簿冊台帳 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

建築部建築指導課 

個人情報ファイルの利用目的 
建築基準法上の道路種別の取り扱いを判断した記録の確

認のため。 

記録項目 １氏名、２道路情報 

記録範囲 道路相談書を提出した者 

記録情報の収集方法 申請者又は代理者からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 



 

577 

 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

578 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 都市計画法第 43 条許可台帳 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

建築部宅地課 

個人情報ファイルの利用目的 
許可等審査業務における当該土地の許可等記録の確認の

ために利用する。 

記録項目 １氏名、２住所・地番、３許可の申請内容 

記録範囲 都市計画法第 43 条許可申請をした者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 



 

579 

 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

580 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 都市計画法施行規則第 60 条証明台帳 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

建築部宅地課 

個人情報ファイルの利用目的 
許可等審査業務における当該土地の許可等記録の確認の

ために利用する。 

記録項目 １氏名、２地番、３証明書の申請内容 

記録範囲 都市計画法施行規則第 60 条証明の申請をした者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 



 

581 

 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

582 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 市営住宅管理ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

建築部住宅政策課 

個人情報ファイルの利用目的 
市営住宅入居者の管理及び市営住宅入居申込者の審査の

ために利用する。 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５電話番号、６国

籍、７親族関係、８地方税関係情報、９障害手帳情報、１

０家賃等滞納情報、１１生活保護関係、１２口座、１３戸

籍関係情報 

記録範囲 市営住宅入居者、市営住宅への入居申込者 

記録情報の収集方法 
本人からの申請、市の他機関からの収集、他市からの提

供 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 市営住宅の指定管理者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 



 

583 

 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

584 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 防火管理講習受講者ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

消防局予防課 

個人情報ファイルの利用目的 
船橋市消防局が開催した防火管理講習の受講者を把握す

るため。 

記録項目 

１氏名、２フリガナ、３住所、４電話番号、５生年月日、

６講習期間、７受講者番号、８修了証番号、９交付年月

日、１０再発行日、１１再交付理由 

記録範囲 船橋市消防局が開催した防火管理講習の受講者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 



 

585 

 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

586 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 建築物の許可等の同意ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

消防局予防課 

個人情報ファイルの利用目的 

消防法及び船橋市消防局消防同意事務等処理規程に基づ

き、建築確認申請書等の消防同意に係る図書の受理、審

査等の同意事務処理をするため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３電話番号、４建築物名称、５建築場所、

６工事種別、７主要用途、８用途区分、９同意状況、１０

同意日、１１同意番号 

記録範囲 建築物の許可等の同意を申請した者 

記録情報の収集方法 
船橋市建築部建築指導課又は指定確認検査機関からの提

供 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 



 

587 

 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

588 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 消防用設備等の着工届出書ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

消防局予防課 

個人情報ファイルの利用目的 
消防法、同法施行令及び同法施行規則に基づき、消防用

設備等の工事計画図書の受理及び審査をするため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３電話番号、４建築物名称、５建築場所、

６消防用設備等種別、７工事種別、８届出概要、９工事施

工者・責任者等 

記録範囲 消防用設備等の着工届出書を届出した者 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 



 

589 

 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

590 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 消防用設備等の設置届出書ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

消防局予防課 

個人情報ファイルの利用目的 

消防法、同法施行令及び同法施行規則に基づき、防火対

象物に設置された消防用設備等の検査及び検査済証を交

付するため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３電話番号、４建築物名称、５建築物場

所、６建築物構造、７建築物階数、８建築物面積、９消防

用設備等種別、１０工事種別、１１工事概要、１２工事施

工者・責任者等 

記録範囲 消防用設備等の設置届出書を届出した者 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 



 

591 

 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

592 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 防火対象物使用開始届出書ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

消防局予防課 

個人情報ファイルの利用目的 
船橋市火災予防条例に基づき、防火対象物使用開始届出

の受理及び事務処理をするため。 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４建築物名称、５建築物場

所、６建築確認年月日及び番号 

記録範囲 防火対象物使用開始届出書を届出した者 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 



 

593 

 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

594 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 火を使用する設備等の設置又は変更届出書ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

消防局予防課 

個人情報ファイルの利用目的 
船橋市火災予防条例に基づき、火を使用する設備等の設

置又は変更届出の受理及び事務処理をするため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３電話番号、４建築物名称、５建築物場

所、６建築物の構造、７建築物の階数、８消防用設備等種

別、９届出設備の詳細、１０工事施工者・責任者等 

記録範囲 火を使用する設備等の設置又は変更届出書を届出した者 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 



 

595 

 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

596 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 危険物製造所等設置・変更許可ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

消防局予防課 

個人情報ファイルの利用目的 
消防法及び船橋市危険物の規制に関する規則に基づき、

申請の受理及び審査をするため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３電話番号、４設置施設名、５設置場所、

６施設区分、７施設詳細、８倍数、９タンク容量、１０許

可年月日及び番号 

記録範囲 危険物製造所等設置・変更許可を申請した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 
千葉県公安委員会、 

海上保安庁長官 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 



 

597 

 

要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

598 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 危険物製造所等の各種届出書ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

消防局予防課 

個人情報ファイルの利用目的 
消防法及び船橋市危険物の規制に関する規則に基づき、

届出の受理及び審査をするため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３電話番号、４設置施設名、５設置場所、

６許可年月日及び番号、７完成検査年月日及び番号、８

届出内容 

記録範囲 危険物製造所等の各種届出書を届出した者 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 
千葉県公安委員会、 

海上保安庁長官 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 



 

599 

 

要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

600 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 避難行動要支援者名簿ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

消防局警防課 

個人情報ファイルの利用目的 災害時に避難行動要支援者の安否確認等を行うため。 

記録項目 

１識別番号等、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住

所、６電話番号、７本籍・国籍、８健康・病歴、９障害、

１０身体的特徴、１１その他 

記録範囲 避難行動要支援者 

記録情報の収集方法 本人以外 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

□法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） ☑法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 



 

601 

 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

602 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 災害事案管理ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

消防局警防課 

個人情報ファイルの利用目的 船橋市消防警防規程に基づく警防活動を把握するため。 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、

６国籍、７職業 

記録範囲 
119 番通報をした者、傷病者・要救助者等、火元・類焼の

関係者等 

記録情報の収集方法 本人から申告、家族からの提供、関係者からの提供 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 



 

603 

 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

604 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 火災等り災に対する証明発行ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

消防局指揮指令課、中央消防署、東消防署、北消防署、夏

見消防署、芝山消防署 

個人情報ファイルの利用目的 
災害対策基本法に基づき、火災等におけるり災証明書を

発行及び管理を行うため。 

記録項目 

１関係者等氏名、２り災場所、３火災番号、４り災日時、

５り災建物又は物件、６発行日、７発行機関、８申請番

号、９発行番号、１０証明書番号、１１火災番号 

記録範囲 り災対象物の関係者（所有・管理・占有者） 

記録情報の収集方法 
本人から聴取 

本人の配偶者、親族等から聴取 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 （実施なし） 



 

605 

 

要 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

606 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 火災調査事務ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

消防局指揮指令課 

個人情報ファイルの利用目的 
消防法及び船橋市火災調査規程に基づく火災の調査事務

に必要なため。 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４年齢、５性別、６職業、

７火災概要 

記録範囲 

１、り災対象物の関係者（所有・管理・占有者） 

２、発見者 

３、通報者 

記録情報の収集方法 

本人から聴取 

関係者、捜査機関等から聴取 

 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 消防庁 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 
－ 



 

607 

 

在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

608 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 総合消防情報システムに係る情報処理ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

消防局指揮指令課 

個人情報ファイルの利用目的 

119 番受報時に消防救急活動に必要な情報の聴取・災害

地点の特定、部隊活動に係る支援情報として個人情報を

把握するため。 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、

６健康・病歴、７障害 

記録範囲 119 番通報をした者、傷病者・要救助者等 

記録情報の収集方法 本人・本人以外・他機関からの通報 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 



 

609 

 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

610 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 救急事案管理ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

消防局救急課、中央消防署、東消防署、北消防署、夏見消

防署、芝山消防署 

個人情報ファイルの利用目的 
船橋市消防救急業務規程に基づく救急活動を把握するた

め。 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４生年月日、５年齢、６性

別、７国籍、８職業、９搬送状況、１０処置状況 

記録範囲 救急隊員から応急処置を受けた者 

記録情報の収集方法 本人から申告、家族からの提供、関係者からの提供 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 



 

611 

 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

612 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

中央消防署、東消防署、北消防署、夏見消防署、芝山消防

署 

個人情報ファイルの利用目的 
消防活動阻害物質の貯蔵取扱いの届出の受理及び事務処

理をするため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４職業、５図面 

記録範囲 
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始（廃止）

届出書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 



 

613 

 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

614 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 店舗改装届ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

中央消防署、東消防署、北消防署、夏見消防署、芝山消防

署 

個人情報ファイルの利用目的 
喫煙等の禁止場所に指定した防火対象物の工事に係る事

前協議の届出の受理及び事務処理をするため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４職業、５図面 

記録範囲 店舗等改装工事及び事前協議届出書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 



 

615 

 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

616 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 禁止行為解除承認申請ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

中央消防署、東消防署、北消防署、夏見消防署、芝山消防

署 

個人情報ファイルの利用目的 
喫煙等の禁止場所の解除承認申請の受理及び事務処理を

するため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４職業、５図面 

記録範囲 禁止行為解除承認申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 



 

617 

 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

618 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 防火対象物点検報告特例認定申請ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

中央消防署、東消防署、北消防署、夏見消防署、芝山消防

署 

個人情報ファイルの利用目的 
要件を満たしている防火対象物の点検報告に係る特例の

申請の受理及び事務処理をするため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４職業 

記録範囲 防火対象物点検報告特例認定申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 



 

619 

 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

620 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 防火対象物定期点検報告届ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

中央消防署、東消防署、北消防署、夏見消防署、芝山消防

署 

個人情報ファイルの利用目的 
防火対象物の定期点検報告の届出の受理及び事務処理を

するため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４職業 

記録範囲 防火対象物点検結果報告書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 



 

621 

 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

622 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 煙火届出ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

中央消防署、東消防署、北消防署、夏見消防署、芝山消防

署 

個人情報ファイルの利用目的 煙火打上げの届出の受理及び事務処理をするため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４職業、５図面 

記録範囲 煙火打ち上げ・仕掛け届出書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 



 

623 

 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

624 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 火災行為ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

中央消防署、東消防署、北消防署、夏見消防署、芝山消防

署 

個人情報ファイルの利用目的 
火災と紛らわしい煙等を発する届出の受理及び事務処理

をするため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４職業、５図面 

記録範囲 
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行

為の届出書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 



 

625 

 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

626 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 消防訓練派遣申請ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

中央消防署、東消防署、北消防署、夏見消防署、芝山消防

署 

個人情報ファイルの利用目的 
市民等が消防訓練を行う際の消防職員の派遣申請の受理

及び事務処理をするため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４職業 

記録範囲 
消防訓練等に伴う職員指導要請及び訓練内容確認書を提

出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 



 

627 

 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

628 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 防火対象物台帳ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

中央消防署、東消防署、北消防署、夏見消防署、芝山消防

署 

個人情報ファイルの利用目的 防火対象物の管理をするため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４職業、５図面、６資格 

記録範囲 防火対象物の所有者、管理者、占有者及び防火管理者 

記録情報の収集方法 関係者からの聴取 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 



 

629 

 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

630 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 危険物施設台帳ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

中央消防署、東消防署、北消防署、夏見消防署、芝山消防

署 

個人情報ファイルの利用目的 危険物施設の管理をするため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４職業、５図面、６資格 

記録範囲 
危険物施設の所有者、管理者、占有者及び保安監督者、危

険物取扱者 

記録情報の収集方法 関係者からの聴取 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 



 

631 

 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

632 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 消防用設備点検報告届出書ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

中央消防署、東消防署、北消防署、夏見消防署、芝山消防

署 

個人情報ファイルの利用目的 
消防用設備等の点検結果の届出の受理及び事務処理をす

るため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４職業、５資格 

記録範囲 
消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書を提

出した者 

記録情報の収集方法 届出により収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 



 

633 

 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

634 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 防火管理者選解任届ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

中央消防署、東消防署、北消防署、夏見消防署、芝山消防

署 

個人情報ファイルの利用目的 防火管理者選任解任の管理をするため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４職業、５資格 

記録範囲 防火・防災管理者選任（解任）届出書を提出した者 

記録情報の収集方法 届出により収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 



 

635 

 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

636 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 消防計画作成（変更）届ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

中央消防署、東消防署、北消防署、夏見消防署、芝山消防

署 

個人情報ファイルの利用目的 消防計画の作成、変更の管理をするため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４職業、５資格 

記録範囲 消防計画作成（変更）届出書を提出した者 

記録情報の収集方法 届出により収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 



 

637 

 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

638 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 統括防火管理者選解任届ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

中央消防署、東消防署、北消防署、夏見消防署、芝山消防

署 

個人情報ファイルの利用目的 統括防火管理者選任解任の管理をするため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４職業、５資格 

記録範囲 統括防火・防災管理者選任（解任）届出書を提出した者 

記録情報の収集方法 届出により収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 



 

639 

 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

640 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 全体の消防計画作成（変更）（防火）届ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

中央消防署、東消防署、北消防署、夏見消防署、芝山消防

署 

個人情報ファイルの利用目的 全体の消防計画の作成変更の管理をするため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４職業、５図面、６資格 

記録範囲 
全体についての消防計画作成（変更）届出書を提出した

者 

記録情報の収集方法 届出により収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 



 

641 

 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

642 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 催物届出ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

中央消防署、東消防署、北消防署、夏見消防署、芝山消防

署 

個人情報ファイルの利用目的 劇場等以外の場所での催物の管理をするため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４職業、５図面 

記録範囲 催物開催届出書を提出した者 

記録情報の収集方法 届出により収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 



 

643 

 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

644 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 自衛消防組織設置（変更）届ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

中央消防署、東消防署、北消防署、夏見消防署、芝山消防

署 

個人情報ファイルの利用目的 
防火対象物に係る自衛消防組織の設置及び変更の管理を

するため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４職業、５資格 

記録範囲 自衛消防組織設置（変更）届出書を提出した者 

記録情報の収集方法 届出により収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 



 

645 

 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

646 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 防災管理者選解任届ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

中央消防署、東消防署、北消防署、夏見消防署、芝山消防

署 

個人情報ファイルの利用目的 防災管理者選任解任の管理をするため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４職業、５資格 

記録範囲 防火・防災管理者選任（解任）届出書を提出した者 

記録情報の収集方法 届出により収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

648 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 防災管理消防計画作成（変更）届ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

中央消防署、東消防署、北消防署、夏見消防署、芝山消防

署 

個人情報ファイルの利用目的 防災管理に係る消防計画の作成変更の管理をするため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４職業、５図面、６資格 

記録範囲 防災管理消防計画作成（変更）届出書を提出した者 

記録情報の収集方法 届出により収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 防災管理点検報告特例認定申請ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

中央消防署、東消防署、北消防署、夏見消防署、芝山消防

署 

個人情報ファイルの利用目的 
要件を満たしている防災管理対象物の点検報告に係る特

例の申請の受理及び事務処理をするため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４職業 

記録範囲 防災管理点検報告特例認定申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 
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組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

652 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 露店開設ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

中央消防署、東消防署、北消防署、夏見消防署、芝山消防

署 

個人情報ファイルの利用目的 対象火気器具等を使用する露店の管理をするため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４職業、５図面 

記録範囲 露店等の開設届出書を提出した者 

記録情報の収集方法 届出により収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

654 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 道路工事届ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

中央消防署、東消防署、北消防署、夏見消防署、芝山消防

署 

個人情報ファイルの利用目的 道路工事箇所の管理をするため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４職業 

記録範囲 道路工事届出書を提出した者 

記録情報の収集方法 届出により収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

656 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 相手方登録ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

会計課 

個人情報ファイルの利用目的 

予算会計規則第５５条の規定により、支払を受けようと

する債権者に係る情報を財務会計システムに登録するこ

とにより、各庁内 LAN から財務会計システムを利用し、

債権者情報の閲覧、支出負担行為及び支出命令を可能に

することを目的とする。 

記録項目 
１識別番号等、２氏名、３住所、４電話番号、５印影、６

口座情報 

記録範囲 相手方登録申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 他の実施機関・指定金融機関 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 
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行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

658 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 施設等利用給付認定・支給者理ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

学校教育部学務課 

個人情報ファイルの利用目的 施設等利用給付の認定者（資格状況）、支給金額の管理 

記録項目 
１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５電話番号、６在

籍施設名、７税額 

記録範囲 船橋市施設等利用給付認定申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 

１本人からの申請 

２市の他機関からの収集 

 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

１、２、４の記録項目に変更があった場合の訂正につい

ては、令和四年三月三一日内閣府令第二五号第 28条の 12

第 1 項による。 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

660 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 実費徴収に係る補足給付認定・支給管理ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

学校教育部学務課 

個人情報ファイルの利用目的 
実費徴収に係る補足給付認定者（否認定者）、支給金額の

管理 

記録項目 
１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５電話番号、６在

籍施設、７税額、８口座、９生活保護の受給状況 

記録範囲 
施設等利用給付の認定を受けている者で、船橋市補足給

付事業に係る副食材料費補助金交付申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 

１本人からの申請 

２市の他機関からの収集 

３番号連携サーバーにより他市から収集 

 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 
－ 
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在地 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  



 

662 

 

個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 奨学金貸付、返還管理ファイル 

行政機関等の名称 船橋市長 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

学校教育部学務課 

個人情報ファイルの利用目的 
奨学金貸付者、返還対象者、返還金額、返還金未済額、連

帯保証人の管理 

記録項目 
１氏名、２住所、３生年月日、４電話番号、５在籍校、６

職場、７口座、８所得金額 

記録範囲 船橋市奨学金貸付申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

１、２、５の記録項目に変更があった場合の訂正につい

ては、船橋市奨学金貸付条例施行規則第７条第１項によ

る。 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 － 
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工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  

 


